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は じ め に 
 

私たちの故郷・蕨の住みよい環境と将来にわたり持続可能な

環境にやさしい社会の実現に向けて、蕨市では、平成１５（２００３）

年の環境基本計画に続き、平成２５（２０１３）年に第２次計画を策

定し、太陽光発電など地球温暖化対策設備への補助制度や蕨

戸田衛生センター組合におけるごみ発電と電力の有効活用、防

犯灯や道路照明灯のＬＥＤ化などを実施するとともに、市民の皆

さんと協働して、ごみの減量化と分別の徹底、資源化などの取り

組みを着実に進めてきました。 

この間、平成２７（２０１５）年には、気候変動に関する国際的枠組み「パリ協定」や持続可能な開

発目標（ＳＤＧｓ）が採択されるなど、環境への取り組みが大きなうねりとなる一方で、地球温暖化

による気候変動は、世界的な異常気象による災害の多発化など、深刻な影響を及ぼしています。

蕨市では、これまでの成果を踏まえつつ、今、大きく変化する環境問題に対応していくため、この

度、令和 5（２０２３）年度から１０年間を計画期間とする第３次蕨市環境基本計画を策定いたしま

した。 

本計画では、望ましい環境像を「みんなで未来へつなぐ 快適で持続可能なまち わらび ～日

本一のエコシティわらびへ～」とし、その実現に向けて、再エネ・省エネの加速化、ソーラー蓄電

池ステーションの導入、カーボンオフセットの取り組み、エコグリーンの実行、ゼロカーボンシティ

宣言の５つの重点プロジェクトを掲げるなど、特に地球温暖化対策や脱炭素社会の実現に向け

た取り組みを意欲的に進めてまいります。２０３０年度の本市の温室効果ガスの削減目標を、国

の目標を上回る「５０％削減」とし、更に２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けて、市民・事

業者・行政が一体となり力強く取り組みを進めていけますよう、皆さんのご協力をお願いします。 

結びに、本計画の策定にあたり、ご尽力を賜りました蕨市環境審議会の皆様、貴重なご意見を

いただきました市民の皆さん、関係各位に心より御礼を申し上げます。 

 

令和５年３月 

蕨市長 賴髙 英雄 
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１． 計画策定の背景 

１．１ 多様化・複雑化する環境問題と環境意識の高まり 

蕨市では２００１（平成１３）年３月に「蕨市環境基本条例」を制定、２年後の２００３（平成１５）年

３月には「蕨市環境基本計画」を策定し、市民、事業者、市がそれぞれの立場から環境の保全

及び創造のための取組を進めてきました。 

２０１３（平成２５）年には、第２次となる新たな「蕨市環境基本計画」を策定し、地球規模の環

境問題の解消を視野に入れた持続可能な循環型社会・低炭素社会を目指してきました。 

この間、地球温暖化に伴う気候変動が現実味を帯び、生物多様性の危機が明らかとなり、マ

イクロプラスチックをはじめとした廃棄物問題などが社会経済の課題と相まって多様化・複雑

化してきています。 

そうした中「ＳＤＧｓ」や「カーボンニュートラル」などをキーワードとして人々の意識が高まり、

環境問題の解消に向けて共通目標・共通認識を持つことが世界的な潮流となってきています。 

本市でもこれまでの施策や取組を踏まえつつ、より一層市民、事業者及び行政が協働で、多

様化・複雑化する環境問題に対応することが求められます。 

 

１．２ 国内外の動向 

（１） 地球温暖化・脱炭素 

２０１５（平成２７）年１２月にパリで国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（ＣＯＰ２１）が

開催され、地球温暖化対策の新たな枠組として「パリ協定」が採択されました。パリ協定は、

世界共通の長期目標として「世界全体の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて２℃未満

に抑えるとともに、１.５℃に抑える努力を追求すること」としています。 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）が２０２１（令和３）年８月に公表した第６次評価報

告書第１作業部会報告書によると、地球温暖化は人為起源であることに疑う余地はないこと

が確信的に示され、「産業革命前から世界平均気温の上昇は約１℃であり、今後２０年のうち

に１.５℃上昇に達する可能性がある」と指摘しています。 

わが国では、２０２０（令和２）年１０月の臨時国会で菅首相が「２０５０年カーボンニュートラ

ル宣言」を表明し、温室効果ガス排出量を２０５０年までに実質ゼロにする脱炭素社会に向け

た取組が加速しつつあります。２０２１（令和３）年４月の気候サミットにおいては、わが国の２０

３０（令和１２）年度の温室効果ガス排出量を２０１３（平成２５）年度比で４６％削減する目標を

表明しました。同年６月に閣議決定された「成長戦略実行計画」に基づき、経済産業省は関

係省庁と連携して「２０５０年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定しました。

その枠組として４つの開発・導入フェーズを設定し、民間企業の資金誘導を行うとともに、規

制改革、規格・標準化、国際連携、政策ツールを総動員し、推進しています。同年１０月には、

「第６次エネルギー基本計画」及び「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、再生可能エネル

ギー導入量が大幅に引き上げられるとともに、２０３０（令和１２）年度４６％削減目標に向けた

施策の展開が示されました。 
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（２） 資源循環 

２０１８（平成３０）年６月に閣議決定された「第四次循環型社会形成推進基本計画」では、

循環分野における基盤整備を行うとともに、持続可能な資源利用に向けた５本柱の取組が

示されました。２０２０（令和２）年１１月に公表された進捗状況点検結果によると、全国の一般

廃棄物排出量は、長期的には順調に減少してきているものの、短期的には減少量が少なくな

ってきており、更なる取組が必要であると指摘されています。 

２０１９（令和元）年５月に策定された「プラスチック資源循環戦略」では、２０３０年までにワ

ンウェイプラスチックの累積２５％排出抑制、容器包装の６割のリユース・リサイクル、バイオ

マスプラスチックの約２００万ｔ導入などの目標を掲げ、プラスチック資源循環等の取組（３Ｒ

＋Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ）が促進されています。 

更に、２０２２（令和４）年４月から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が

施行され、事業者に対してプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化

等の促進、消費者にも、プラスチック使用製品の使用の合理化、適した分別による排出など

を努めることを求めています。 

また、近年顕在化してきた食品ロスの問題は、国際的にも重要な課題となっています。本

来食べられるにもかかわらず捨てられる食品は、日本では５００万ｔ以上に上り、世界で飢餓

に苦しむ人々に向けた世界の食糧支援量の約１.２倍に相当するとの報告もあります。食品ロ

スは資源の無駄、コストや環境負荷の増大等につながることから、２０１９（令和元）年１０月か

ら「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行され、国民運動として食品ロスの削減に関

する取組が展開されています。 

 

 

コラム①  地球温暖化と気候変動 

地球温暖化に伴う気候変動は、異常気象の

頻発、台風の大型化、食料生産の危機、水資源

の枯渇、海面上昇による住居地域の喪失など

を引き起こす世界的に深刻な環境問題です。そ

の主な要因は、人間の活動で使用する化石燃

料に起因する二酸化炭素（ＣＯ２）をはじめとし

た温室効果ガスの増加とされています。 

私たち一人ひとりが可能な限り温室効果ガ

ス排出の抑制に向けた取組を実践することが

大切になってきます。 

 
出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 



 

4 

 

（３） ＳＤＧｓ 

２０１５（平成２７）年９月開催

の国連持続可能な開発サミット

で採択された「持続可能な開発

のための２０３０アジェンダ」の

中核となる「持続可能な開発目

標」（ＳＤＧｓ：Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅ

ｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ）の達成に

向けた取組が国際的な広がり

を見せています。 

ＳＤＧｓは、２０３０年までの長

期的な開発の指針として、「誰

一人取り残さない」持続可能で

多様性と包摂性のある社会の実現を目指し、社会、経済及び環境の側面から１７の目標（ゴ

ール）を掲げています。 

１７のゴールには、気候変動への対応、資源の持続的な利用（資源循環）、自然環境の保全

など環境に直接関係するものが多く含まれています。 

 

（４） 生物多様性 

２０１０（平成２２）年１０月に開催された生物多様性条約第１０回締約国会議（ＣＢＤ・ＣＯＰ 

１０）において採択された「生物多様性を保全するための戦略計画２０１１－２０２０」と「愛知目

標」は、２０２０（令和２）年までの短期目標として生物多様性の損失を止めるために効果的か

つ緊急な行動を実施するため２０の目標を掲げましたが、２０２１（令和３）年４月に公表された

地球規模生物多様性概況第５版（ＧＢＯ５）によると、一部達成と評価されたものの、完全に

達成された愛知目標は一つとしてなく、人と自然の共生する社会を目指すには、土地利用、

農業、淡水、漁業、食料システム、都市とインフラ、気候アクション、ワンヘルスアプローチのテ

ーマでの改革が必要であると説いています。 

愛知目標の採択を受け、わが国では、２０１２（平成２４）年９月に「生物多様性国家戦略 

２０１２－２０２０」を閣議決定し、生物多様性の社会浸透、自然との関係の見直し・再構築、科

学基盤の強化など５つの基本戦略を進めてきましたが、目標未達成だったことから、施策を

見直し、次期戦略の策定に向けて検討されています。 

愛知目標に続く新たな世界目標「ポスト２０２０生物多様性枠組」を採択すべく、作業部会

（ＯＥＷＧ）が開催され、議論が交わされているとともに、「自然を保全・回復する活動に資金

の流れを向け直し、自然と人々が繁栄できるようにすることで、世界経済に回復力をもたら

す」ことを目指した自然関連財務情報開示タスクフォース（ＴＮＦＤ）が発表され、国際的な企

業パートナーシップが動き出しています。 

 

出典：「Ｔｈｅ ＳＤＧｓ Weｄｄｉｎｇ Cake」 

（Stockholm Resilience Ｃｅｎｔｒｅ） 

図 １-１ ＳＤＧｓウエディングケーキモデル 
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（５） 新型コロナウイルス感染症の拡大 

２０１９（令和元）年１２月に、新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ-１９）感染症が確認されてから、

またたく間に世界中に感染が拡大し、２０２０（令和２）年３月には世界保健機関（ＷＨＯ）がパ

ンデミックを表明し、世界各国に対策の強化を訴えてきました。 

２０２０（令和２）年１月に初めて感染が確認された日本でも、感染者が急速に広がり、同年

４月以降、緊急事態宣言等がたびたび発せられ、社会経済に大きな影響を及ぼしてきました。 

こうした状況の中、三密を避ける行動、テレワーク、在宅勤務、オンライン会議、時差出勤な

どが普及するとともに、感染防止措置が備えられた設備を導入する企業も増えています。 

環境の側面からもライフ

スタイルやビジネススタイ

ルの変化に対応することが

求められます。 

 

 

 

（６） 埼玉県の動向 

２０２２（令和４）年２月の埼玉県議会定例会で議決された「埼玉県環境基本計画（第５次）」

では、環境への負荷の少ない持続的に発展できる社会の構築に向け、２１世紀半ばを展望し

た３つの長期目標を掲げるとともに、環境のみならず経済・社会などの諸課題を含めた統合

的な解決に向けた施策を展開しています。 

２０２０（令和２）年３月に策定された「埼玉県地球温暖化対策実行計画（第２期）（区域施策

編）」では、『脱炭素化が進み、気候変動に適応した持続可能な埼玉』を将来像に掲げ、各主

体の協働、脱炭素社会の実現に向けた取組の推進、適応策の推進が展開されています。 
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２． 計画の目的 

「蕨市環境基本条例」では、その前文に示しているとおり「みんなで力をあわせ、住みよい、

美しいまちをつくること」を目指しており、本条例第３条の基本理念に基づき、「第３次蕨市環境

基本計画」（以下「本計画」とします。）を策定し、多様化・複雑化する環境問題に対応し、持続可

能な社会を実現するため、地域の実情に適した施策を総合的かつ計画的に推進することを目

的とします。 

なお、本計画の地球温暖化と、その影響による気候変動に関する分野に関して展開する施策

は、「緩和策」と「適応策」として実効的な対策が求められ、本計画と密接に関連してくることか

ら緩和策として「蕨市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）」を、適応策として

「蕨市気候変動適応計画」を本計画に内包します。また、国及び埼玉県の関連計画と整合を図

ることとします。 

 

 
 

３． 計画の期間 

計画の期間は、２０２３（令和５）年度から２０３２（令和１４）年度の１０年間とします。 

なお、計画期間中において、環境問題や社会情勢の変化等により、必要に応じて計画の見直

しを行うこととします。 

 

図 １-２ 計画の期間 

年度 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

蕨市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）

蕨市気候変動適応計画

第３次蕨市環境基本計画
蕨市環境基本計画

2013～2022

【蕨市環境基本条例における基本理念】 

第３条 環境の保全及び創造は、現在及び将来の市民が潤いと安らぎのある恵み豊かな環

境の恵沢を享受するとともに、人類の存続基盤である環境が将来にわたって維持される

ように適切に推進されなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、すべての者が環境への負荷を低減することその他の行動を自

主的かつ積極的に行うことによって、自然の物質循環を損なうことなく持続的に発展する

ことができる社会が構築されるように推進されなければならない。 

３ 環境の保全及び創造は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることにかん

がみ、すべての事業活動及び日常生活において推進されなければならない。 
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４． 計画の位置づけ 

本計画は、「蕨市環境基本条例」第９条に基づき策定されるものであり、『「コンパクトシティ

蕨」将来ビジョン』の環境関連の部門別計画として位置づけ、各種施策を推進します。 

 

 

蕨市環境基本計画の改定状況（参考） 

第１次蕨市環境基本計画（平成１５年３月）  

環境像『みんなで人と自然との共生を大切にする エコ・コミュニティづくりのまち 「生活快適都市わらび」』 

基本目標 ①みんなでつくるきれいなまち 

③環境への負荷が小さく持続可能な循環型のまち 

⑤エコ・コミュニティづくりのまち 

②安らぎと潤いのある快適で個性のあるまち 

④公害のない健康で安心して暮らせるまち 

第２次蕨市環境基本計画（平成２５年３月）  

環境像『みんなでつくる 人と自然が共生し、地球環境にやさしい コンパクト・エコ・コミュニティ「わらび」』 

基本目標 ①みんなで保つ美しいまち 

③みんなで育む自然共生のまち 

⑤みんなで参加するエコ・コミュニティのまち 

②みんなで取り組むエコライフのまち 

④みんなで守る安心な暮らしのまち 

蕨市 主な関連計画 

【安全・安心、快適】 

蕨市都市計画マスタープラン 

蕨市国土強靱化地域計画 

蕨市地域防災計画 

蕨市景観計画 

【環境施策の横断的な取組】 

蕨市生涯学習推進計画 

蕨市教育振興基本計画 

【資源循環】（戸田市、蕨戸田衛生センター組合との共同計画） 

循環型社会形成推進地域計画 

ごみ処理基本計画                    等 

連携 

整合 

整合 
国 関係法令【関連計画】 

生物多様性基本法 

循環型社会形成推進基本法 

プラスチック資源循環促進法 

食品ロス削減推進法 

【第五次環境基本計画】 

【地球温暖化対策計画】 

【気候変動適応計画】 

【生物多様性国家戦略】 

【第四次循環型社会形成推進基本計画】 

【プラスチック資源循環戦略】 

【食品ロス削減推進計画】      等 

埼玉県 関係法令【関連計画】 

埼玉県生活環境保全条例 

埼玉県自然環境保全条例 

【第５次埼玉県環境基本計画】 

【地球温暖化対策実行計画（第２期）】 等 

「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン 

第３次蕨市環境基本計画 

蕨市地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編・事務事業編） 

蕨市気候変動適応計画 

蕨市環境基本条例 

根拠法令 

【国】 

 環境基本法 

【埼玉県】 

 埼玉県環境基本条例 

気候変動適応法 

地球温暖化対策の 

推進に関する法律 

図 １-３ 計画の位置づけのイメージ 
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５． 計画の対象範囲 

本計画の対象範囲は本市全域とします。本計画で対象とする環境区分は次のとおりとします。 

 

表 １-１ 本計画で対象とする環境区分 

区分 キーワード 

地球環境 地球温暖化、温室効果ガス、省エネルギー、再生可能エネルギー、排出抑制（緩

和策）、気候変動及びその対策（適応策） など 

資源循環 ごみの減量（リデュース）、リユース、リサイクル、廃棄物の適正処理 など 

生活環境 典型７公害対策、景観保全、市街地緑化、ポイ捨て・不法投棄対策 など 

自然環境 公園・緑地の整備、生態系・生物多様性の保全 など 

参画・協働 環境保全活動、環境配慮指針、パートナーシップ、環境教育・環境学習 など 

 

６． 計画の推進主体 

本計画を推進する主体は、市民（市民団体）、事業者及び行政のほか、本市に関係するすべ

ての関係者とします。 

 

表 １-２ 本計画の主体と役割 

主体 役割 

市 施策・取組を展開するための調整を行います。 

環境の保全・創造に関する取組を率先して展開し、市民・事業者のイニシアチブ

を発揮します。 

市民・事業者の環境保全活動や環境イベント等を支援します。 

国や県、近隣自治体と連携し、市民・事業者に情報提供を行います。 

事業者 事業活動の中で環境保全の視点を取り入れた環境経営を展開します。 

従業員に対し環境保全活動を奨励します。 

地域や行政が開催する環境イベント等に積極的に参加するとともに支援しま

す。 

市民 一人ひとりが環境の保全・創造に関する取組を実践します。 

家族や地域で環境について話し合い、環境保全活動に貢献します。 

行政や事業者が開催する環境イベント等に参加し、交流を図ります。 
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１． 地勢・沿革 

蕨市は、古くから中山道の宿場町として栄え、にぎわいを見せていました。その後、機（はた）

織物のまちとして栄え、経済の基盤を築き、戦後は首都圏の拡大とともに住宅都市として発展

し、現在に至ります。今でも蕨の歴史がしのばれる機まつりや宿場まつりなどの催しが行われて

います。 

市域面積が５．１１平方キロメートルと全国一小さい市であり、人口密度が全国でもっとも高

い市として知られており、住民どうしの交流も深く、各地区におけるコミュニティ活動や生涯学

習活動などが活発に行われています。 

市内全域が荒川低地の一部となっており、自然堤防となっている微高地が散在する地形分

布となっています。 

 

２． 人口・世帯 

２０１０（平成２２）年から２０２１（令和３）年の人口及び世帯数の推移を見ると、ともに増加傾

向を示しています。一方、１世帯あたりの人員は減少傾向にあり、２０２１（令和３）年では２０１０

（平成２２）年と比較して０.１９ポイント減少しています。 

「蕨市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」では、総合戦略の施策効果などにより人口の将来

展望として２０４０（令和２２）年７１，８２１人を目指し、転出及び合計特殊出生率の改善を推進し

ています。 

 

  

図 ２-１ 人口・世帯数の推移及び将来推計人口 

出典：統計わらび（市民課）、「蕨市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（２０１５～２０４０）」を基に作成 
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人口異動の状況を見ると、近年増加人口が減少人口を上回っていましたが、２０２１（令和３）

年に逆転しました。２０２１（令和３）年では、減少人口が増加人口を３６４人上回っています。ま

た、外国人登録者数も年々増加しており、２０２１（令和３）年３月現在で中国国籍の外国人が、

外国人登録者数全体の６６％を占めています。 

 
人口異動の状況 

 
外国人登録者数の推移 

図 ２-２ 人口異動及び外国人登録者数 

出典：統計わらび（市民課） 

 

３． 土地利用 

土地利用の推移を見ると、宅地が微増傾向を示す一方、畑、雑種地が微減傾向となっていま

す。２０２１（令和３）年の土地利用では、６１％以上が宅地となっており、畑、（山林）、雑種地は合

わせても７％程度の状況です。 

 
土地利用の推移 

 
２０２１（令和３）年の土地利用状況 

図 ２-３ 土地利用の状況 

出典：統計わらび（税務課） 
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４． 産業 

商業は、商店数、従業者数ともに減少傾向を示しています。工業は、変動を繰り返しながら

微減傾向を示しています。 

 

 
図 ２-４ 商店数及び従業者数の推移 

出典：商業統計調査、経済センサス 

 

 
図 ２-５ 事業所数及び従業者数の推移 

出典：工業統計調査 
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５． 交通 

本市は、ＪＲ京浜東北線の蕨駅が都心と結ばれているほか、市外複数の駅を利用できる環境

にあります。また、蕨駅発着の路線バスのほか、コミュニティバスぷらっとわらびが市内をきめ

細かく運行しています。各駅及びバスの利用者数の推移を見ると、２０１９（令和元）年度まで増

加傾向を示していましたが、２０２０（令和２）年度は大きく減少しています。これは、新型コロナ

ウイルスの感染拡大の影響を受けたものと推察されます。 

道路は、国道１７号が縦断し、旧中山道をはじめとした県道、市道の整備が進んでいます。自

動車の車両登録数は約２３，０００台で前後しており、普通自動車は微減傾向ですが、軽自動車

は微増傾向を示しています。 

 

 
各駅の１日平均乗客数 

 
バス及び蕨市コミュニティバスの利用乗客数 

 
車両登録数 

出典：統計わらび 

（鉄道：東日本旅客鉄(株)大宮支社総務部企画室、 

バス：国際興業(株)運輸事業部運輸企画課、 

自動車：関東運輸局埼玉運輸支局）、 

コミュニティバス：安全安心推進課 

図 ２-６ 交通の状況 
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６． 公園 

市内には街区公園が４３か所、近隣公園、地区公園、歴史公園が各１か所、ちびっこ広場が 

１６か所あります。 

 

表 ２-１ 公園の状況 

種別 公園名 
面積 

（ｍ2） 
 種別 公園名 

面積 

（ｍ2） 

街
区
公
園 

春日公園 2,522  街
区
公
園 

すずかけ公園 842 

富士見第２公園 5,007  けやき公園 727 

郷南公園 2,270  しいのき公園 886 

わらびりんご公園 2,769  南丁張公園 1,277 

北町ふれあい公園 1,130  三和稲荷公園 929 

北五公園 1,889  いちょう公園 955 

わらび公園 1,913  くすのき公園 330 

北町公園 1,956  つつじ公園 929 

柳橋公園 661  若葉公園 1,693 

野鳥公園 675  みずほ公園 2,044 

金山公園 2,632  さつき公園 1,630 

中央公園 3,780  せせらぎ公園 1,515 

中の宮公園 1,800  末広公園 2,078 

ふるさと土橋公園 4,590  仁中歩公園 527 

下蕨公園 3,006  塚越公園 9,512 

どんぐり公園 1,000  丁張稲荷公園 1,645 

ねむのき公園 1,050  丁張公園 2,155 

西仲公園 2,078  緑川公園 2,612 

あけぼの公園 2,984  あづま公園 1,732 

大荒田交通公園 4,842  近隣公園 富士見公園 13,940 

三和公園 2,664  地区公園 蕨市民公園 32,955 

さくら公園 845  歴史公園 城址公園 3,651 

まつのき公園 1,113  ちびっ子広場 １６か所 ９,８７０ 

はんのき公園 624     
出典：統計わらび（道路公園課） 

 

 

 



第３章  環境施策の推進と環境意識 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 環境施策の推進と環境意識 

 

１．前計画の進捗状況及び課題の概要 

２．市民及び事業者への環境意識調査結果の概要 

３．現状と課題の総括 
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本計画の策定にあたり、前計画（２０１３（平成２５）年度～２０２２（令和４）年度）の進捗状況を

振り返るとともに、市民及び事業者への環境意識調査を実施し、本市の環境現状と環境課題

の抽出を行いました。 

 

１． 前計画の進捗状況及び課題の概要 

前計画の進捗状況及び課題の概要は次のとおりです。 

 

表 ３-１ 前計画の進捗状況及び課題の概要 

【基本目標１】（まちの美化）みんなで保つ 美しいまち 

 進捗状況 課題 

•さわやか環境の日・

クリーンわらび市民

運動参加者数がコ

ロナ禍を経て減少

傾向にある。 

•公園等での自主清

掃活動が特定団体

のみになっている。 

•一部の駐輪場の施

設の老朽化が進ん

でいる。 

 取組方針１ 清潔で美しいまちを保とう 

•広報紙やホームページを活用し、「蕨市さわやか環境条例」の周知徹底を図った。 

•市民参加によるさわやか環境の日・クリーンわらび市民運動や市民団体に

よる公園清掃を実施し、街なかの美化と意識向上を図った。 

•路上喫煙防止に向けて、路上喫煙禁止路面シートや看板を設置し、啓発を進めた。 

•蕨市公衆衛生推進協議会と連携し、市民のごみ出しマナーの向上を図っ

た。 

•中仙道まちづくり協議会が指定した景観建築物の修復や、「中仙道蕨宿ま

ちなみ協定」に基づく建築等に対して助成を行っている。 

 取組方針２ 放置自転車や違法駐車をなくそう 

•放置自転車対策を進め、駅前の放置自転車が減少した。 

【基本目標２】（地球温暖化・資源循環）みんなで取り組む エコライフのまち 

 進捗状況 課題 

•太陽光パネルは、

１５年程度ごとに機

器の更新を行うな

ど、新庁舎に導入す

る設備には継続的

な維持管理を要す

る。 

 取組方針１ 低炭素型のライフスタイルを実践しよう 

•防犯灯・道路照明灯・公園灯をＬＥＤ照明に変えたほか、新庁舎では太陽光

パネル、空調換気エネルギーを削減するためのエコボイド、雨水利用の設

備等について導入を予定している。 

•家庭での二酸化炭素排出量削減に向けて、太陽光パネル等の機器設置に

補助金を交付し、２０１３（平成２５）年度から２０２１（令和３）年度まで４９１件

（雨水貯留施設を除く）の実績をあげた。 

•市域の二酸化炭素排出量は２０１３（平成２５）年度と２０１９（令和元）年度を

比較すると２８.６％減少した。 

 取組方針２ 自動車の利用を減らそう 

•２０１９（令和元）年度末からコミュニティバスぷらっとわらびの運行ルートを

拡充した。 

•交通事故多発地区整備工事や道路塗装工事、道路反射鏡の設置を行い、

誰もが安全に移動できる道路整備に努めている。 

 取組方針３ 循環型のライフスタイルを実践しよう 

•地域ぐるみでごみの減量化を進め、市民一人あたりの家庭ごみの排出量

（事業系可燃物を除く）は、２０１３（平成２５）年度の２５０ｋｇから２０２１（令和

３）年度は２１７ｋｇに減少している。 

•ごみの分別徹底を進めているほか、リサイクルの取組を推進している。 

•エコキャップと花苗交換等の取組を通じて、環境意識の向上を図っている。 
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【基本目標３】（緑・自然環境）みんなで育む 自然共生のまち 

 進捗状況 課題 

•市民参加の公園づ

くりは高齢化が進ん

でいる。 

•ファミリー菜園の借

用地の相続問題。 

 取組方針１ 緑豊かな街並みをつくろう 

•公園の樹木や街路樹について適切な維持管理を行っている。 

•市民に対して、生垣設置補助を行っている。 

•花いっぱい運動を展開し、安らぎと交流のあるまちづくりを推進している。 

 取組方針２ 郷土の自然を守り、呼び戻そう 

•６か所のファミリー菜園を通じて、市民が土に親しむ機会を提供している。 

【基本目標４】（生活環境の健全化）みんなで守る 安心な暮らしのまち 

 進捗状況 課題 

•大気汚染等への対

応にあたり、広域連

携が求められる。 

•事業者への啓発の

強化が必要である。 

 取組方針１ きれいな空気・水を保とう 

•二酸化窒素とベンゼンの大気測定を実施し、監視を継続している。 

•特定事業場等から公共下水道への排水水質検査を実施している。 

•ホームページや広報紙等による生活雑排水対策の啓発を実施している。 

 取組方針２ 静かで穏やかな環境を保とう 

•毎年国道１７号の騒音調査を実施し、自動車騒音について監視している。 

•相談窓口「環境相談エコ１００番」を設置し、対応を行っている。 

【基本目標５】（協働・環境学習）みんなで参加する エコ・コミュニティのまち 

 進捗状況 課題 

•市民の関心と行政

が発信したい内容

に乖離が生じるとき

がある。 

•環境イベントの拡充

とイベントへの不特

定多数の参加者が

必要である。 

•環境分野における

意見交換の機会が

少ない。 

 取組方針１ 環境について知り、学ぼう 

•環境調査結果等を状況報告書として作成し、ホームページに掲載・公表し

ている。 

•環境フォーラムを通じて環境意識を啓発している。 

 取組方針２ 協働の取組を広げよう 

•蕨市公衆衛生推進協議会の町会選出理事が、町内会において市民に身近

な環境、廃棄物問題のリーダーとなっている。 

•蕨市公衆衛生推進協議会と連携し、町会単位及び本市全体の環境・廃棄

物関係事業を推進している。 

•町会など各種団体と連携し、街なかの清掃、公園の清掃を実施している。 
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２． 市民及び事業者への環境意識調査結果の概要 

本計画の策定にあたり、市民及び事業者に対し環境意識調査を実施して、現在あるいは将

来の環境に関する考えに回答を求めました。 

 

２．１ 調査時期及び集計結果 

調査時期：令和４年９月～１０月 

対象 配布数 回収数 回収率 有効回答数 

市民 ２,０００ ８１７ ４０.９％ ８１５ 

事業者 １００ ２９ ２９.０％ ２４ 

 

２．２ 調査結果の概要 

市民の環境意識調査結果の概要は次のとおりです。 

 

（１） 属性回答（ｎ=８１５） 

〈性別〉 

５６％が女性、４２％が男性の回答とな

っています。 

 
〈年齢〉 

７０歳代が２０％ともっとも回答が多

く、５０歳代、４０歳代、６０歳代と続きま

す。若年層は回答率が低い状況です。 

 
〈居住地区〉 

中央が３１％、塚越が２３％を占め、残

りの地区は１５％程度の回答となってい

ます。 

 
〈居住年数〉 

２１年以上の居住年数が５０％を占め、

２０％が１１年～２０年のお住まいとなって

います。 

 

345 454 16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性 無回答

8 61 98 129 149 122 162 78 8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18・19歳 20歳代 30歳代
40歳代 50歳代 60歳代
70歳代 80歳代以上 無回答

112 120 251 133 187 12

0% 20% 40% 60% 80% 100%

錦町 北町 中央 南町 塚越 無回答

81 63 88 162 411 10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3年未満 3～5年 6～10年
11～20年 21年以上 無回答
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〈自動車の所有台数と使用頻度〉 

・自動車の所有 

回答者の６１％が自動車を所有してい

ます。 

・所有台数（ｎ=４９５） 

そのうち１台所有している世帯は７５％と

なっています。 

・使用頻度（ｎ=４９５） 

その使用頻度は、ほぼ毎日・おおむね

平日での使用者が４４％を占め、週末使

用者は３６％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311 495 9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

所有していない 所有している 無回答

371 53 8

2

1

60

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1台 2台 3台 4台 5台 無回答

143 77 177 27 71

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ毎日 おおむね平日 おおむね週末

ほぼ使用しない 無回答
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（２） 満足度・重要度（ｎ=８１５） 

身近な環境について、満足度と重要度を項目ごとにおたずねしてクロス集計を行った結果、

美化・景観、自然、生活公害、道路整備などに関連する項目の満足度が低く、重要度が高い

傾向となりました。市民意識はこれらの項目について施策の充実を求めていると考えられま

す。 

 

  

 

 

 

 

 

図 ３-１ 重要度・満足度 

 

まちの大きさ（コンパク

トシティ）
3.7
3.0

自然の豊かさ
3.0
3.7

日当たりの良さ
3.8
4.0

まちの景観
3.0
3.7

まちの美しさ（放置ご

み、ポイ捨てなど）
2.9
4.1

まちの静かさ（道路騒

音・工場騒音など）
3.3
3.9

近隣との関係性
3.5
3.7

コミュニティ活動の充実
3.2
3.3

生活公害（近隣騒音・

振動、悪臭など）
3.2
3.9

道路の整備状況（老朽

化・幅員・歩道の整備

など）
3.0
3.9

公園や緑地・街路樹の

整備状況
3.3
3.8

下水道の整備状況（水

質悪化、悪臭など）
3.7
4.1

生活の利便性（買物や

公共施設の利用）
3.8
4.1

交通の利便性
3.8
4.1

放置自転車・違法駐

車、        などの問

題
3.3
3.7

ペット飼育のマナー（ふ

んの放置など）
3.0
3.8

鳥の群れによる騒音や

ふん害など
3.1
3.8

大気汚染の発生頻度
3.3
3.8

災害に遭う頻度
3.6
4.1

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

重
要
度

高

低

高低 満足度

満足度平均

重
要
度
平
均

※数値は上段：満足度、下段：重要度

【凡例】

●：地球環境に関する取組

●：資源循環に関する取組

●：生活環境に関する取組

●：自然環境に関する取組

●：参画 協働に関する取組
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（３） 将来の蕨市の環境にとって大切だと思うこと 

回答者の意識は「美化・景観」、「交通インフラの整備」、「緑・公園」に対して高い傾向にあ

ると考えられます。 

 

 

図 ３-２ 将来の蕨市の環境にとって大切だと思うこと 

 

（４） 今後行政に進めてほしい取組 

自然災害への対応が４２％ともっとも求められており、公園等の整備が３９％、不法投棄・

ごみ問題対応が３０％、脱炭素化で２７％と続いており、市民では解決できないような対策を

求める声が多い傾向です。 

 

 

図 ３-３ 今後行政に進めてほしい取組 

 

 

 

346

299

293

282

261

213

194

138

137

116

45

23

0 50 100 150 200 250 300 350 400

ごみなどが落ちていないきれいなまち

交通の安全性が確保されたまち

閑静で心おだやかになれるまち

交通の利便性が高いまち

公園や広場などの憩いの場があるまち

街並みや景観が美しいまち

緑が豊かなまち

空気のきれいなまち

地球環境にやさしい取組を進めるまち

地域コミュニティが活発なまち

環境に関する情報提供が充実したまち

その他

n=2,243（複数回答）

337

314

251

234

222

219

161

154

105

93

50

42

38

23

0 100 200 300 400

気候変動の影響による自然災害などへの対策

道路、公園、街路樹の整備

ごみの不法投棄に対する監視の充実

循環型社会（ごみの減量、リサイクル）の推進

地球温暖化対策及び脱炭素化の推進

緑・生き物・空気・水の保全

ペット飼育のマナー向上（ふんの放置など）の推進

環境調査・公害対策（騒音・振動・悪臭など）

国・県・近隣自治体との広域連携の充実

放置自転車・違法駐車対策

環境教育・環境学習の推進

環境に関する情報収集・公開

市民活動団体との連携・支援

その他
n=2,243（複数回答）
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（５） 地球温暖化対策、脱炭素社会、循環型社会の推進で力を入れてほしいこと 

再生可能エネルギー、資源循環、ＬＥＤ照明化、食品ロス削減など、マスメディア等で取り

上げられている項目に関する回答が多い傾向です。また、市民で解決することができない取

組も比較的回答が多い傾向となっています。 

 

 

図 ３-４ 地球温暖化対策、脱炭素社会、循環型社会の推進で力を入れてほしいこと 
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再生可能エネルギー等の導入・補助

ごみの分別収集強化、資源の再利用

食品ロス削減に向けた支援

ＬＥＤ照明の導入・補助

緑や森林の保全・整備

市民の省エネ対策の促進・各種補助の充実

次世代自動車の導入・補助

ごみの減量化の周知

住宅や建物の断熱性能の向上促進

自転車や公共交通機関の利用促進

リサイクルや省エネ方法の広報

廃プラスチック削減のための広報・支援

環境教育・環境学習の推進

事業者の省エネ対策の促進・各種補助の充実

先進技術の活用、ＤＸ化への支援

事業者による環境にやさしい商品開発の支援

その他
n=2,213（複数回答）
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（６） 気候変動による影響を減らすために進めていくべき重点分野 

洪水やゲリラ豪雨対策などの水災害対策と、安定的なインフラ・ライフラインの供給などの

生活への安全に対する取組が同率で３６％ともっとも多く、渇水対策や水質保全などの水資

源・水環境に関する取組、熱中症やマラリア等の熱帯性感染症対策などの健康への取組分

野と続きます。強靱な社会基盤の整備を求める声が多い傾向となっています。 

 

 
図 ３-５ 気候変動による影響を減らすために進めていくべき重点分野 
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水災害対策

（洪水、ゲリラ豪雨、土砂災害への対策など）

暮らし・生活の安全

（安定的なインフラ・ライフラインの供給など）

水資源・水環境

（渇水対策・水質保全など）

健康

(熱中症やマラリア等の熱帯性感染症への対策など)

食料供給

(高温に耐えられる農作物の品種開発など)

自然生態系

（生物多様性の確保など）

産業・経済活動

（工場や観光産業に対する影響への対策など）

わからない

その他

n=1,517（複数回答）
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３． 現状と課題の総括 

これまでの「第２章 本市の概況」、「第３章 １．前計画の進捗状況及び課題の概要」、「第３

章 ２．市民及び事業者への環境意識調査結果の概要」をとりまとめ、現状と課題を総括すると

次のとおりとなります。 

 

表 ３-２ 現状と課題の総括 

現状  課題 

➢ 地域ぐるみでまち美化が進んでいる。 
 
➢ 市民が望む美しいまちづくりに向けて継

続した取組が必要である。 

➢ 低炭素型ライフスタイルの実践が進んで

いる。 

 
➢ ２０３０（令和１２）年、２０５０（令和３２）年

に向けた“脱炭素”が求められる。 

➢ ごみの減量とリサイクルが着実に進んで

いる。 

 
➢ 循環型社会の構築に向けて一層の意識

の醸成と廃棄物施策が必要である。 

➢ 生活排水対策や社会基盤整備が進み、

快適なまちづくりが展開されている。 

 
➢ 公害対策や災害に強い地域レジリエンス

の構築が求められる。 

➢ 人と人のつながりが強い地域である。 
 
➢ 一人ひとりの環境保全に向けた行動とと

もに、市民、事業者、市の協働による一層

の取組が求められる。 

 

 

 

二酸化炭素の排出を削減する「緩和策」と気候

変動の影響に対応する「適応策」を展開する。  

脱炭素社会と 

適応策の実現 

更なるごみの減量化を目指し、資源循環を推進

する。  
循環型社会の形成 

美しい街並みと安心して暮らせる環境を整え

る。  

安心して暮らせる 

快適環境の実現 

自然の大切さを浸透させ、歴史・文化とともに

保全意識を養う。  
人と自然（緑）との調和 

ひとづくりと縦横連携のパートナーシップを推

進する。  

環境保全に積極的な 

コミュニティの発展 

ＳＤＧｓに貢献 
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第４章 望ましい環境像と基本目標 

 

１．望ましい環境像 

２．１０年後のイメージ 
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１． 望ましい環境像 

世界的に喫緊の課題となっている地球温暖化問題は、私たち一人ひとりの課題であると認

識し、省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの普及を推進することが求められます。一方、

生活環境など身近な課題に対応することも大切です。 

本市の豊かなコミュニティを最大限に活用し、コンパクトながらも県内においても、国内にお

いても先進的なエコシティを目指した環境像を掲げます。 

 

 
 

この環境像は、本計画の５つの基本目標すべてを網羅した内容とし、副題には、先進的なエ

コシティとして日本一を目指すという思いを込めました。環境像の詳細な内容としては、以下の

とおりです。 

 

『みんなで未来へつなぐ 快適で持続可能なまち わらび』 
 

     ５協働         １脱炭素           ３安心・快適     １脱炭素 

２資源循環          ４緑・共生     ２資源循環 

 

＜第３次環境基本計画の基本目標＞ １ みんなで実現する 脱炭素のまち 

２ みんなでつくる 資源循環のまち 

３ みんなで守る 安心して暮らせる快適なまち 

４ みんなで育む 人と緑が共生できるまち 

５ みんなで進める エコ・コミュニティのまち 

 

  

【環境像】 

『みんなで未来へつなぐ 

 快適で持続可能なまち わらび』 

～日本一のエコシティわらびへ～ 



第４章  望ましい環境像と基本目標 

27 

 

２． １０年後のイメージ 

望ましい環境像『みんなで未来へつなぐ 快適で持続可能なまち わらび ～日本一のエコ

シティわらびへ～』の実現に向けた１０年後の本市のイメージは、前掲「第１章 計画の対象範囲」

で示した５つの分野ごとに次のとおりとなります。 

これらのイメージから集約した言葉を基本目標として位置づけ、市民、事業者及び市のパー

トナーシップのもと、環境施策を展開していきます。 

 

  

 

基本目標１ みんなで実現する 脱炭素のまち 

 

 

 

 

基本目標２ みんなでつくる 資源循環のまち 

 

 

 

 

地球環境 

省エネルギー型のライフスタイルやビジネススタイルが定着し、高効率省エネルギー設備と再

生可能エネルギーが最大限に活用され、エネルギー収支が「ゼロ」の建物の新築・改築・改修が

進み、温室効果ガスの排出量が着実に削減されています。また、自治体間でのカーボンオフセッ

トが進展し、２０５０年カーボンニュートラルの実現に近づいています。 

自然災害に強いまちづくりが推進され、暑熱対策や風水害対策、熱中症などの健康被害対策

が充実しているとともに、気候変動の影響による被害を最小限とする取組が広がっています。 

１０年後のイメージ 

資源循環 

家庭や事業活動においてごみの減量化、分別の徹底、資源化などが一層推進され、物を無

駄にしない意識が浸透し、限られた資源が効率的に活用されています。 

バイオマスプラスチックなど再生可能なプラスチックの開発とサプライチェーンが展開され、リ

サイクル率が向上しています。 

食品では「もったいない」と「おすそわけ」精神が浸透し、食品ロスや生ごみが削減され、ごみ

排出量の減少とごみ処理施設の長寿命化に貢献しています。 

１０年後のイメージ 



 

28 

 

 

 

基本目標３ みんなで守る 安心して暮らせる快適なまち 

 

 

 

 

基本目標４ みんなで育む 人と緑が共生できるまち 

 

 

 

 

基本目標５ みんなで進める エコ・コミュニティのまち 

 

生活環境 

市民・事業者がルール・マナーを守り、良好な生活環境が確保されているとともに、地域が一

体となった美化・清掃活動が展開されています。 

また、道路、上下水道、通信網、学校、福祉施設などの社会インフラが整備され、災害に強い

レジリエントなまちづくりが実現しています。 

１０年後のイメージ 

自然環境 

市街地の都市景観と緑が調和し、人々の心に安らぎを与えます。まちの美化活動とともに緑

の保全と植栽が整備され、四季の彩りを感じることができます。 

１０年後のイメージ 

参画・協働 

豊かなコミュニティが形成され、環境保全意識が浸透・定着し、本計画で掲げた基本目標

「みんなで実現する 脱炭素のまち」、「みんなでつくる 資源循環のまち」、「みんなで守る 安

心して暮らせる快適なまち」、「みんなで育む 人と緑が共生できるまち」を実現する基盤が整

備されています。 

また、近隣自治体や県内外自治体との意見交換や、外国人コミュニティとの交流が進展し、

安心で快適なまちづくりが様々な主体との協働によって取り組まれています。 

１０年後のイメージ 
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第５章 重点プロジェクト 

 

重点プロジェクト 

１．再エネ・省エネ加速化プロジェクト 

２．ソーラー蓄電池ステーション導入プロジェクト 

３．カーボンオフセットプロジェクト 

４．エコグリーン実行プロジェクト 

５．ゼロカーボンシティ宣言 
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重点プロジェクト 

望ましい環境像「みんなで未来へつなぐ 快適で持続可能なまち わらび ～日本一のエコ

シティわらびへ～」の実現に向けて次の５つの重点プロジェクトを展開します。 

 

１  再エネ・省エネ加速化プロジェクト 

１－１ 市民・事業者への地球温暖化対策設備等設置費補助金を抜本拡充 

➡基本目標１ 取組方針２ （環境施策３ ５２ページ掲載） 

➡基本目標１ 取組方針３ （環境施策５ ５３ページ掲載） 

➡基本目標１ 取組方針３ （環境施策７ ５４ページ掲載） 

➡基本目標１ 取組方針４ （環境施策９ ５６ページ掲載） 

 

１－２ 再エネ電力購入を拡充 

➡基本目標１ 取組方針３ （環境施策６ ５４ページ掲載） 

 

１－３ 電気使用量の「見える化」を実施 

➡基本目標１ 取組方針２ （環境施策３ ５２ページ掲載） 

 

１－４ 公用車、ぷらっとわらびをＥＶ化 

➡基本目標１ 取組方針４ （環境施策９ ５６ページ掲載） 

 

 

２  ソーラー蓄電池ステーション導入プロジェクト 

公共施設にソーラー蓄電池ステーションを開設します。 

➡基本目標１ 取組方針３ （環境施策５ ５３ページ掲載） 

 

 

 

イメージ図 
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３  カーボンオフセットプロジェクト 

他自治体と連携してカーボンオフセットを実施します。 

➡基本目標１ 取組方針４ （環境施策１１ ５６ページ掲載） 

 

 

 

４  エコグリーン実行プロジェクト 

４－１ シェアサイクル事業を実施 

➡基本目標１ 取組方針４ （環境施策８ ５６ページ掲載） 

 

４－２ 電動車いすシェア事業を実施 

➡基本目標１ 取組方針４ （環境施策８ ５６ページ掲載） 

 

４－３ 「プランター・ファーム！in わらび」を実施 

➡基本目標４ 取組方針１０ （環境施策２５ ８６ページ掲載） 

 

 

５  ゼロカーボンシティ宣言 

ゼロカーボンシティ宣言を行い、全国をリードする日本一のエコシティわらびを発信 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ図 
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コラム②  ゼロカーボンシティ宣言 

２０２０（令和２）年１０月の「２０５０年カーボンニュートラル宣言」の表明から、わが国で

は自治体における「ゼロカーボンシティ宣言」の表明が加速しています。 

２０２３（令和５）年１月末日現在で８３１自治体（４５都道府県、４８０市、２０特別区、２４

３町、４３村）が２０５０年までに二酸化炭素排出実質ゼロを表明しています。 

国では、環境省をはじめ、国土交通省、経済産業省など各省からゼロカーボンシティの

実現を後押しする補助制度などの支援が推進されています。 

環境省では、カーボンニュートラル、循環経済（サーキュラーエコノミー）、自然再興（ネ

イチャーポジティブ）の同時達成に向けた取組を加速化することで、持続可能性を巡る社

会課題の解決と経済成長を同時実現し、「新しい資本主義」に貢献することを２０２３（令

和５）年度の重点施策の一つと位置づけており、２０２３（令和５）年度予算の一般会計と

エネルギー対策特別会計で３,５０３億円とし、そのうち７９４億円を重点政策の要望額と

してとりまとめています。 

特に脱炭素化に向けた様々な補助事業が創設されており、省エネルギー設備や再生可

能エネルギー設備の導入、効率的な運用に関して県や市、民間団体等から補助金等の支

援が加速しつつあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：ゼロカーボンシティ一覧図（環境省）から抜粋 

ゼロカーボンシティ宣言を表明している自治体人口・数の推移 
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第６章 施策の展開 

 

施策の体系 

基本目標１．みんなで実現する 脱炭素のまち 

基本目標２．みんなでつくる 資源循環のまち 

基本目標３．みんなで守る 安心して暮らせる快適なまち 

基本目標４．みんなで育む 人と緑が共生できるまち 

基本目標５．みんなで進める エコ・コミュニティのまち 
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施策の体系 

本市の望ましい環境像の実現に向けて、５つの基本目標と１３の取組方針、３３の環境施策の

体系は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～
日
本
一
の
エ
コ
シ
テ
ィ
わ
ら
び
へ
～ 

『
み
ん
な
で
未
来
へ
つ
な
ぐ 

快
適
で
持
続
可
能
な
ま
ち 

わ
ら
び
』 

１ みんなで実現する 脱炭素のまち 

蕨市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編） 

蕨市気候変動適応計画 

    
 

２ みんなでつくる 資源循環のまち 

    

 
３ みんなで守る 安心して暮らせる快適なまち 

   

 
４ みんなで育む 人と緑が共生できるまち 

    

 

基 本 目 標 環境像 

５ みんなで進める エコ・コミュニティのまち 
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１９ 美化意識の浸透と美化活動の促進 

２０ 不法投棄対策の推進 
８ 清潔で美しいまちづくりの推進   ⇒P.７２ 

１ 情報提供の充実 

２ 情報共有体制の強化 

環 境 施 策 

３ 省エネ行動の促進 

４ 省エネ設備・高効率設備導入の促進 

８ 交通インフラの整備 

９ ＺＥＶへの転換とエコドライブの推進 

１０ スマートコミュニティの検討 

１１ 広域連携によるカーボンオフセットの検討 

１４ ごみ減量化の更なる推進 

１５ 環境負荷の少ない生活スタイルの普及 

１２ 災害に強いまちづくり 

１３ 健康被害対策の推進 

１６ ごみ分別徹底の促進 

１７ 商品・製品再使用の推進 

１８ 蕨戸田衛生センター組合との連携強化 

２１ 災害に強い社会基盤の整備 

２２ 身近な環境問題への対応 

２３ 環境汚染対策の推進 

２４ 公共用地の緑の保全と適切な維持管理の推進 

２５ 民有地の緑の保全と適切な管理の促進 

２６ 社寺林・樹林の地域生態系に配慮した管理 

２７ 歴史的資源を活かした景観づくり 

２８ 歴史・文化資源の活用 

２９ 環境情報共有体制の構築 

３０ 環境情報発信方法の拡充 

３１ 環境教育・学習内容・イベントの充実 

３２ 国・県・近隣自治体との広域連携の強化 

３３ 各主体連携体制構築の推進 

５ 再エネ導入の促進 

６ 再エネの電力購入の拡充 

７ 蓄エネ機器の導入促進 

取 組 方 針 

１ 省・創・蓄エネルギー情報の充実  ⇒P.５０ 

６ ごみ減量化の推進（リデュース）   ⇒P.６３ 

１０ 身近な緑と生き物の保全          ⇒P.８４ 

２ 省エネルギーの推進              ⇒P.５１ 

３ 再生可能エネルギーの利活用     ⇒P.５３ 

４ 脱炭素社会に向けたまちづくりの推進 
⇒P.５４ 

５ 気候変動に対する適応策の推進 ⇒P.５７ 

７ 廃棄物の再使用と資源循環の推進 

（リユース・リサイクル）               ⇒P.６６ 

９ 暮らしやすい安心なまちづくりの推進 
⇒P.７６ 

１１ 歴史的資源の活用                     ⇒P.８７ 

１２ 環境教育・環境学習の充実        ⇒P.９１ 

１３ パートナーシップの推進          ⇒P.９４ 
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１． 基本的事項 

地球温暖化とそれに伴う気候変動への対応は、「第１章 １．２（１）地球温暖化・脱炭素」に前

掲したとおり世界的な環境課題です。この課題解消には、世界、国、地方自治体などが広域的

に連携を図るとともに、私たち一人ひとりが脱炭素に取り組み、温暖化を緩和し、気候変動に適

応することが求められます。 

 

２． 計画の位置づけ 

２．１ 蕨市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

本計画を「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく市域施策の計画と位置づけます。 

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号） 

第１９条 略 

２ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画を勘案し、その区域の

自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画

的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。 

 

２．２ 蕨市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

本計画を「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく市の実施する事務及び事業に関

する施策の計画と位置づけます。 

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号） 

第２１条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該

都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための

措置に関する計画を策定するものとする。 

 

２．３ 蕨市気候変動適応計画 

本計画を「気候変動適応法」に基づく市域施策の計画と位置づけます。なお、気候変動によ

る影響は広範囲かつ他分野に及ぶため、ここでは環境分野に関連の深い施策の展開を掲載し

ます。 

気候変動適応法（平成３０年法律第５０号） 

第１２条 都道府県及び市町村は、その区域における自然的経済的社会的状況に応じた気候

変動適応に関する施策の推進を図るため、単独で又は共同して、気候変動適応計画を勘案

し、地域気候変動適応計画（その区域における自然的経済的社会的状況に応じた気候変動

適応に関する計画をいう。）を策定するよう努めるものとする。 

基本目標１． みんなで実現する 脱炭素のまち 

～蕨市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）～ 

～蕨市気候変動適応計画～ 
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３． 温室効果ガス排出量 

３．１ 対象とする温室効果ガス 

温室効果ガスは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２条第３項の規定により二酸化

炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCｓ）、パ

ーフルオロカーボン類（ＰＦＣｓ）、六フッ化硫黄（SF６）、三フッ化窒素（NF３）が対象となっていま

すが、そのうち排出割合が高く、算定に必要なデータの蓄積が十分な二酸化炭素（CO2）、メタ

ン（CH4）及び一酸化二窒素（N2O）を算定対象とします。 

 

表 ６-１ 対象とする温室効果ガス 

ガスの種類 
地球温暖化係数 

（GWP） 
算定対象 主な用途・排出源 

二酸化炭素（CO2） １ ● 
化石燃料の燃焼、セメント

製造時の石灰使用など 

メタン（CH4） ２５ ● 
水田、家畜の腸内発酵、廃

棄物の埋立など 

一酸化二窒素（N2O） ２９８ ● 
化石燃料の燃焼、農業活動

など 

ハイドロフルオロカーボン類 

（ＨＦＣｓ） 
１２～１４,８００ ― 

冷蔵庫・エアコンなどの冷

媒 

パーフルオロカーボン類 

（ＰＦＣｓ） 
７,３９０～１７,３４０ ― 半導体の製造プロセスなど 

六フッ化硫黄（ＳＦ６） ２２,８００ ― 電気の絶縁体など 

三フッ化窒素（ＮＦ３） １７,２００ ― 半導体の製造プロセスなど 

 

 
出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 

コラム③  温室効果ガスの種類と排出内訳 

日本における温室効果ガスは７種類で、その排出量

は、二酸化炭素（ＣＯ２）が９０％以上を占めています。 

２０２０（令和２）年度では、産業部門が約３４％、運輸

部門が約１８％、業務その他部門が約１７％、家庭部門

が約１６％と続きます。２０５０年カーボンニュートラル

を達成するには、企業努力だけでなく、家庭から排出

される温室効果ガスの排出も抑制することが求められ

ます。 
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３．２ 温室効果ガス排出量の現状 

（１） 市域から排出される温室効果ガス 

「地方公共団体実

行計画（区域施策編）

策定・実施マニュア

ル」（令和４年３月、環

境省）に基づき市域

から排出される温室

効果ガス排出量を算

定すると、２０１９（令

和元）年度の温室効

果 ガ ス 排 出 量 は 

２７８,３５１ｔ-ＣＯ２とな

っています。その内訳

は、家庭部門がもっと

も高く３４.５％、続いて業務その他部門が２６.５％、産業部門（製造業等）が１８.７％となって

います。 

経年変化を見ると、非エネルギー起源二酸化炭素である自動車の走行と廃棄物分野は変

動しながら微増傾向を示していますが、エネルギー起源二酸化炭素は減少傾向を示してい

ます。 

２０１３（平成２５）年度と直近の２０１９（令和元）年度の温室効果ガス排出量を比較すると、

約２９％削減されています。 

 

 

図 ６-２ 温室効果ガス排出量の推移 
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（２）  エネルギー消費量の推移 

市域のエネルギー消費量は、２０１９

（令和元）年度に４,５９８ＴＪ（テラジュ

ール）となっており、２０１３（平成２５）

年度と比較すると、５,９１５ＴＪから約

２２％削減されています。 

２０１９（令和元）年度の部門別を見

ると、家庭部門がもっとも多く１,７１７Ｔ

Ｊ、続いて業務部門で１,３２０ＴＪ、産業

部門で９３８ＴＪとなっており、前掲

「（１）市域から排出される温室効果ガ

ス」で示した温室効果ガス排出量の

内訳と同様の推移を示しています。 

 

 

図 ６-４ エネルギー消費量の推移 

 

（３） 市の事務及び事業から排出される温室効果ガス 

２０２１（令和３）年度における市の事務及び事業から排出される温室効果ガス（二酸化炭

素）排出量は３,３９１ｔ-ＣＯ２と算定されます。電気の使用による排出が７８％、都市ガスの使

用による排出が２１％となっており、電気と都市ガス由来が９９％を占めています。 
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表 ６-２ ２０２１（令和３）年度温室効果ガス排出量 

項目 

２０２１（令和３）年度 

温室効果ガス排出量 

ｋｇ－ＣＯ２ 構成比（％） 

エネルギー起源 

ガソリン １５,７６４ ０.４６ 

灯油 ３,７５４ ０.１１ 

Ａ重油 ３,９０２ ０.１２ 

都市ガス ７０４,８８６ ２０.７８ 

液化石油ガス（ＬＰＧ） ９８２ ０.０３ 

電気 ２,６６１,６８６ ７８.４８ 

小計 ３,３９０,９７４ ― 

非エネルギー起源 

自動車の走行 ３３７ ０.０１ 

笑気ガス ３５９ ０.０１ 

小計 ６９６ ― 

合計 ３,３９１,６７０ １００ 

 

３．３ 温室効果ガス排出量の将来推計 

（１） 市域の将来推計 

本市から排出される温室効果ガスは、今後追加的な対策を見込まないまま推移した場合、

２０３０（令和１２）年度においては、２０１３（平成２５）年度と比較して２２.４％減少、直近年度

の２０１９（令和元）年度と比較すると８.７％増加すると試算されます。 

２０１９（令和元）年度からの増加は、世帯数の増加が主な要因で、続いて製造業の堅調な

経営状況の回復が見込まれることが考えられます。 

 

  

図 ６-５ 追加的対策を見込まないまま推移した場合の将来推計（ＢＡＵ） 
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３．４ 温室効果ガス排出削減ポテンシャル 

（１） 市域の削減ポテンシャル 

２０１９（令和元）年度を原則基準として、様々な取組により、どの程度温室効果ガス排出量

が削減できるか「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」

（令和４年３月、環境省）に基づき試算した結果は、表 ６-３に示すとおりです。 

前掲で示した温室効果ガス排出量と比較すると、２０１３（平成２５）年度比で７１.４％削減、

２０１９（令和元）年度比で５９.９％削減することができると推測されます。 

 

表 ６-３ 削減ポテンシャルの試算例 

部門・分野 
削減量 

（ｔ-CO2） 
主な削減内容 想定導入率 

産業 ６,４７２ 

•高効率空調の導入 

•産業用ヒートポンプの導入 

•産業用照明の導入 

•産業用モーター・インバーターの導入 

•高性能ボイラの導入 

•コージェネレーションの導入 など 

１００％ 

１００％ 

３０％ 

５０％ 

３０％ 

１０％ 

その他業務 ８８,３６０ 

•業務用給湯器の導入 

•高効率照明の導入 

•冷媒管理技術の導入 

１００％ 

１００％ 

１００％ 

•トップランナー制度等による機器の省エネ

ルギー性能向上 
１００％ 

•ＢＥＭＳの活用、省エネ診断等を通じた管

理の実施 
１０％ 

家庭 ８,５８５ 

•住宅の省エネルギー化 

•高効率給湯器の導入 

•高効率照明の導入 

３０％ 

５０％ 

７０％ 

•トップランナー制度等による機器の省エネ

ルギー性能向上 
５０％ 

•ＨＥＭＳ等のエネルギー管理の実施 など １０％ 

運輸 ７,２２５ 

•次世代自動車の普及・燃費改善等 

•エコドライブの普及・啓発 

•トラック輸送の効率化 

•共同輸配送の推進 

•宅配便再配達の削減の促進 など 

５０％ 

１００％ 

１００％ 

１００％ 

５０％ 

廃棄物 ８８４ 

•プラスチック製容器包装の分別収集・リサ

イクルの推進 
１００％ 

•廃棄物処理業における燃料製造・省エネ

ルギー対策の推進 
１００％ 

•ＥＶごみ収集車の導入 など ５０％ 

合計 １１１,５２６   
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（２） 市の事務及び事業の削減ポテンシャル 

「『温室効果ガス排出量』削減目標設定における削減ポテンシャルの推計手法について」

（平成２９年３月、環境省）に基づき市の事務及び事業の削減ポテンシャルは表 ６-４に示すと

おりです。 

冷暖房設定温度の調整などソフト面（運用）による削減率は２５％、高効率空調の更新など

ハード面（改修）による削減率は１６％と想定し、太陽光発電設備の導入は、鉄筋鉄骨コンク

リート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造の施設に、その屋根･屋上の面積の２５％に太陽光パネ

ルを設置した場合を想定しました。 

なお、参考にソフト面（運用）における削減措置を表 ６-５に示すとおり掲載します。 

 

表 ６-４ 市の事務及び事業における削減ポテンシャル 

項目 削減ポテンシャル 

省エネルギー 
ソフト面（運用）による削減 １８,５２９GJ 

ハード面（改修）による削減 １１,８５８GJ 

再生可能エネルギー 太陽光発電設備導入による削減 ６,９８４GJ 

合計 ３７,３７１GJ 

 

表 ６-５ ソフト面（運用）によるエネルギー削減率（参考） 

設備 措置 

エネルギー削減率（％） 

事務 

所等 

学校 

等 

集会 

所等 

病院 

等 

その 

他 

空調 

冷房設定温度緩和 0.8 1.3 1.1 1.3 ― 

暖房設定温度緩和 0.3 0.1 0.4 0.1 ― 

冷暖房負荷削減を目的とした外気導入量の制御 0.4 0.2 0.6 0.2 ― 

ウォーミングアップ時の外気取り入れ停止 0.1 0.2 0.2 0.2 ― 

熱源機器の立上り運転時間の短縮 2.2 2.6 2.9 2.6 ― 

空調運転時間の短縮 0.7 1.8 0.9 1.8 ― 

冷凍機冷水出口温度の調整 1 ― 1.3 ― ― 

冷却水設定温度の調整 3.1 ― 4 ― ― 

フィルタの定期的な清掃 0.2 0.2 0.3 0.2 ― 

換気 
間欠運転・換気回数の適正化による換気運転時

間の短縮 
1.2 5.5 1.3 5.5 ― 

給湯 
給湯温度の調整 0.1 0.7 0.6 0.7 ― 

洗面所給湯期間の短縮（夏の給湯停止） 0.3 3.8 3.2 3.8 ― 

照明 照明照度の調整 1.6 1.9 1.1 1.9 5.7 

全般 エネルギーモニタリング制御の導入 0.2 0.2 0.2 0.2 ― 

建築 

(外皮) 
カーテン、ブラインドにより日射を調整する 0.9 1.6 1.2 1.6 ― 
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３．５ 再生可能エネルギーポテンシャル 

環境省の自治体排出量カルテによると、本

市の再生可能エネルギーの導入ポテンシャ

ルは、住宅用等太陽光発電設備として 

５１,９４１ＭＷｈ（メガワットアワー）、低温バイ

ナリー地熱発電として１,８４０ＭＷｈ、合計 

５３,７８１MWｈを有しているとしています。 

また、そのうち太陽光設備の導入によって

４,９２１ＭＷｈを発電しているとされています

が、エネルギー消費量（３４７,７８１ＭＷｈ）に

対して導入ポテンシャルが大きく不足してい

るため、省エネルギーの取組や高効率省エ

ネルギー機器の導入などが必要となります。 

 

 

４． 本市の気象 

４．１ 気温と降水量 

本市の年間平均気温は約１６℃、年間降水量は約１,４００ｍｍとなっています。年間平均気温

は年々上昇傾向にあり、近似直線は毎年約０.０４℃ずつ上昇しています。 

日降水量の最大値の推移を見ると、変動を繰り返しながら、微増傾向を示しています。また、 

２０１９（令和元）年には、台風１９号に伴う大雨により関東地方は甚大な被害が生じたほか、県

内でも氾濫した河川が発生した年となり、本市の日降水量の最大値も２８０ｍｍを超えました。 

 

 
年間平均気温と年間降水量 

 
日最大降水量の推移 

図 ６-７ 気温と降水量の状況 

出典：統計わらび（消防本部） 

1
,4

1
3

16.9

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

（mm）（℃）

（年）

年間降水量 年間平均気温

0

50

100

150

200

250

300

（mm）

（年）

日降水量の最大値

日降水量の最大値の近似直線

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

エネルギー

消費量

再生可能

エネルギー

ポテンシャル

       53,781MWh

導入量4,921MWh

347,781
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５． 気候変動に関する予測 

５．１ 気候変動予測 

気象庁の予測によると、埼玉県では２０世紀末に比べ２１世紀末には次のような変化が起こる

と予想されています。 

 

 

国立環境研究所の気候変動適応情報プラットフォームサイトに基づき気温上昇を２℃未満に

抑えるシナリオの埼玉県の年平均気温、降水量の将来予測は次のとおりです。 

年平均気温の分布状況 予測期間 

 

＜２０１０年～２０３０年＞ 

県東部から北部にかけて２０～２

５℃域が分布し、山間部の西部

にいくほど平均気温が下がる。 

 

＜２０３０年～２０５０年＞ 

２０１０年～２０３０年に比べて２０

～２５℃の分布域が広がってい

る。 

 

＜２０８０年～２１００年＞ 

今世紀末には２０～２５℃の分布

域が更に広がり、低温の分布域

が小さくなる。 

参考：気候変動適応情報プラットフォーム（国立環境研究所）「気候変動の観測・予測データ」を基に作成 

◆ 年平均気温が１.３～４.３℃上昇する 

◆ 真夏日（最高気温が３０℃以上）日数が年間で１８～６０日増加する 

◆ １時間降水量５０ｍｍ以上の雨が最大約２.４倍に増加する 

出典：埼玉県の気候変動（令和４年３月、熊谷地方気象台・東京管区気象台） 
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降水量の分布状況 予測期間 

 

＜２０１０年～２０３０年＞ 

本市は１,２００～１,５００ｍｍの降

水量の分布域となっている。県

北部の降水量が少なく、南西部

が多い状況となっている。 

 

＜２０３０年～２０５０年＞ 

県南部を中心に降水量１,５００～

１,８００ｍｍの分布が広がり、北

部の少降水量帯が後退する。 

 

＜２０８０年～２１００年＞ 

今世紀末は半世紀前と分布域が

それほど変わらない。局所的な

豪雨が増える可能性が高い。 

参考：気候変動適応情報プラットフォーム（国立環境研究所）「気候変動の観測・予測データ」を基に作成 
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５．２ 気候変動影響予測 

国の気候変動適応計画では、気候変動の影響について農林水産業、水環境・水資源、自然

生態系、自然災害・沿岸域、健康、産業・経済活動、国民生活・都市生活の７つの分野に大別し、

２０２０（令和２）年１２月に作成された気候変動影響評価報告書（総説）では、分野ごとに「重大

性」（影響の程度、可能性等）、「緊急性」（影響の発現時期や適応の着手・重要な意思決定が必

要な時期）、「確信度」（情報の確からしさ）の３つの観点から評価を行っています。 

本市においても、気候変動の影響がすでに発現している、又は、近い将来に発現すると予想

される項目について評価を行い、各主体の取組事項に反映させます。 

 

表 ６-６ 気候変動影響評価 

分野 大項目 小項目 主な気候変動の影響 

国の適応計画

の評価 
本
市
の
評
価 

重
大
性 

緊
急
性 

確
信
度 

水資源 水資源 
水供給（地表水） 流量の変化、渇水 ● ● ● A 

水需要 水利用の増加・利用時期の変化 ◆ ▲ ▲ B 

自然 

生態系 
その他 生物季節 開花の変化、繁殖の変化 ◆ ● ● B 

自然災害 河川 内水 内水氾濫の変化 ● ● ● A 

健康 その他 
温暖化と大気汚染

の複合影響 
汚染物質濃度の変化 ◆ ▲ ▲ B 

産業・ 

経済活動 
エネルギー エネルギー需給 需給影響 ◆ ■ ▲ B 

国民 

生活 

・都市 

生活 

都市インフラ・ラ

イフライン等 
水道、交通等 インフラ・ライフラインへの被害 ● ● ● A 

文化・歴史など

を感じる暮らし 

生物季節・伝統行

事・地場産業等 

季節感の変化、地場産業への影

響 
◆ ● ● B 

その他 
暑熱による生活へ

の影響 

睡眠被害、不快感、屋外活動へ

の影響 
● ● ● A 

※国の影響評価【重大性】●：特に重要な影響が認められる ◆：影響が認められる 

【緊急性・確信度】●：高い ▲：中程度 ■：低い 

  本市の影響評価 A：重要と考えられるため、対策を講じるもの B：緊急性は低いが、影響を注視するもの 
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６． 削減目標 

国では、「２０３０（令和１２）年度の温室効果ガスを２０１３（平成２５）年度比で４６％削減し、更

に５０％の高みに向け挑戦を続けていく」とする削減目標とともに、温室効果ガス排出実質ゼロ

とした「２０５０年カーボンニュートラル」を掲げています。 

国の目標と整合を図るとともに、本市の温室効果ガスの排出傾向を踏まえ、温室効果ガス排

出量の削減目標を次のとおりとします。そして、２０５０年カーボンニュートラルを目指します。 
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【市域の削減目標】 

２０３０（令和１２）年度における温室効果ガス排出量 

２０１３（平成２５）年度比５０％削減 

【市の事務及び事業の削減目標】 

２０３０（令和１２）年度における温室効果ガス排出量 

２０２１（令和３）年度比５０％削減 

排出量削減に貢献 
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７． 施策の基本的な考え方とＳＤＧｓ 

７．１ 施策の基本的な考え方 

 

 

 

１９９７（平成９）年１２月に京都で開催された国連気候変動枠組条約第３回締約国会議（Ｃ

ＯＰ３）で「京都議定書」が採択されたことを契機に、わが国では、「低炭素化」をテーマに温室

効果ガスの排出をできるだけ低く抑える取組が進んできました。 

「第１章 １．２（１）地球温暖化・脱炭素」に掲載したパリ協定で「産業革命以降の気温の上

昇を２℃未満に抑えるとともに、１.５℃に抑える努力を追求する」とした具体的な長期目標を

契機に、「低炭素化」から「脱炭素化」にテーマが変わり、温室効果ガスに含まれる「炭素」の

排出をゼロにする、石油や石炭などの化石燃料からのエネルギー調達から脱却する取組が

求められています。 

「脱炭素化」を実現するには、再生可能エネルギー設備や高効率省エネルギー機器の導入

などハード面の取組と、節電やごみ分別の徹底などソフト面での取組の、両者の展開が必要

です。 

本市の脱炭素を実現するため、各主体が個々で、あるいは協働して取組を展開します。 

コラム④  「脱炭素」と「低炭素」 

１９９７（平成９）年に開催された国連気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）で

採択された京都議定書は、２００８（平成２０）年から２０１２（平成２４）年までの５年間に、

温室効果ガス排出量を先進国全体で少なくとも１９９０（平成２）年比５％削減を目指すこ

ととし、わが国も６％削減する目標を掲げました。そうしたことを背景に「低炭素」という

言葉が使われ、二酸化炭素の排出をできるだけ抑える取組を課題としていました。 

京都議定書の後継として、２０１５（平成２７）年に開催されたＣＯＰ２１でパリ協定が採択

されました。これを受け、わが国でも２０３０（令和１２）年度の温室効果ガス排出量の削減

目標を２０１３（平成２５）年度比２６％を掲げ、その後２０２０（令和２）年に２０５０年カーボ

ンニュートラルを表明しました。この頃から「脱炭素」の言葉が使われはじめ、二酸化炭素

の排出量を実質ゼロに抑えることが求められるようになりました。 

 
出典：脱炭素ポータル（環境省ホームページ） 
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７．２ 基本目標と取組方針の関係 

 

 

７．３ ＳＤＧｓへの貢献 

アイコン 目標（ゴール） 本市の貢献内容 

 

エネルギーをみんなに 

そしてクリーンに 

省エネルギーを推進するとともに、再生可

能エネルギー設備の普及啓発を図りま

す。 

 

産業と技術革新の基盤をつくろ

う 

再生可能エネルギー設備や高効率設備の

導入を促進し、適切なエネルギー利用の

まちづくりを目指します。 

 

住み続けられるまちづくりを 交通インフラ等を整備し、温室効果ガスの

排出抑制、快適な公共空間のまちづくりに

貢献します。 

 

気候変動に具体的な対策を 適応策を推進し、レジリエントなまちづくり

を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 

 みんなで実現する 脱炭素のまち 

  （蕨市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編） 

  （蕨市気候変動適応計画） 

取組方針１ 省・創・蓄エネルギー情報の充実 

取組方針５ 気候変動に対する適応策の推進 

取組方針４ 脱炭素社会に向けたまちづくりの推進 

取組方針３ 再生可能エネルギーの利活用 

取組方針２ 省エネルギーの推進 
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取組方針１  省・創・蓄エネルギー情報の充実 

脱炭素社会の実現に向けて国や業界団体、民間団体などから様々な情報が発信されていま

す。地球温暖化防止活動推進センターや気候変動適応センターもそうした組織の一つで各都

道府県に置かれています。国や県、これらの組織と連携し、省・創・蓄エネルギーに関する情報

を収集し、市民、事業者及び市で情報共有を図ります。 

 

（１） 市民環境意識調査 

今後行政に進めてほしい取組として、市民環境意識調査では、「環境に関する情報収集・

公開」が４２件と少ない回答となっていますが、市民・事業者へ発信する情報を充実させ、脱

炭素社会の実現に向けて様々な知識を習得することが求められます。 

 

 

図 ６-８ 今後行政に進めてほしい取組（再掲） 

 

環境施策１ 情報提供の充実 

 ホームページや広報紙のほか、ＳＮＳ等広く情報提供する方法を検討し、省・創・蓄エネ

ルギー情報を提供します。 

 市の事務及び事業におけるエネルギー使用量について、地球温暖化対策の推進に関す

る法律及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく把握と公表を行います。 

 県や埼玉県地球温暖化防止活動推進センター、埼玉県気候変動適応センターと連携し

て省・創・蓄エネルギー設備情報の提供を図ります。 
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その他
n=2,243（複数回答）
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環境施策２ 情報共有体制の強化 

 民間事業者と協力して省・創・蓄エネルギー設備の情報共有を図ります。 

 省・創・蓄エネルギーに関する補助制度の情報を収集し、民間事業者や市民団体等と補

助金交付を目指した体制を構築します。 

 

取組方針２  省エネルギーの推進 

私たちが日常生活でどの程度エネルギーを使っているか把握し、省エネルギー意識を持って

できる限りエネルギーの使用を抑える行動を推進します。 

 

（１） 市民環境意識調査 

市民環境意識調査では、関心を持っている地球環境問題として「地球温暖化・脱炭素社

会・気候変動」の回答が５０５件ともっとも多く、関心が高いことがうかがえます。省エネルギ

ーに関する取組は、地球温暖化対策に向けた一人ひとりができるもっとも身近な行動で、そ

の積み重ねが大切です。 

 

 

図 ６-９ 関心を持っている地球環境問題 

 

「地球温暖化対策・脱炭素化に向けて実践していること」では、「実践している」と「やや実

践している」を合わせた回答としては、「ＬＥＤ照明への交換」がもっとも多く、「冷暖房・電気

などの節電」、「自転車や公共交通機関の利用」、「冷蔵庫に食品を詰め込みすぎない」と続

きます。いずれも６０％以上が実践できているとした高い回答率となっております。こうした身

近な取組を継続しつつ、実践行動を拡充することが必要となってきます。 
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n=1,563（複数回答）
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図 ６-１０ 地球温暖化対策・脱炭素化に向けて実践していること 

 

環境施策３ 省エネ行動の促進 

 「蕨市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に基づく省エネルギー行動を実践します。 

 講座やイベント等を通じて市民の省エネルギー意識の高揚を図ります。 

 壁面緑化や緑化フェンスの設置を啓発し、周辺環境の暑さ緩和や空調設備の省エネル

ギーを促進します。 

 市民の省エネルギー行動促進のための取組を検討します。 

 公共施設や家庭・事業所で使用しているエネルギーを把握できるよう「見える化」の取組

を推進します。 

 

環境施策４ 省エネ設備・高効率設備導入の促進 

 公共施設の新築、改築、設備の更新時には省エネルギー診断などを踏まえ、ＺＥＢ化に向

けた省・創・蓄エネルギー設備の導入を推進します。 

 公共施設への雨水利用設備導入を検討するとともに、市民、事業者への普及を啓発しま

す。 

 家庭・事業所への省エネルギー設備導入を支援・啓発します。 
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環境の視点から電気事業者を選択
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次世代自動車の利用

している ややしている どちらともいえない あまりしていない していない 無回答
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取組方針３  再生可能エネルギーの利活用 

再生可能エネルギー設備の普及拡大を加速させ、化石燃料に依存しないエネルギーの利活

用を推進します。 

 

（１） 市民環境意識調査 

市民環境意識調査の「地球温暖化対策や脱炭素社会、資源循環社会の推進にあたり市

が力を入れたらよいこと」では、「再生可能エネルギー等の導入・補助」の回答が２６６件とも

っとも多く、「ＬＥＤ照明の導入・補助」は４番目、「市民の省エネ対策の促進・各種補助の充実」

は６番目となっており、エネルギー対策への関心の高さがうかがえます。そうしたことから、再

生可能エネルギーについては、脱炭素社会に向けた取組の一つとして導入を支援・促進して

いくことが求められます。 

 

 

図 ６-１１ 地球温暖化対策や脱炭素社会、循環型社会を推進するうえで市が尽力すること 

 

環境施策５ 再エネ導入の促進 

 太陽光発電設備をはじめとした、ソーラー蓄電池ステーションの導入を進めます。 

 家庭・事業所への再生可能エネルギー設備の導入を支援します。 
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次世代自動車の導入・補助

ごみの減量化の周知

住宅や建物の断熱性能の向上促進
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リサイクルや省エネ方法の広報

廃プラスチック削減のための広報・支援
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事業者の省エネ対策の促進・各種補助の充実

先進技術の活用、ＤＸ化への支援

事業者による環境にやさしい商品開発の支援

その他
n=2,213（複数回答）
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環境施策６ 再エネの電力購入の拡充 

 蕨戸田衛生センター組合と連携し、電力の地産地消を推進します。 

 公共施設において再生可能エネルギー由来電力やＣＯ２排出係数の低い電力を供給す

る事業者との契約を検討します。 

 家庭・事業所に再生可能エネルギー由来やＣＯ２排出係数の低い電力を供給する事業者

との契約検討を促します。 

 

環境施策７ 蓄エネ機器の導入促進 

 公共施設への蓄電池・Ｖ２Ｈ（ヴィークルトゥホーム）導入を推進します。 

 家庭・事業所への蓄電池設備導入を支援します。 

 ＶＰＰ（ヴァーチャルパワープラント）事業の導入を検討し、地域のエネルギー管理・制御

の効率化を図ります。 

 

取組方針４  脱炭素社会に向けたまちづくりの推進 

脱炭素社会に向けた社会資本の整備も重要な課題の一つです。特に交通インフラについて、

温室効果ガスを排出しない移動、自動車から公共交通機関の利用転換による温室効果ガス排

出量の削減、ＺＥＶ等の普及促進を図り、移動手段の見直しを誘導します。 

 

（１） 市民環境意識調査 

市民環境意識調査では、今後行政に進めてほしい取組として「気候変動の影響による自

然災害などへの対策」に次いで「道路、公園、街路樹の整備」の回答が３１４件となっています。 

また、地球温暖化対策や脱炭素社会、資源循環社会の推進にあたり、市が力を入れてほ

しいことでは、「次世代自動車の導入・補助」が１３７件で７番目、「自転車や公共交通機関の

利用促進」が１０３件で１０番目となりました。 

脱炭素社会に向けたインフラ整備や公共交通機関の利用促進は、まちづくりの中で大切な

取組の一つとなります。 
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図 ６-１２ 今後行政に進めてほしい取組（再掲） 

 

 

図 ６-１３ 地球温暖化対策や脱炭素社会、循環型社会の推進を進めるうえで市が尽力すること

（再掲） 
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n=2,243（複数回答）
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事業者による環境にやさしい商品開発の支援

その他
n=2,213（複数回答）
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環境施策８ 交通インフラの整備 

 防犯灯・道路照明灯・公園灯のＬＥＤ照明を継続します。 

 ぷらっとわらびの利用者数の増加に向けて、啓発を図ります。 

 利用者の利便性向上に向け、バス事業者・鉄道事業者への要望を行います。 

 通勤や通学のために駅（鉄道）を利用する方で、駅まで、又は駅からの交通手段として、

自転車又は原動機付自転車（５０ｃｃ以下）を 利用する方に対して優先的な自転車駐車場

（駐輪場）の利用を図り、効果的な運用を推進します。 

 民営の自転車駐車場（駐輪場）の整備を進めるため、駐車場の管理に要する費用の助成

を行います。 

 シェアサイクル事業を推進します。 

 電動車いすシェア事業を推進します。 

 

環境施策９ ＺＥＶ（ゼロエミッション車）への転換とエコドライブの推進 

 公用車・ぷらっとわらびのＥＶ（電気自動車）導入を推進します。 

 市民・事業者に対してキャンペーン等を実施し、エコドライブの啓発を図ります。 

 市民に対してＥＶへの切り替えを支援します。 

 ＥＶの普及を図るため、公共空間での充電設備の充実について国や県に働きかけていき

ます。 

 

環境施策１０ スマートコミュニティの検討 

 エネルギーの平準化のため、ＶＰＰ等の導入を検討します。 

 市民・事業者に対しＥＶやＦＣＶ（燃料電池自動車）の普及を図り、Ｖ２ＨやＶ２Ｇ（ヴィークルトゥ

グリッド）と連携した電力需給システムの構築を検討します。 

 

環境施策１１ 広域連携によるカーボンオフセットの検討 

 他の自治体と連携して吸収源対策を推進するため、森林整備によるカーボンオフセット

を検討します。 

 Ｊｰクレジットを活用した二酸化炭素削減を検討します。 
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取組方針５  気候変動に対する適応策の推進 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の第６次評価報告書（ＡＲ６）第１作業部会報告書

によると、「世界の平均気温は、少なくとも今世紀半ばまでは上昇を続け、向こう数十年の間に

温室効果ガスの排出が大幅に減少しない限り、２１世紀中に産業革命以前と比べ１.５℃及び

２℃を超える」と報告されています。最大限の温室効果ガスの排出削減努力を行っても過去に

排出された温室効果ガスの大気中への蓄積により、ある程度の気候変動は避けられません。 

観測記録を更新するような異常気象が頻発するようになり、私たちの生活に大きな影響を及

ぼしています。こうした気候変動による悪影響を最小限に抑える取組を推進します。 

 

（１） 市民環境意識調査 

市民環境意識調査では、今後行政に進めてほしい取組として「気候変動の影響による自

然災害などへの対策」が３３７件ともっとも多い回答を得ています。 

気候変動に対するハード面の取組は、市民や事業者単独では難しいため、市が主体とな

って取組を推進することが求められます。 

 

 

図 ６-１４ 今後行政に進めてほしい取組（再掲） 

 

気候変動の影響を減らすために重点的に取り組む分野としては、「水災害対策」と「暮ら

し・生活の安全」が同数でもっとも多く、「水資源・水環境」、「健康」と続きます。 

生命を保護し、生活環境を保全するため、気候変動の影響に適応した柔軟な対策が求め

られます。 
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市民活動団体との連携・支援

その他
n=2,243（複数回答）
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図 ６-１５ 気候変動の影響を減らすための重点分野（再掲） 

 

環境施策１２ 災害に強いまちづくり 

 雨水貯留・浸透施設の設置を推進し、雨水の流出抑制を図ります。 

 歩道等は透水性舗装や街路樹を整備し、雨水の表面流出を軽減します。 

 雨水下水道未整備地区での整備を進めます。 

 「蕨市地域防災計画」を適切に運用し、災害時の円滑な避難や災害廃棄物の適正な処

理について啓発を図ります。 

 ハザードマップや出前講座等を通じて、市民・事業者の防災・減災への意識高揚を図り

ます。 

 事業者に対し事業継続計画（ＢＣＰ）の作成を促します。 

 ライフラインの施設・設備の計画的な更新を行います。 

 防風林の役割を担う街路樹を整備するとともに、家庭の庭木や事業所の樹木の植栽の

啓発を図ります。 

 

環境施策１３ 健康被害対策の推進 

 ホームページ等を活用して暑さの注意喚起や熱中症予防に関する情報発信を行います。 

 熱中症対策及び日中の電力削減の一環として、夏季に公共施設の一部を一時休憩所等

として開放するクールオアシス蕨を実施します。 

 街路樹を整備し、緑陰形成など快適な歩行空間の創出を図ります。 

 公共空間への日よけや緑化、ドライ型ミストなどの配置を検討し、暑熱対策を推進します。 

 打ち水や日傘を奨励し、暑さ緩和の取組の啓発を図ります。 
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わからない

その他

n=1,517（複数回答）
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８． 環境配慮指針 

８．１ 市民 

 電気や燃料の使用量を把握し、節電や省エネルギーに取り組みます。 

 ホームページや広報紙、ＳＮＳなどを活用して省エネルギー・創エネルギー・蓄エネルギー

について学びます。 

 賢い選択を促す運動ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥに取り組みます。 

 省エネルギー家電・ＬＥＤに買い替え、節電とともに光熱費の削減につなげます。 

 太陽光発電設備や太陽熱利用設備、蓄電池の導入を検討します。 

 近くの買物や都心への移動には徒歩や自転車、公共交通機関を利用します。 

 自動車を運転する際は、アイドリングストップを心がけ、エコドライブを励行します。 

 温室効果ガスを排出しないＺＥＶの導入を検討します。 

 再生可能エネルギーの比率の高い電力（低炭素電力）の選択を検討します。 

 水循環の大切さを学び、節水に努めるとともに、雨水浸透施設の導入を検討します。 

 ハザードマップ等で自宅や周辺の危険性を認識し、災害に備えます。 

 生垣補助制度等を活用し、緑の創出に努めます。 

 地域と連携して打ち水を行ったり、日傘で移動したり、快適な生活空間をつくります。 

 市や市民団体が行う温暖化対策や適応策に積極的に参加します。 

 

８．２ 事業者 

 エネルギーの使用量を把握し、省エネルギーに取り組みます。 

 省エネルギー・再生可能エネルギーに関する情報を収集するとともに、自らの省エネルギ

ー活動や温暖化対策の取組について環境報告書などを通じて公表します。 

 省エネルギー設備や高効率機器を導入し、適切に運用し、温室効果ガス排出量の削減

に貢献します。 

 太陽光発電設備や太陽熱利用設備、蓄電池の導入を検討します。 

 移動にはできるだけ徒歩や自転車、公共交通機関を利用します。 

 自動車での移動時には、アイドリングストップを心がけ、エコドライブを励行します。 

 温室効果ガスを排出しないＺＥＶの導入を検討します。 

 再生可能エネルギーの比率の高い電力（低炭素電力）の導入を検討します。 

 水循環の大切さを学び、節水に努めるとともに、雨水浸透施設の導入を検討します。 

 ハザードマップや「蕨市地域防災計画」などを参考に、事業継続計画（ＢＣＰ）を策定し、
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防災・減災に努めます。 

 緑のカーテンや屋上緑化、緑化フェンスなど、緑の創出に努め、酷暑の緩和に貢献します。 

 地域と連携して打ち水を行ったり、日傘で移動したり、快適な就労環境を創出します。 

 

９． 成果指標と個別目標 

成果指標 現状（２０２１年度） 目標（２０３２年度） 

市域の温室効果ガス排出量 
２７８,３５１ｔ-ＣＯ２ 

（２０１９年度） 

（２０３０年度）１９４,９５０ｔ-ＣＯ２ 

（２０１３年度比▲５０％） 

市域のエネルギー消費量 
４,５９８ＴＪ 

（２０１９年度） 

３,１０５ＴＪ 

（２０３０年度） 

地球温暖化対策設備等 

設置費補助金の補助件数 
４２件 ８４件 

コミュニティバス 

ぷらっとわらびの利用者数 
１７５,４４０人 ２２０,０００人 

 

１０． ロードマップ 

２０３０（令和１２）年度の温室効果ガス削減目標、並びに１０年後の環境像実現のためのロー

ドマップは次に示すとおりです。 

 

 

図 ６-１６ 脱炭素社会に向けたロードマップ  

年度 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

補助金

情報提供・共有

省エネ

再エネ利活用
蓄エネ導入

再エネ由来電力

交通インフラ

エコカー
エコドライブ

カーボンオフセット
Jｰクレジット

防災・減災

健康被害

補助金の適用

省・創・蓄エネ情報、エネルギー使用量、補助金活用体制

市：蕨市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）運用

市民・事業者：省エネ行動、省エネ設備・高効率設備導入

再エネ・蓄エネ設備導入

市：蕨戸田衛生センター組合との連携、電力の地産地消

市民・事業者：導入検討

交通インフラのまちづくり整備

エコカー導入、エコドライブ浸透

市：蕨市地域防災計画運用

事業者：ＢＣＰ策定・運用

暑さ対策、感染症対策など

吸収源対策、二酸化炭素排出削減対策など

スマート

コミュニティ
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１． 施策の基本的な考え方とＳＤＧｓ 

１．１ 施策の基本的な考え方 

 

 

 

 

基本目標２． みんなでつくる 資源循環のまち 

本市は３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）を推進していますが、その取組を更に浸透さ

せ、一層のごみの減量化と資源循環を推進し、処理経費の削減や施設の長寿命化に貢献し

ます。こうした取組は、経費削減効果による公共サービスの質の向上や廃棄物処理施設から

排出される温室効果ガスの削減につながります。 

コラム⑤  ３Ｒ活動 

３Ｒとは、Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）、Ｒｅｕｓｅ（リユース）、Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）の３つの

Ｒの総称です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒｅｄｕｃｅ（発生抑制）活動例 

○エコバッグを持参してレジ袋を減らす 

○詰め替え用品を使う 

○使用頻度の少ないものはシェアする 

○食べきれる分だけ買う、作る 

Ｒｅｕｓｅ（再使用）活動例 

○リユースショップを利用する 

○インターネットオークションを利用する 

○フリーマーケット・バザーを利用する 

○壊れたものは修理して使う 

Ｒｅｃｙｃｌｅ（再生利用）活動例 

○ごみを分別する 

○古紙や古新聞を資源回収に出す 

○リサイクル製品を購入する 

○スーパーなどのリサイクル回収に協力する 

２０２２（令和４）年度３Ｒ推進ポスター 

出典：リデュース・リユース・リサイクル推進協議会 
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１．２ 基本目標と取組方針の関係 

 
 

１．３ ＳＤＧｓへの貢献 

アイコン 目標（ゴール） 本市の貢献内容 

 

産業と技術革新の基盤をつくろ

う 

施設の長寿命化によって安定的な廃棄物

処理サービスを推進します。 

 

住み続けられるまちづくりを 適正な資源循環によって快適なまちづくり

に貢献します。 

 

つくる責任つかう責任 ３Ｒの取組を推進し、生産、消費、廃棄ま

で各主体が責任を持った行動の周知・啓

発を図ります。 

 

海の豊かさを守ろう マイクロプラスチックをはじめとしたごみの

流出を防ぎ、海の生き物や生態系の保全

に貢献します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 

 みんなでつくる 資源循環のまち 

取組方針６ ごみ減量化の推進（リデュース） 

取組方針７ 廃棄物の再使用と資源循環の推進（リユース・リサイクル） 
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取組方針６  ごみ減量化の推進（リデュース） 

「無駄なもの、余計なものは購入しない」、「ものを大切に長く無駄なく使う」取組を定着させ、

食品ロスや廃プラスチックの削減など、ごみの減量に取り組み、ごみ処理施設の長寿命化や温

室効果ガス排出量の削減に貢献します。 

 

（１） 現状と課題 

① 廃棄物の排出量 

２０２1（令和３）年度の事業系ごみを含む一般廃棄物排出量は２１,２４１ｔとなっています。経

年変化は、２０１７（平成２９）年度まで減少傾向を示し、２０１８（平成３０）年度以降増加しました

が、２０２１（令和３）年度に再び減少しています。排出内訳は、家庭系もやすごみがもっとも多く、

次いで事業系もやすごみと資源物が同程度の排出量となっています。 

２０２１（令和３）年度の市民一人あたりの家庭ごみの排出量は２１７ｋｇとなっています。

経年的には、２０２０（令和２）年度まで減少傾向を示し、２０２１（令和３）年度では再び増加

しています。２０２１（令和３）年度のごみ排出量の増加は、コロナ禍によるライフスタイルや

ビジネススタイルの変化によることが要因と考えられます。 

 

     

図 ６-１７ 一般廃棄物排出量の推移 

資料：「一般廃棄物処理実態調査」（環境省）に基づき作成 

 

表 ６-７に示すとおり廃棄物の処理には膨大な費用がかかります。本市と戸田市の一般

廃棄物処理を行っている蕨戸田衛生センター組合では、２０１９（令和元）年度より４か年計

画でごみ・粗大・し尿処理施設の延命化のための設備改良工事を実施しました。２０１３（平

成２５）年度から２０２０（令和２）年度までの、一人１年あたりに負担する経費は約１２,０００
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（事業系可燃物を除く）
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円になります。 

ごみの減量と資源循環に関する取組を継続し、経費の削減、一般廃棄物処理施設の長

寿命化が求められます。 

 

表 ６-７ 一般廃棄物に関する経費 

年度 
歳出（千円） 一人１年あたりの 

経費（円） ごみ処理 し尿処理 合計 

２０１３（平成２５） ７８２,６２２ ３６,４２１ 819,043 １１,３５４ 

２０１４（平成２６） ７９８,７３６ ３５,５９７ 834,333 １１,５１２ 

２０１５（平成２７） ８１０,８１６ ３８,７５５ 849,571 １１,５９０ 

２０１６（平成２８） ８１７,９９０ ４１,９５８ 859,948 １１,６５２ 

２０１７（平成２９） ８３３,６８４ ４０,８９０ 874,574 １１,７０９ 

２０１８（平成３０） ８６７,１９２ ４１,２３２ 908,424 １２,０７１ 

２０１９（令和元） １,２８１,４２９ ４０,５７３ 1,322,002 １７,４７４ 

２０２０（令和２） ８９３,９９５ ３８,５７３ 932,568 １２,２９６ 

２０２１（令和３） ８７０,１８１ ３７,５８５ 907,766 １２,０５３ 
※一人１年あたりの経費は次年度の４月１日現在の人口で推計 

 歳出（千円）は、蕨市で負担している経費のみを掲載しています。 

資料：「一般廃棄物処理実態調査」（環境省）に基づき作成 

 

② 市民環境意識調査 

資源循環・ごみの廃棄について実践していることに関する設問では、「実践している」、

「ややしている」とした回答は、「ごみの分別・資源の再利用」が約９０％、続いて「食品ロス

（食べ残し、食材廃棄）の抑制」、「エコバッグ、マイボトル、マイ箸などの使用」が８０％を超

えています。 

 

   

図 ６-１８ 資源循環・ごみの廃棄について実践していること 
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エコバッグ、マイボトル、マイ箸などの使用

ごみの減量

ごみ集積所の管理への参加

中古品や古着の有効活用

生ごみ・落ち葉・枝をたい肥に変えている

している ややしている どちらともいえない

あまりしていない していない 無回答



第６章  施策の展開 

  

65 

 

（２） 環境施策 

環境施策１４ ごみ減量化の更なる推進 

 ホームページや広報紙、ＳＮＳ等を通じてエコバッグ、マイボトル、マイ箸の利用促進を図

ります。 

 事業者と連携してワンウェイ（使い捨て）プラスチック製品を使わない呼びかけを行うとと

もに、食品ロス削減に向けた取組を呼びかけます。 

 スマートデバイスやコンピューター端末を最大限活用し、記録の電子化・ペーパーレスを

推進し、紙の使用を削減します。 

 

環境施策１５ 環境負荷の少ない生活スタイルの普及 

 環境に配慮した消費行動の心がけを奨励します。 

 食品ロス削減に関する情報を提供し、食品のもったいない精神の定着を図ります。 

 ホームページや広報紙、ＳＮＳ・講座等を通じて生ごみの水切りの大切さを啓発します。 

 

（３） 環境配慮指針 

① 市民 

 生ごみは水切りを徹底し、生ごみの削減や堆肥化に努めます。 

 エコバッグ、マイボトル、マイ箸等を使用し、ごみの発生を抑えます。 

 環境に配慮した商品の購入を心がけます。 

 ワンウェイプラスチックの利用を減らします。 

 もったいない精神を心がけます。 

 食品は必要な分だけ購入する、調理するなどの工夫をしながら、食品ロスの削減に努め

ます。 

 

② 事業者 

 エコバッグ、マイボトル、マイ箸などを推奨し、ごみの発生を抑えます。 

 グリーン購入を心がけます。 

 ワンウェイプラスチックの利用を減らします。 

 電子化・ペーパーレス化を推奨し、紙の使用を減らします。 

 食品ロス削減に関する各種取組を進めます。 
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取組方針７  廃棄物の再使用と資源循環の推進（リユース・リサイクル） 

不用となったものはゆずったり、リターナブル容器を利用したりするなど、リユースの取組を

推進するとともに、資源の再利用を促すため、ごみの分別を徹底し、リサイクル率の向上を図り

ます。 

 

（１） 現状と課題 

① 資源循環 

２０２１（令和３）年度のリサイクル量は４,５３６ｔでリサイクル率は２１.４％となっています。

２０１８（平成３０）年度まで減少傾向でしたが、２０１９（令和元）年度以降増加に転じました。

２０２１（令和３）年度では再び減少し、２０１９（令和元）年度と同程度となっています。 

地域ぐるみでごみの分別と資源化に向けた取組を推進することが求められます。 

 

  

図 ６-１９ 一般廃棄物の資源化の推移 

資料：「一般廃棄物処理実態調査」（環境省）に基づき作成 

 

② 市民環境意識調査 

前掲「取組方針６（１）②市民環境意識調査」で示したとおりです。 

 

（２） 環境施策 

環境施策１６ ごみ分別徹底の促進 

 ごみと資源の出し方マニュアルの配布や、ホームページや広報紙等を通じて、ごみの分

別徹底を周知します。 

 市の事務及び事業に必要な物品の購入にあたっては、グリーン購入を推進します。 
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 事業者に対しグリーン購入に関する情報を提供し、環境に配慮した物品調達を促進しま

す。 

 分別の徹底を図るため、ごみ分別アプリの導入を検討します。 

 エコキャップ運動を継続し、リサイクル、ＣＯ２削減、発展途上国の医療支援、障がい者・

高齢者の雇用創出に貢献します。 

 

環境施策１７ 商品・製品再使用の推進 

 市民団体と連携し、余っている食材・食品は子ども食堂におすそ分けする取組を支援し

ます。 

 フリーマーケットやバザー等の情報を発信します。 

 講座やイベント等を通じてものを大切に扱い、長く使う意識の定着を図ります。 

 民間事業者と連携してリターナブル容器の普及を推進します。 

 民間事業者と連携してあげます・売ります情報サイトを利用したリユースの取組を普及し

ます。 

 市役所や公民館等の公共施設にリサイクル品回収ＢＯＸを設置するほか、地域団体と連

携し、衣類や子ども用品、読み終わった本、中学校の制服などのリユースを進めます。 

 

 

 

 

 

コラム⑥  フリーマーケットなどの開催 

市では、毎年４月に苗木市が、１１月には

中仙道武州蕨宿場まつりが開催され、各イ

ベントの一角でフリーマーケットが行われ

ています。 

また、蕨戸田衛生センター組合では、搬

入されてきた粗大ごみを再生し、リサイク

ル家具として年に３回売払いが行われてい

ます。 

こうした取組は、３Ｒのうちのリユース

（再使用）になります。 

「ものを大切にして長く使う」、「不用なものは使いたい人に使ってもらう」取組を積極

的に進めましょう。 
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環境施策１８ 蕨戸田衛生センター組合との連携強化 

 蕨戸田衛生センター組合と連携し、ごみの適正な処理と資源化を促進します。 

 蕨戸田衛生センター組合と連携し、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集と再商品化

を進めます。 

 リサイクルプラザでの粗大ごみのリユースを推進します。 

 リターナブル容器に関するリサイクルを継続します。 

 

（３） 環境配慮指針 

① 市民 

 ごみの分別・ルールを守ります。 

 使わなくなった物は、リユースやシェアリングをします。 

 

② 事業者 

 法令等に基づく適正な廃棄物処理を実施します。 

 ごみの分別による再資源化を徹底します。 

 

２． 成果指標と個別目標 

成果指標 現状（２０２１年度） 目標（２０３２年度） 

市民一人あたりの 

家庭ごみの排出量 

（事業系可燃物を除く） 

２１７ｋｇ １９５ｋｇ 

エコキャップ回収数 ９７６,９６０個 １,０７０,０００個 
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コラム⑦  「捨てればごみ、分ければ資源」、資源循環はサービス向上に貢献 

毎日排出されるごみのうち、びん、缶、ペットボトル、古紙などリサイクルできるものは

資源として蕨戸田衛生センター組合や市で売払い、市の財源として活用されます。みなさ

んのごみの分別の取組によって、毎年３,０００ｔ以上の資源物が売り払われ、おおむね５,

０００万円台が歳入として計上されています。 

廃棄されるごみを減らし、リサイクル率を上昇させることで、市の財源となり、行政

サービスの充実につながります。 
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１． 施策の基本的な考え方とＳＤＧｓ 

１．１ 施策の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標３． みんなで守る 安心して暮らせる快適なまち 

私たちは美しい景観や穏やかな暮らしが維持できると心にゆとりが生まれます。地域一体

となり、きれいな街並みを形成することが、美化意識の向上、不法投棄されにくい環境の創

出やマナーが行き届いた生活環境の確保につながります。また、社会基盤を整備しながら災

害に強いまちづくりを進めます。 

コラム⑧  不法投棄は「しない」、「させない」、「許さない」 

一般的に不法投棄は、雑草が繁茂された土地や耕作放棄地、人目につきにくい場所、

車が止めやすい場所などで起こりやすいといわれています。 

不法投棄された場合、土地の所有者（管理者）が処分しなければなりません。また、

不法投棄によって、周囲の景観を損ね、周辺にも迷惑をかける可能性があるほか、その処

分には相当な費用がかかる場合があります。 

不法投棄されにくい環境づくりにご協力をお願いします。 

【不法投棄されないために】 

○草を刈る、ごみを片付けるなどの周辺環境を整備する 

○プランターなどを置いて花を植える 

○柵やロープを張るなどして、土地に侵入できないようにする 

○不法投棄禁止看板を設置し、注意喚起する 

不法投棄は犯罪です！！罰則規定があります！！ 

５年以下の懲役、もしくは１,０００万円以下の罰金、又はその両方が科せられ

ます。 

法人の場合には、３億円以下の罰金が科せられます。 

不法投棄を「しない」、「させない」、「許さない」をキーワードに取り組みましょう。 
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１．２ 基本目標と取組方針の関係 

 
 

１．３ ＳＤＧｓへの貢献 

アイコン 目標（ゴール） 本市の貢献内容 

 

すべての人に健康と福祉を 人々の生命と財産を守るため、災害に強

いまちづくりを推進し、社会基盤の整備を

推進します。 

 

安全な水とトイレを世界中に 公共下水道の整備を進めるとともに、単独

処理浄化槽から合併処理浄化槽への転

換を促進し、衛生面で貢献します。 

 

住み続けられるまちづくりを 不法投棄対策、公害防止対策に取り組

み、快適で美しいまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標３ 

 みんなで守る 安心して暮らせる快適なまち 

取組方針８ 清潔で美しいまちづくりの推進 

取組方針９ 暮らしやすい安心なまちづくりの推進 
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取組方針８  清潔で美しいまちづくりの推進 

美化活動は、美しいまちづくりに貢献するだけでなく、地域コミュニティの活性化にもつな

がります。美化活動の輪を広げるため、イベントや地域交流等を通じて、美化意識の浸透を

図ります。 

さわやか環境の日・クリーンわらび市民運動や花いっぱい運動、エコキャップ運動（花苗と

の交換）などにおいて、より参加しやすい取組を検討し、美化活動の普及を促進するとともに、

不法投棄されにくい環境の整備に努めます。 

また、コロナ禍で在宅時間が増えたことによりペットブームとなっています。飼育放棄やふ

んの放置などが増え、近隣環境への悪影響が顕在化しつつあるため、適切な飼育方法とマ

ナーの向上を啓発します。 

美しい街並みは不法投棄されにくい環境といえますが、パトロールを強化することで不法

投棄されやすい場所を把握し、重点的な美化活動を展開します。 

 

（１） 現状と課題 

① さわやか環境の日・クリーンわらび市民運動 

１９９０（平成２）年１０月から環境美化意識向上の取組の一つとして市内で一斉清掃活

動を行うさわやか環境の日・クリーンわらび市民運動を年２回実施しています。 

２０２０（令和２）年と、２０２１（令和３）年の１回目の計３回については、新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止の観点から中止しましたが、例年７,０００人以上が参加し、約１５ｔの

ごみが収集されています。 

 

表 ６-８ さわやか環境の日・クリーンわらび市民運動の参加推移 

年度 

回数・項目 
２０１７ 
（平成２９） 

２０１８ 
（平成３０） 

２０１９ 
（令和元） 

２０２０ 
（令和２） 

２０２１ 
（令和３） 

２０２２ 
（令和４） 

１回目 

参加人数（人） ４,３５３ ４,２１３ ３,７４０ 

中止 中止 

３,３１２ 

可燃ごみ（ｋｇ） ６,５７０ ５,８１０ ６,６４０ ５,３１０ 

不燃ごみ（ｋｇ） ９１０ ７１０ ６３０ ６３０ 

２回目 

参加人数（人） ４,００５ ３,９５０ ３,６９５ 

中止 

３,３４０ ３,２９０ 

可燃ごみ（ｋｇ） ８,５４０ ６,７３０ ７,５８０ ７,５９０ ８,７３０ 

不燃ごみ（ｋｇ） ８５０ ８００ ９２０ ８４０ ８３０ 

合計 

参加人数（人） ８,３５８ ８,１６３ ７,４３５ ０ ３,３４０ ６,６０２ 

可燃ごみ（ｋｇ） １５,１１０ １２,５４０ １４,２２０ ０ ７,５９０ １４,０４０ 

不燃ごみ（ｋｇ） １,７６０ １,５１０ １,５５０ ０ ８４０ １,４６０ 

ごみ計（ｋｇ） １６,８７０ １４,０５０ １５,７７０ ０ ８,４３０ １５,５００ 
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② 不法投棄の状況 

地区別の不法投棄回収件数は表 ６-９に示すとおりです。 

近年、不法投棄回収件数が増加傾向にあり、中央や塚越で不法投棄の件数が多くなっ

ています。 

 

表 ６-９ 地区別不法投棄回収件数 

単位：件 

地区 

年度 
錦町 北町 中央 南町 塚越 合計 

２０１７ 

（平成２９） 
17 19 93 58 77 264 

２０１８ 

（平成３０） 
30 35 117 96 92 370 

２０１９ 

（令和元） 
23 20 102 47 66 258 

２０２０ 

（令和２） 
44 34 120 58 112 368 

２０２１ 

（令和３） 
26 29 82 54 111 302 

 

③ し尿処理の状況 

し尿処理の状況は、公共下水道の整備が進んでおり、浄化槽及び汲み取りし尿の処理

人口は減少傾向にあります。 

 

 

図 ６-２０ し尿処理人口の推移 

資料：「一般廃棄物処理実態調査」（環境省）に基づき作成 
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④ 市民環境意識調査 

市民環境意識調査では、生活環境に関する実践について設問したところ、「実践してい

る」、「ややしている」とした回答は、「ごみのポイ捨てをしない」が９０％以上、「油などを排

水口に直接流さない」が８０％以上、「生活騒音・振動に配慮している」が７０％以上となっ

ています。一方、「地域のごみ拾い等、環境美化活動に参加」の実践が浸透していない状

況です。地域と協力して公共空間の美化を推進することが求められます。 

 

 

図 ６-２１ 生活環境に関して実践していること 

 

将来の蕨市の環境にとって大切だと思うことを設問したところ、美化、交通の安全性、静

けさが上位の回答となっています。 

安全で美しい街並みで穏やかに暮らせるまちづくりが求められます。 

 

 

図 ６-２２ 将来の蕨市の環境にとって大切だと思うこと（再掲） 
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346 

299 

293 

282 

261 

213 

194 

138 
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116 

45 

23 
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ごみなどが落ちていないきれいなまち

交通の安全性が確保されたまち

閑静で心おだやかになれるまち

交通の利便性が高いまち

公園や広場などの憩いの場があるまち

街並みや景観が美しいまち

緑が豊かなまち

空気のきれいなまち

地球環境にやさしい取組を進めるまち

地域コミュニティが活発なまち

環境に関する情報提供が充実したまち

その他
n=2,347（複数回答）
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行政に望む声として「気候変動の影響による自然災害などへの対策」がもっとも多く、

「道路、公園、街路樹の整備」、「ごみの不法投棄に対する監視の充実」と続きます。 

市民一人ひとりでは解決できないような課題を行政がイニシアチブをとり、解消に向け

た取組を進めることが重要です。 

 

図 ６-２３ 今後行政に進めてほしい取組（再掲） 

 

（２） 環境施策 

環境施策１９ 美化意識の浸透と美化活動の促進 

 ホームページや広報紙、ＳＮＳ等を通じて美化活動への参加を促します。 

 さわやか環境の日・クリーンわらび市民運動を継続し、まちの美化を推進します。 

 ごみ出しマナーの更なる向上に向けて市民と連携して取組を進めます。 

 折りたたみ式もやすごみ回収ＢＯＸの導入を検討します。 

 高齢者等宅のごみ戸別収集を実施します。 

 喫煙マナーの更なる徹底を図ります。 

 公園や道路、まちの美化に向けて自主的に活動している市民団体に対し、花苗の提供と

ともに、表彰制度や支援内容の充実を検討します。 

 違法駐車が多い場所には看板や道路標識等で注意喚起を行うとともに、警察と連携し

て違法駐車の巡回強化を行います。 

 

環境施策２０ 不法投棄対策の推進 

 ポイ捨てや不法投棄に対し警告看板を設置するとともに、不法投棄対策に有効な取組を

検討します。 

 不法投棄されやすい場所を把握し、重点的な美化活動を展開し、不法投棄されにくい環

境を創出します。 

337
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気候変動の影響による自然災害などへの対策

道路、公園、街路樹の整備

ごみの不法投棄に対する監視の充実

循環型社会（ごみの減量、リサイクル）の推進

地球温暖化対策及び脱炭素化の推進

緑・生き物・空気・水の保全

ペット飼育のマナー向上（ふんの放置など）の推進

環境調査・公害対策（騒音・振動・悪臭など）

国・県・近隣自治体との広域連携の充実

放置自転車・違法駐車対策

環境教育・環境学習の推進

環境に関する情報収集・公開

市民活動団体との連携・支援

その他
n=2,243（複数回答）
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 町会や企業団体と連携し、不法投棄に対する情報共有を図ります。 

 ホームページや広報紙、ＳＮＳ等を通じてペットの適切な飼育方法とマナーを啓発し、飼

育放棄やふんの放置の削減を図ります。 

 

（３） 環境配慮指針 

① 市民 

 美しい街並みを維持するため、日頃から関心を持ち、積極的に美化活動に参加します。 

 ポイ捨て、不法投棄、歩きたばこは行いません。 

 ペットは適正な飼育を行います。 

 不法投棄されにくい環境づくりに努め、不法投棄を見つけたら市に情報を提供します。 

 マナーを守るとともにモラルのある行動を心がけ、近隣に配慮した生活を送ります。 

 

② 事業者 

 美しい街並みを維持する美化意識を持ち、積極的に美化活動に参加します。 

 ポイ捨て、不法投棄、歩きたばこは行いません。 

 法令に基づく適正な廃棄物処理を行います。 

 不法投棄されにくい環境づくりに努め、不法投棄を見つけたら市に情報を提供します。 

 マナーを守るとともにモラルのある行動を心がけ、近隣に配慮した事業活動を行います。 

 

取組方針９  暮らしやすい安心なまちづくりの推進 

本市では２０１５（平成２７）年３月に「蕨市地域防災計画」を策定し、災害に強いまちづくり

と防災・減災に取り組んでいます。環境面においては、近年頻発しているゲリラ豪雨や被害

が深刻化しつつある台風による風水害に備えるため、ライフライン施設・設備の計画的な更

新を行うとともに、ハザードマップの全戸配布、マイ・タイムラインの周知などを行っています。 

生活型公害に対して適切かつ迅速に対応し、早期解決を心がけ、市民が安心して暮らせ

るまちづくりに貢献します。科学の発展によって産業型公害は縮小していますが、環境保全

の観点から継続して対策に取り組む必要があります。また、昨今、環境経営が企業の評価指

標の一つとなっており、環境負荷を低減する取組を啓発し、適正指導を継続します。 

アスベストやＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）、ダイオキシン類等は、県や関係機関と連携して

事業者等に適正指導を図るとともに、大気汚染などの広域的な対応が必要な項目について

は、国とも連携し、情報収集と監視に努めます。 

そのほか、公共下水道の整備を推進するとともに、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽

への転換を促進し、公共用水域の良好な水質の維持に努めます。 
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（１） 現状と課題 

① 大気汚染調査 

市では大気汚染調査を実施しており、毎月１回二酸化窒素（ＮＯ２）の測定を、年に１回ベ

ンゼンの測定を行っています。 

いずれも環境基準を満たしています。 

 

表 ６-１０ 大気汚染調査の測定結果 

年度 

項目 
２０１７ 
（平成２９） 

２０１８ 
（平成３０） 

２０１９ 
（令和元） 

２０２０ 
（令和２） 

２０２１ 
（令和３） 

環境 

基準 

二酸化窒素 

（ｐｐｍ） 
０.０１８ ０.０１９ ０.０１８ ０.０１６ ０.０１６ ０.０６ 

ベンゼン 

（μｇ/ｍ３） 
０.５ ０.９ ０.８ ０.７ ０.６ ３ 

※１．二酸化窒素の測定結果は年平均値。 

※２．二酸化窒素の測定地点は生活環境係の事務所、ベンゼンの測定地点は生活環境係事務所近傍の国

道１７号沿いで実施。 

 

② 河川水質調査 

市では、毎年２回緑川及び見沼代用水で調査を実施し、河川・水路の汚濁状況を監視

しています。 

流入先となる荒川の環境基準Ｃ類型を参考とすると、いずれの項目も環境基準を満た

しています。 

 

表 ６-１１ 河川水質調査の測定結果 

年度 

地点・項目 

２０１７ 

（平成２９） 

２０１８ 

（平成３０） 

２０１９ 

（令和元） 

２０２０ 

（令和２） 

２０２１ 

（令和３） 
環境基準 

緑
川 

ｐＨ 

（ｐＨ） 
８.４ ８.１ ７.４ ８.１ ７.９ ６.５～８.５ 

ＢＯＤ 

（ｍｇ/Ｌ） 
０.６ １.５ １.５ ０.９ １.７ ５以下 

ＳＳ 

（ｍｇ/Ｌ） 
２.５ ９.０ ６.５ ４.５ ７.０ ５０以下 

ＤＯ 

（ｍｇ/Ｌ） 
１２.４ １３.７ ９.７ １１.０ １３.５ ５以上 

見
沼
代
用
水 

ｐＨ 

（ｐＨ） 
７.７ ７.７ ７.６ ７.６ ７.７ ６.５～８.５ 

ＢＯＤ 

（ｍｇ/Ｌ） 
１.０ １.９ ２.３ １.７ ２.７ ５以下 

ＳＳ 

（ｍｇ/Ｌ） 
７.０ １０.０ １０.５ ５.５ １０.０ ５０以下 

ＤＯ 

（ｍｇ/Ｌ） 
１１.０ ８.９ ８.１ ８.６ ７.４ ５以上 

※測定結果は各年度の年平均値。 
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③ ダイオキシン類調査 

市では、毎年２回市内３か所で大気中のダイオキシン類濃度を測定しています。 

いずれの測定地点も環境基準を大きく下回っており、良好な状態と考えられます。 

 

表 ６-１２ ダイオキシン類濃度の測定結果 

単位：ｐｇ-ＴＥＱ/ｍ３ 

年度 

地点 
２０１７ 
（平成２９） 

２０１８ 
（平成３０） 

２０１９ 
（令和元） 

２０２０ 
（令和２） 

２０２１ 
（令和３） 

環境 

基準 

西小学校 ０.０３５ ０.０２６ ０.０２２ ０.０１２ ０.０１２ 

０.６ 市民会館 ０.０３３ ０.０３３ ０.０２２ ０.０１４ ０.０１３ 

東小学校 ０.０４３ ０.０２５ ０.０２２ ０.０１４ ０.０１９ 
※測定値は各年度の年平均値。 

 

④ 騒音 

市では、生活環境係事務所近傍の国道１７号において、年１回騒音測定を実施し、道路

交通騒音の状況を監視しています。 

昼間、夜間ともに環境基準を満足していますが、交通量の多い道路では継続監視が必

要です。 

 

表 ６-１３ 騒音調査の測定結果 

単位：ｄＢ 

年度 

時間 
２０１７ 
（平成２９） 

２０１８ 
（平成３０） 

２０１９ 
（令和元） 

２０２０ 
（令和２） 

２０２１ 
（令和３） 

上段：環境基準 

下段：要請限度 

昼間 ６６ ６６ ６６ ６６ ６６ 
７０以下 

７５以下 

夜間 ６５ ６４ ６４ ６４ ６４ 
６５以下 

７０以下 
※昼間：午前６時から午後１０時まで、夜間：午後１０時から翌日午前６時まで 
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⑤ 光化学スモッグ 

目やのどに健康被害を及ぼす可能性のある光化学スモッグは、夏などの気温が高く、風

が弱い日に光化学オキシダントの濃度が高くなると発生し、県から注意報や警報が発令さ

れます。近年は、警報の発令はないものの、注意報は発令されています。 

光化学スモッグは、広範囲に及ぶ大気汚染問題であるため、国や県、近隣自治体との

連携による取組が求められます。 

 

表 ６-１４ 光化学スモッグの発令状況 

年度 

県南中部 
２０１７ 
（平成２９） 

２０１８ 
（平成３０） 

２０１９ 
（令和元） 

２０２０ 
（令和２） 

２０２１ 
（令和３） 

注意報 ６ ７ ６ ６ ２ 

警報 ― ― ― ― ― 

 

⑥ 公害苦情 

公害苦情は、増減を繰り返しながらおおむね年１０件前後で推移しており、騒音苦情、大

気汚染、悪臭の順となっています。 

自動車騒音や建設作業騒音だけでなく、人口密度の高い本市ならではの生活型公害

の抑制が快適な日常生活を送ることにつながります。 

 

表 ６-１５ 公害苦情の状況 

区分 

年度 

大気 

汚染 

水質 

汚濁 
騒音 振動 悪臭 

土壌 

汚染 
その他 合計 

２０１７ 

（平成２９） 
０ ０ ７ １ １ ０ ０ ９ 

２０１８ 

（平成３０） 
４ １ ７ ０ ４ ０ ０ １６ 

２０１９ 

（令和元） 
３ ０ ３ ０ １ ０ ０ ７ 

２０２０ 

（令和２） 
０ ０ ２ １ ２ １ ０ ６ 

２０２１ 

（令和３） 
０ ０ ４ ０ ０ ０ ０ ４ 

 

⑦ 市民環境意識調査 

前掲「取組方針８（１）④市民環境意識調査」で示したとおりです。 
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（２） 環境施策 

環境施策２１ 災害に強い社会基盤の整備 

 雨水貯留・浸透施設の設置を推進し、雨水の流出抑制を図ります。（再掲） 

 歩道等は透水性舗装や街路樹を整備し、雨水の表面流出を軽減します。（再掲） 

 雨水下水道未整備地区での整備を進めます。（再掲） 

 「蕨市地域防災計画」を適切に運用し、災害時の円滑な避難や災害廃棄物の適正な処

理について啓発を図ります。（再掲） 

 ハザードマップや出前講座等を通じて、市民・事業者の防災・減災への意識高揚を図り

ます。（再掲） 

 事業者に対しＢＣＰの作成を促します。（再掲） 

 ライフラインの施設・設備の計画的な更新を行います。（再掲） 

 防風林の役割を担う街路樹を整備するとともに、家庭の庭木や事業所の樹木の植栽の

啓発を図ります。（再掲） 

 

環境施策２２ 身近な環境問題への対応 

 都市・生活型公害を未然に防止するための啓発や情報発信を行います。 

 都市・生活型公害に関する苦情や相談に関して、適切かつ迅速に対応し、早期解決を心

がけます。 

 公共下水道の整備を推進するとともに、水質改善の大切さを啓発し、単独処理浄化槽か

ら合併処理浄化槽への転換を促進します。 

 

環境施策２３ 環境汚染対策の推進 

 県と連携して産業型公害に対する適正指導を行います。 

 環境経営が企業の評価指標の一つとなっていることを啓発し、環境負荷を低減する取組

を促進します。 

 定期的に大気測定、河川水質調査、ダイオキシン類調査、自動車騒音測定を実施し、生

活環境の監視を行います。 

 アスベストやＰＣＢ、ダイオキシン類等の有害物質は、県や関係機関と連携して工場・事

業場に対し適正指導・助言を行います。 
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（３） 環境配慮指針 

① 市民 

 水の大切さを認識し、環境負荷の少ない排水を心がけます。 

 生活音に配慮し、日常生活を送ります。 

 単独処理浄化槽管理者は、合併処理浄化槽への転換に努めます。 

 

② 事業者 

 法令に基づき公害防止に努め、規制基準を遵守します。 

 解体・改修時のアスベスト対策や電気工作物に含まれるＰＣＢ対策は、法令に基づき適

正に処分します。 

 

２． 成果指標と個別目標 

成果指標 現状（２０２１年度） 目標（２０３２年度） 

不法投棄回収件数 ３０２件 ２５０件 

さわやか環境の日・クリーン 

わらび市民運動参加者数 
６,６０２人※（２０２２年度） ７,０００人 

各種環境調査結果 

（大気、河川水質、 

ダイオキシン類、自動車騒音） 

すべて環境基準内 すべて環境基準内 

※「さわやか環境の日・クリーンわらび市民運動」は、毎年６月と１２月の年２回開催しており、計画策定時において

２０２２（令和４）年度における年２回の開催が既に実施済であるため、現状値として２０２２（令和４）年度の参加

者数を記載しています。  
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１． 施策の基本的な考え方とＳＤＧｓ 

１．１ 施策の基本的な考え方 

 

 

 

 

  

基本目標４． みんなで育む 人と緑が共生できるまち 

市域面積が日本一小さく、そうした中でも人口が増加傾向を示している本市では、公園・

緑地等の開発が難しいため、現存する緑を適切に維持管理します。一方、壁面や庭先、ベラ

ンダ等に身近な緑を増やします。 

自然とともに育まれた本市の歴史と文化を保護するとともに、それを貴重な資源として学

ぶ機会を提供し、みんなに親しまれるまちづくりを推進します。 

こうした取組は生涯学習の一つとして、心にゆとりを与えます。 

コラム⑨  緑の効果 

緑化は、地球温暖化に対する二酸化炭素吸収

源として再認識されるなど、その役割や効果に対

する期待が高まっています。 

公園や街路樹、社寺林などの植栽は、気象緩

和、水質保全、自然災害防止、大気浄化、騒音防

止など、多面的機能を有していますが、庭木やプ

ランターなど比較的小さな緑にも精神安定、目隠

し、情操教育などの効能が考えられます。 

また、市で実施している花いっぱい運動では、その展開を通じて地域交流が期待され、

人と緑のつながりは、レクリエーションや景観形成など、まちの基盤づくりに貢献します。 

個別の敷地面積が大きい住宅や事業場は多くありませんが、市内に占めるそれらの空間

総量は一定のものとなります。住宅では庭やベランダ、壁面、住棟間のペデストリアンデッ

キなど、事業場では、外構、壁面、屋根・屋上などへの植栽を進めることで、花や緑が充実

し、心豊かで快適な生活空間の創出が図られます。 
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１．２ 基本目標と取組方針の関係 

 
 

１．３ ＳＤＧｓへの貢献 

アイコン 目標（ゴール） 本市の貢献内容 

 

質の高い教育をみんなに 自然と歴史・文化を学ぶ機会を提供し、そ

の大切さを啓発します。 

 

住み続けられるまちづくりを 公園等の緑を保全するとともに、身近な緑

を創出し、快適なまちづくりに貢献します。 

 

気候変動に具体的な対策を 街路樹の整備、壁面や屋上、フェンス等の

緑化を推進し、風水害対策や暑さ対策を

推進します。 

 

陸の豊かさも守ろう 公園等の緑を保全するとともに、身近な緑

を創出し、緑の大切さを啓発します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方針１０ 身近な緑と生き物の保全 

取組方針１１ 歴史的資源の活用 

基本目標４ 

 みんなで育む 人と緑が共生できるまち 
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取組方針１０  身近な緑と生き物の保全 

緑には、精神の安定、日差しの緩和、粉じん（土埃）の飛散抑制などの役割があり、公園や屋

敷林、街路樹のようにまとまった緑は、小さな生態系の創出、防風、視線誘導など多機能な面を

有しています。 

公園等の公共用地の緑を保全するとともに、公共施設への壁面・屋上緑化など緑の創出を

検討します。 

また、緑の機能・役割を理解し、市民・事業者の緑に対する意識と保全行動を促進するため、

その大切さについて啓発し、庭先やベランダ等の敷地内の緑の適切な維持管理を促進するほ

か、生垣の設置補助制度を継続し、住宅地の緑の創出を促進します。 

しかしながら、本市だけでは緑の創出に限界があることから、県や近隣自治体と連携してま

とまった緑を共有し、環境教育やレクリエーションの機会の提供について検討します。 

 

（１） 現状と課題 

① 緑 

都心のベッドタウンとして発展し、人口密度が高い本市においては、生物相は極めて乏

しいと考えられますが、まちづくりを進める中で公園や緑地が点在し、人々に安らぎと潤い

を与えています。 

こうした緑を大切に守り育むとともに、壁面、屋上、フェンス、庭先、ベランダ等の緑化を

促進し、身近な緑を確保することが求められます。 

 

② 生き物 

本市は、都心のベッドタウンとして発展し、都市化の進展により人口密度が高い状態が

続いているため、緑が少なく生物相が豊かではありません。 

２０１３（平成２５）年３月に策定した第２次計画となる蕨市環境基本計画でも、基礎資料

調査として実施した市民環境意識調査では、「以前より生き物が減った」と回答されており、

トンボ、セミ、チョウなどの昆虫類、スズメ、ツバメなどの鳥類、カエル、ザリガニ、メダカなど、

主に田畑などの人里に棲む動植物の減少が挙げられていました。 

市街化が進んだ結果、かつて見られていた生き物たちが棲みにくい環境となっており、

生き物とその生息・生育環境、生態系に配慮したまちづくりに取り組んでいく必要がありま

す。 
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③ 市民環境意識調査 

市民環境意識調査では、「自然の豊かさ」に「満足」、「やや満足」とした回答は３０％強、

「公園や緑地、街路樹の整備状況」については５０％弱の満足度となっています。 

一方、行政に望む取組として気候変動対策・地球温暖化対策・脱炭素化の推進、道路・

公園・街路樹の整備、ごみ・廃棄物対策などが挙げられています。 

個人では取り組むことが難しい自然的環境を創出するため、行政や市民団体、事業者

などが連携・協働して取り組むことが求められます。 

 

 

図 ６-２４ 身近な環境についての満足度 

 

 

図 ６-２５ 今後行政に進めてほしい取組（再掲） 

 

（２） 環境施策 

環境施策２４ 公共用地の緑の保全と適切な維持管理の推進 

 公園や道路、まちの美化に向けて自主的に活動している市民団体に対し、花苗の提供と

ともに、表彰制度や支援内容の充実を検討します。（再掲） 

 公共施設の壁面・屋上緑化を進め、緑の創出を図るとともに、公園や街路樹を適切に管

理します。 

 

8%

11%

26%

37%

35%

31%

23%

16%

6%

4%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自然の豊かさ

公園や緑地・街路樹の整備状況

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

337

314

251

234

222

219

161

154

105

93

50

42

38

23

0 100 200 300 400

気候変動の影響による自然災害などへの対策

道路、公園、街路樹の整備

ごみの不法投棄に対する監視の充実

循環型社会（ごみの減量、リサイクル）の推進

地球温暖化対策及び脱炭素化の推進

緑・生き物・空気・水の保全

ペット飼育のマナー向上（ふんの放置など）の推進

環境調査・公害対策（騒音・振動・悪臭など）

国・県・近隣自治体との広域連携の充実

放置自転車・違法駐車対策

環境教育・環境学習の推進

環境に関する情報収集・公開

市民活動団体との連携・支援

その他
n=2,243（複数回答）
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環境施策２５ 民有地の緑の保全と適切な管理の促進 

 緑の大切さと多面的機能を啓発し、緑の創出意欲の向上を図ります。 

 生垣設置奨励補助金により家庭の緑化を支援します。 

 ６か所のファミリー菜園を通じて、土に親しむ機会を提供します。 

 「プランター・ファーム！ｉｎ わらび」を実施し、緑・土にふれあう機会を創出します。 

 蕨市まちづくり指導要綱に基づき、一定規模以上の宅地開発に際し、広場・緑地等の整

備を指導します。 

 壁面緑化や緑化フェンスの設置を啓発し、周辺環境の暑さ緩和や空調設備の省エネル

ギーを促進します。（再掲） 

 

環境施策２６ 社寺林・樹林の地域生態系に配慮した管理 

 保存樹木等を維持し、身近な緑の保全に努めます。 

 ホームページや広報紙等を通じて、地域生態系の大切さを啓発し、地域に適した樹木の

植栽を促進します。 

 

（３） 環境配慮指針 

① 市民 

 庭先やベランダ、緑のカーテンなど身近な緑を増やします。 

 生垣の補助制度を活用し、住宅地の緑の拡大に貢献します。 

 社寺林や樹木の保全に協力します。 

 

② 事業者 

 生態系や生物多様性について理解を深め、事業活動や開発の際には、自然環境に配慮

します。 

 敷地内の緑を適切に維持管理するとともに、壁面、屋上、フェンスなど更なる緑化の創出

に貢献します。 

 樹木の保全に協力します。 
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   取組方針１１  歴史的資源の活用 

本市は、かつては中山道の宿場町として発展し、特に中山道蕨宿には歴史的資源も多いこと

から、これらを活かした良好な景観形成を推進します。加えて、本市の自然と歴史・文化をたど

る散策ルートのＰＲを継続するとともに、出前講座や各種イベント時の啓発活動、あわせて自然

との深い関わりについて学ぶ機会を提供します。 

 

（１） 現状と課題 

① 歴史的資源 

本市には、旧中山道を中心に貴重な歴史的資源が存在します。歴史は人々の生活と深

い関わりを持ちながら育まれてきました。これらを活用するとともに、学ぶ機会を提供し、

本市の付加価値とすることが求められます。 

 

② 市民環境意識調査 

前掲「取組方針１０（１）③市民環境意識調査」で示したとおりです。 

 

（２） 環境施策 

環境施策２７ 歴史的資源を活かした景観づくり 

 歴史的景観資源に調和する街並みの形成を誘導します。 

 良好な景観を確保するため、ホームページ等で「蕨市景観計画」を周知します。 

 

環境施策２８ 歴史・文化資源の活用 

 講座やイベント等を通じて歴史・文化に関する理解・知識を深め、まちへの愛着を育んで

いきます。 

 各種団体と連携して、まち歩きツアーやウォーキングイベントを行い、本市の魅力をＰＲし

ます。 

 

（３） 環境配慮指針 

① 市民 

 自然と歴史・文化に関わるイベント等に参加し、本市の歴史と文化についての知識を深

めます。 

 

② 事業者 

 自然と歴史・文化に関わるイベント等の開催を支援し、本市の歴史と文化の保全に貢献

します。 
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２． 成果指標と個別目標 

成果指標 現状（２０２１年度） 目標（２０３２年度） 

蕨市生垣設置奨励補助金の 

交付件数 
６件（累計） １６件（累計） 

花いっぱい運動を行う 

公園等の団体数 
４１団体 ４２団体 

「プランター・ファーム！ 

ｉｎ わらび」の取組 
新規 市内全域で展開 
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１． 施策の基本的な考え方とＳＤＧｓ 

１．１ 施策の基本的な考え方 

 

 

  

基本目標５． みんなで進める エコ・コミュニティのまち 

本市は、人と人のつながりが強く、豊かなコミュニティが形成されています。イベント等の開

催を通じて地域交流を更に促進し、環境保全活動の基盤を構築します。 

また、環境教育・環境学習の機会の提供を増やし、将来を担う子どもたちの教育レベルに

合った学習方法や、生涯学習としての啓発活動を推進します。 

コラム⑩  蕨市環境フォーラム 

環境教育の一環として市では定期的に「環境フォーラム」を開催し、市民向けに環境保

全に関する啓発を行っています。 

２０２２（令和４）年１０月に開催した蕨市環境フォー

ラムでは、認定ＮＰＯ法人環境ネットワーク埼玉の代表

理事 星野弘志氏を講師に迎え、「カーボンニュートラ

ル実現のために私たちにできること」と題して講演い

ただきました。 

地球温暖化による気温上昇のしくみを丁寧に解説

いただき、市域から排出される温室効果ガスの約 

４５％が家庭から排出されていることが示されまし

た。 

温室効果ガス排出量を減らす家庭でできる取組と

は、節電や窓の断熱化など「使うエネルギーを減らす

こと」、太陽光発電や環境保全貢献の電力会社への切

替など「エネルギーを創る・選ぶこと」、熱中症対策や

打ち水をするなど「気候変動の影響に備えること」を

勧めました。 

これらの取組は、決して生活の質を犠牲にするものではなく、経費削減や健康増進に

つながる生活の質を向上させる面も大きいことを示しています。 

講演資料の一部 
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１．２ 基本目標と取組方針の関係 

 
 

１．３ ＳＤＧｓへの貢献 

アイコン 目標（ゴール） 本市の貢献内容 

 

質の高い教育をみんなに 環境教育・環境学習を通じて環境の大切

さについて啓発します。 

 

人や国の不平等をなくそう 環境保全行動を浸透させ、あらゆる主体

による協働を目指します。 

 

住み続けられるまちづくりを 近隣や地域コミュニティを豊かなものと

し、誰もが安心して快適に暮らせるまちづ

くりを目指します。 

 

パートナーシップで目標を達成し

よう 

近隣自治体や県内外、国際交流を通じて

様々な環境課題の解決に貢献します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組方針１２ 環境教育・環境学習の充実 

取組方針１３ パートナーシップの推進 

基本目標５ 

 みんなで進める エコ・コミュニティのまち 
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取組方針１２  環境教育・環境学習の充実 

環境保全活動について連携・協働するには、環境情報を共有することが大切です。蕨市公衆

衛生推進協議会などと連携した情報共有体制を構築するほか、県や近隣市とも連携し、環境

に関する情報について広く収集できる体制を整備します。 

市から蕨市環境状況報告書として環境調査結果や、環境フォーラム、さわやか環境の日・ク

リーンわらび市民運動などのイベント開催結果などが公表されています。また、企業を中心に環

境報告書やＰＲＴＲ（化学物質排出量・移動量届出）が公表されたり、ＳＤＳ（安全データシート）

など化学物質の取り扱いに関する情報が公開されたりしています。これらの情報を集約し、広

報紙やホームページ、ＳＮＳなどを活用して広く市民・事業者に対して発信に努めます。 

私たちは、環境問題を正しく理解し、解決策に向けた適切な取組を進めていくことが大切で

す。そうした取組の一環として、県と連携した環境カウンセラーや産学官連携による大学の講師、

産業分野のスペシャリストなどを招いた啓発活動を推進し、集団で環境保全活動に取り組む先

導者を育成します。 

また、環境に関心のない人に興味を持ってもらうことが環境保全活動の継続につながります。

祭りやその他イベント等の開催時には、環境ブースを設け、地域交流を深めながら啓発を図り

ます。 

 

（１） 現状と課題 

① 環境教育・環境学習 

学校では、学年に応じた環境に関する学習を進めているほか、蕨戸田衛生センター組

合と連携し、身近なごみや資源の問題を学習し、施設見学を行っています。 

また、定期的に開催している環境フォーラムや、要請のあった関係機関などへの出前講

座の開催、各種イベントを通じて環境の大切さや、地球温暖化対策について啓発活動を

行っています。 

市が取り組んだ事業を中心に、その進捗状況について蕨市環境状況報告書として作成

し、ホームページ等で掲載しています。 

 

② 市民環境意識調査 

「将来の蕨市の環境にとって大切だと思うこと」や「今後行政に進めてほしい取組」では、

環境情報の共有、地域コミュニティの活性化などへの重要度が低い傾向となっています。 

環境保全活動や各主体の協働には、こうした取組が基盤になることから、環境教育・環

境学習等を通じて啓発していく必要があります。 
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図 ６-２６ 将来の蕨市の環境にとって大切だと思うこと（再掲） 

 

 

図 ６-２７ 今後行政に進めてほしい取組（再掲） 

 

（２） 環境施策 

環境施策２９ 環境情報共有体制の構築 

 蕨市公衆衛生推進協議会などと連携した情報共有体制を構築します。 

 県や近隣市と連携し、環境に関する情報の収集・提供体制を構築します。 

 

 

 

346 

299 

293 

282 

261 

213 

194 

138 

137 

116 

45 

23 

0 100 200 300 400

ごみなどが落ちていないきれいなまち

交通の安全性が確保されたまち

閑静で心おだやかになれるまち

交通の利便性が高いまち

公園や広場などの憩いの場があるまち

街並みや景観が美しいまち

緑が豊かなまち

空気のきれいなまち

地球環境にやさしい取組を進めるまち

地域コミュニティが活発なまち

環境に関する情報提供が充実したまち

その他
n=2,347（複数回答）

337

314

251

234

222

219

161

154

105

93

50

42

38

23

0 100 200 300 400

気候変動の影響による自然災害などへの対策

道路、公園、街路樹の整備

ごみの不法投棄に対する監視の充実

循環型社会（ごみの減量、リサイクル）の推進

地球温暖化対策及び脱炭素化の推進

緑・生き物・空気・水の保全

ペット飼育のマナー向上（ふんの放置など）の推進

環境調査・公害対策（騒音・振動・悪臭など）

国・県・近隣自治体との広域連携の充実

放置自転車・違法駐車対策

環境教育・環境学習の推進

環境に関する情報収集・公開

市民活動団体との連携・支援

その他
n=2,243（複数回答）



第６章  施策の展開 

  

93 

 

環境施策３０ 環境情報発信方法の拡充 

 蕨市環境状況報告書を作成・公表し、環境に関する情報を発信します。 

 スマートデバイスを活用した環境情報の発信を検討します。 

 市民や市民団体、企業等が発信した環境情報を集約し、広く周知する方法を検討します。 

 

環境施策３１ 環境教育・学習内容・イベントの充実 

 教科全般における環境教育や委員会活動を通じて、児童・生徒が環境保全に取り組むと

ともに、より良い環境の創造に積極的に参加する意欲・態度を育成します。 

 児童・生徒に対しては教育委員会と連携し、県の環境カウンセラーや、産学官連携による

大学の講師、民間企業などと協力して出前講座を開催します。 

 各種イベント等を通じて環境リーダーの発掘を検討します。 

 

（３） 環境配慮指針 

① 市民 

 市のホームページや広報紙、国や国際機関のホームページ等から環境問題やその解決

方法等について情報収集し、知識を深めます。 

 環境に関する講座やセミナー、イベント等に積極的に参加し、知見を共有するとともに人

材交流を図ります。 

 

② 事業者 

 自らの事業活動について、環境保全の貢献性を公表するとともに、国や国際機関、企業

団体等から環境に関する情報を収集し、環境保全の貢献につなげます。 

 従業員に対し、環境教育・環境学習の機会を提供し、正しい知識の習得を奨励します。 
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取組方針１３  パートナーシップの推進 

環境問題に関する国際的な動向や広域的な課題については、国や県から情報を収集するほ

か、生活環境等の身近な環境問題とその解決方法についても、近隣市や関係団体と情報共有

し、広域連携の強化を推進します。 

また、地球温暖化やそれに伴う気候変動に関する情報は、埼玉県地球温暖化防止活動推進

センター及び埼玉県気候変動適応センターと連携し、緩和策及び適応策を推進します。 

そうした中、人口が増加傾向である本市では、環境保全意識を醸成することで、活動の輪を

広げ、快適なまちづくりを推進することが重要です。しかしながら、環境保全活動を行っている

一部の市民団体では高齢化などにより、活動存続の課題があることから、環境ボランティアの

増員に向けて、あらゆる媒体を駆使し、その活動を支援します。 

 

（１） 現状と課題 

① 協働 

さわやか環境の日・クリーンわらび市民運動は、２０２０（令和２）年と、２０２１（令和３）年

の１回目の計３回については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止しま

したが、２０２１（令和３）の２回目から再開し、３,０００人以上の参加によって協働による環

境美化活動が実施されました。 

また、蕨市公衆衛生推進協議会と連携し、町会単位で環境や廃棄物について意見交換

が行われています。 

わらびネットワークステーションは、ＮＰＯ法人わらび市民ネットと市が協働で運営し、市

民活動の情報収集・発信をはじめ、人材や団体の育成、活動に関する相談の受付など、市

民活動をサポートしています。 

 

② 市民環境意識調査 

「まちの大きさ」、「近隣との関係性」、「コミュニティ活動の充実」について、「満足」、「や

や満足」との回答を合計すると、それぞれ、６０％、約５０％、約３０％となっています。また、

「重要」、「やや重要」の合計は、それぞれ約４０％、約７０％、約５０％となっています。 

近隣に配慮した行動やコミュニティ活動を充実させることが地域交流を活性化し、環境

保全活動につながると考えられます。 
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図 ６-２８ 身近な環境の満足度 

 

 

図 ６-２９ 身近な環境の重要度 

 

（２） 環境施策 

環境施策３２ 国・県・近隣自治体との広域連携の強化 

 国・県・近隣自治体等との広域連携を強化します。 

 国・県・関係機関等から環境に関する情報を収集します。 

 身近な環境問題について、近隣市と情報共有します。 

 埼玉県地球温暖化防止活動推進センター及び埼玉県気候変動適応センターと連携し、

緩和策及び適応策を推進します。 

 

環境施策３３ 各主体連携体制構築の推進 

 環境保全の協働を推進するため、市民、事業者、行政のより円滑な連携体制の構築を目

指します。 

 環境保全活動に関わる団体の育成・支援に努めるため、わらびネットワークステーション

と連携を図ります。 

 環境保全活動に積極的な市民活動団体と連携を図ります。 

 各種イベント等を通じて市民の環境保全意識の向上を図り、各種活動につなげていきま

す。 

24%

15%

6%

36%

36%

23%

31%

39%

60%

5%

6%

7%

1%

2%

2%

4%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

まちの大きさ（コンパクトシティ）

近隣との関係性

コミュニティ活動の充実

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

10%

28%

13%

28%

40%

35%

35%

23%

38%

14%

2%

6%

4%
0.5%

2%

8%

7%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

まちの大きさ（コンパクトシティ）

近隣との関係性

コミュニティ活動の充実

重要 やや重要 どちらともいえない

あまり重要ではない 重要ではない 無回答
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（３） 環境配慮指針 

① 市民 

 環境ボランティアの活動に積極的に参加し、情報交換を行うとともに環境保全に貢献し

ます。 

 各種団体との交流を図り、環境保全活動のネットワークを広げます。 

 

② 事業者 

 市、市民との交流を図り、環境保全活動のネットワークを広げます。 

 市民団体が取り組む環境保全活動に協力・支援します。 

 

２． 成果指標と個別目標 

成果指標 現状（２０２１年度） 目標（２０３２年度） 

他自治体・民間企業等との 

カーボンオフセットに関する 

協定締結の数 

新規 ５件 

わらびネットワーク 

ステーションの環境関係 

団体登録数 

６団体 １０団体 
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第７章 計画の推進体制と進捗管理 

 

１．計画の推進体制 

２．計画の進捗管理 
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１． 計画の推進体制 

前掲「基本目標５．みんなで進める エコ・コミュニティのまち」で示したように、一人ひとりの

環境保全活動のほかに、個人では解決できない課題を市民、事業者、行政の協働によって解

消に向けた取組を推進します。 

なお、本計画の運用については、次の組織が中心となって運用し、市民、事業者に対して活

動の輪を広げます。 

 

１．１ 蕨市環境審議会 

「蕨市環境基本条例」第２３条に基づき設置される組織で、学識経験者、市議会議員、市民の

代表、事業者の代表、関係行政機関の職員から構成されます。 

市長の諮問に応じ、環境基本計画の調査審議を行うとともに、環境の保全及び創造に関し、

客観的な立場から意見・提言を行います。 

 

１．２ 蕨市環境基本計画策定庁内連絡会 

庁内の管理職クラスから構成された組織で、環境基本計画の運用、環境施策の進捗に関し

て方向性等について検討し、横断的な調整を図ります。 

 

１．３ 事務局（市民生活部安全安心推進課生活環境係） 

本計画を所管する部署に置き、本計画の調整、各会議の進行・調整等を行います。 

 

２． 計画の進捗管理 

本計画の環境施策を着実に実行するため、進捗管理はＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき、

Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ（点検）、Ａｃｔｉｏｎ（改善）を繰り返し、計画運用の実効性を高

めていきます。 

 

 

 

 
Ａｃｔｉｏｎ

（改善）

Ｐｌａｎ

（計画）

Ｄｏ

（実行）

Ｃｈｅｃｋ

（点検）

Ｐｌａｎ（計画） 

本計画の策定並びに本計画に基づく環境施策・取組を

立案します。 

Ｄｏ（実行） 

各施策を展開し、各主体の取組を実践します。 

Ｃｈｅｃｋ（点検） 

本計画の運用状況について把握し、年次報告書を作成

し公表します。 

Ａｃｔｉｏｎ（改善） 

本計画の方向性や各取組を見直し、計画運用に反映さ

せます。 
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資料１ 諮問 

 

蕨第０ ４ １ １ １ ６号 

令和４年１１月１６日 

 

蕨市環境審議会  

会長 植田 富美子 様 

 

蕨市長 賴髙 英雄 

 

 

 

第３次蕨市環境基本計画の策定について（諮問） 

 

 

 蕨市環境基本条例第２３条の規定に基づき、蕨市環境基本計画の策定について、調査、審議を

求めます。 
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資料２ 答申 

 

令和 5年 3月 7日 

 

蕨市長 賴髙 英雄 様 

 

蕨市環境審議会 

会長 植田 富美子 

 

第３次蕨市環境基本計画の策定について（答申） 

 

令和４年１１月１６日付蕨第０４１１１６号をもって諮問された第３次蕨市環境基本計画の策定につ

いて、本審議会は慎重に審議を重ねた結果、本計画は概ね妥当であると認め答申いたします。 

なお、計画の推進にあたっては、下記の事項に留意されるよう申し添えます。 

 

記 

 

1. 望ましい環境像「みんなで未来へつなぐ 快適で持続可能なまち わらび ～日本一のエコ

シティわらびへ～」の実現に向けて、内容に関して十分な周知を図り、市民、事業者、市が連

携し、取組を推進していくこと。 

 

2. 本計画の推進にあたっては、適切な進行管理を行い、５つの重点プロジェクトをはじめ、各種

施策を着実に実施していくこと。 

 

3. 本計画は、「蕨市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）」、「蕨市気候変動適

応計画」を包含した計画であり、温室効果ガスの市域等の削減目標の実現、更には脱炭素

社会の実現に向けて、地域ぐるみで積極的に取り組んでいくこと。 

 

4. 地球温暖化対策や気候変動への適応、脱炭素社会の実現に向けた潮流や、環境問題に対

する社会情勢の変化の速さ等を鑑み、計画の見直し等は適切かつ柔軟に対応すること。 

 

 

以上 
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資料３ 蕨市環境基本条例 

平成１３年３月３０日条例第３号 

蕨市環境基本条例 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 環境の保全及び創造に関する基本的施策等（第８条―第 17条） 

第３章 環境の保全及び創造のための推進体制（第 18条―第 22条） 

第４章 環境審議会（第 23条） 

附則 

 

私たちのまち蕨市は、かつて中山道の第２の宿場として、また織物の生産地として近郷の中心

的な役割を果たしてきた。また、近年は、首都圏の近郊都市として都市化が進展するなか、武蔵

野の大地の恩恵を享受し、多くの先人が築いてきた独自の生活や文化を継承しながら着実に発

展を続けてきた。 

しかしながら、利便性や物質的な豊かさを追求する私たちの考え方、大量生産・大量消費・大

量廃棄型の社会経済活動や生活様式は、様々な資源やエネルギーを大量に消費し、自然の再生

能力や浄化能力を超えるほど環境への負荷を増大させており、その結果すべての生物の存続の

基盤である地球環境を脅かすまでに至っている。 

また、蕨市においても特に緑地空間の減少、用水路・水辺の喪失、自動車公害、廃棄物の問題

等、過密都市ゆえの身近な環境に係る諸問題も深刻化しつつある。 

こうした中、私たち蕨市民は「みんなで力を合わせ、住みよい、美しいまちをつくること」を蕨市

民憲章で宣言し、コミュニティ活動を推進し、更に、公害防止や自然環境保全などに取り組んでき

た。 

しかし、今日の環境問題は、複雑で多種多様化しており、輝かしい 21世紀を迎えた今、環境へ

の負荷の少ない持続的に発展が可能な循環型社会に変えていくとともに、地球環境保全のため

の新たな取組を積極的に進めていくことが求められている。 

ここに、私たちは、市民、市、事業者、市民団体等すべての者の参加と協働により、かけがえの

ない自然を守り、環境にやさしい日常生活を営み、誰もが安心して快適に生き生きと暮らせるま

ちづくりを目指して、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、環境の保全及び創造に関し、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民

の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定める

ことにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び
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将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、

環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

２ この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴

って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下

及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生

活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。）に係る被害が生ずることをいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、現在及び将来の市民が潤いと安らぎのある恵み豊かな環境の

恵沢を享受するとともに、人類の存続基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切

に推進されなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、すべての者が環境への負荷を低減することその他の行動を自主的

かつ積極的に行うことによって、自然の物質循環を損なうことなく持続的に発展することができ

る社会が構築されるように推進されなければならない。 

３ 環境の保全及び創造は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることにかんがみ、

すべての事業活動及び日常生活において推進されなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める環境の保全及び創造についての基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責

務を有する。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる

ばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため

に必要な措置を講ずる責務を有する。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって

は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる事項に努めなければならない。 

(１) 事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られること

となるように必要な措置を講ずること。 

(２) 事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の

低減に資すること。 

(３) 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用すること。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う

環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造に自ら努めるとともに市が実施する環境の

保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴
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う環境への負荷の低減に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めると

ともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

（施策の公表） 

第７条 市長は、毎年、環境の状況及び環境の保全等に関して講じた施策を公表するものとする。 

第２章 環境の保全及び創造に関する基本的施策等 

（環境への配慮の優先） 

第８条 市は、すべての施策の策定及び実施に当たっては、環境優先の理念の下に、環境への負

荷の低減その他の環境の保全及び創造のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（環境基本計画） 

第９条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、蕨市

環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を策定するものとする。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び総合的な施策の大綱 

(２) その他環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な

事項 

３ 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ市民の意見を聴くとともに、第23

条に定める蕨市環境審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（環境基本計画との整合） 

第 10 条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環

境基本計画との整合を図らなければならない。 

（環境の保全上の支障を防止するための措置） 

第 11 条 市は、騒音、振動、悪臭その他生活環境及び自然環境に支障を及ぼすおそれのある行

為に関し、必要な規制措置を講ずるものとする。 

（助成措置） 

第 12 条 市は、市民、事業者及び市民団体が環境の保全及び創造のための活動を促進するた

め、助成等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（環境の保全及び創造に資する事業等の推進） 

第 13 条 市は、下水道、廃棄物の処理施設その他環境の保全上の支障の防止に資する施設の

整備を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市は、公園、緑地等の整備その他の都市の快適な生活環境の創造に資する施設の整備の推

進に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進） 

第 14 条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務、エネルギ

ー等の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
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（環境教育及び環境学習の推進） 

第 15 条 市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の推進並びに広報活動の充実によ

り、事業者及び市民が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、環境の保全及

び創造に関する活動を行う意欲が増進されるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

（情報の提供） 

第 16 条 市は、前条の環境教育及び環境学習の推進並びに市民団体の活動の促進に資するた

め、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他の環境の保全及び創造

に関する必要な情報を適切に提供するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（市民等の意見の反映） 

第 17 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策に、市民、事業者、市民団体等の意見を反映

することができるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

第３章 環境の保全及び創造のための推進体制 

（総合調整のための体制の整備） 

第 18 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策について総合的に調整し、及び推進するため

に必要な体制を整備するものとする。 

（監視等の体制の整備） 

第 19 条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必

要な調査、監視及び測定の体制を整備するものとする。 

（地球環境の保全及び国際協力） 

第 20 条 市は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資する施策

の推進に努めるものとする。 

２ 市は、国、埼玉県及び関係機関と連携して、地球環境の保全に関し、国際協力の推進に努め

るものとする。 

（国及び他の地方公共団体との協力） 

第 21 条 市は、広域的な取組が必要とされる環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実

施に当たっては、国、埼玉県及び他の地方公共団体と協力して推進するものとする。 

（市民団体等との協働） 

第 22 条 市は、環境の保全及び創造に取り組む市民団体等を育成するために必要な支援を行

うとともに、協働して施策が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

第４章 環境審議会 

（環境審議会） 

第 23条 環境基本法（平成５年法律第 91号）第 44条の規定に基づき、蕨市環境審議会（以下

「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事項について調査審議するものとする。 

(１) 環境基本計画に関すること。 

(２) その他環境の保全及び創造に関し必要な事項に関すること。 
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３ 審議会は、委員 13人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 市議会議員 

(３) 市民の代表 

(４) 事業者の代表 

(５) 関係行政機関の職員 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例（以下「新条例」という。）は、平成 13年４月１日から施行する。 

（蕨市環境審議会条例の廃止） 

２ 蕨市環境審議会条例（昭和 41年蕨市条例第９号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 新条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の蕨市環境審議会条例第２条の規定により

任命されている委員（以下「廃止前の委員」という。）は、新条例第 23 条の規定により、委員と

して委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、

同条第４項の規定にかかわらず、同日における廃止前の委員としての任期の残任期間と同一

の期間とする。 
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資料４ 蕨市環境審議会名簿 

 

（順不同、敬称略） 

氏  名 選 出 区 分 備 考 

本城 慶多 学識経験者（埼玉県環境科学国際センター）  

山𦚰 紀子 市議会議員（環境福祉経済常任委員長）  

今井 陽子 市議会議員（環境福祉経済常任副委員長）  

植田 富美子 市民の代表（町会長） 会長 

星野 晃子 市民の代表（町会長）  

堺    謙治 市民の代表（蕨市公衆衛生推進協議会）  

今井 須己子 市民の代表（公募）  

南   直冴 市民の代表（公募）  

芳野  昇 事業者の代表（商業関係者）  

德丸 平太郎 事業者の代表（工業関係者） 会長代理 

青木 一人 関係行政機関の職員（埼玉県南部保健所）  

高山 みどり 関係行政機関の職員（埼玉県中央環境管理事務所）  

小柴 正樹 関係行政機関の職員（蕨市市民生活部長）  
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資料５ 蕨市環境基本計画策定庁内連絡会名簿 

 

氏  名 所  属 

小柴 正樹 市民生活部長 

赤羽  悟 総務部庶務課長 

佐藤 則之 総務部政策企画室長 

加藤 宏之 市民生活部安全安心推進課長 

松永 祐希 市民生活部商工生活室長 

丸山 友之 都市整備部まちづくり推進室長 

齊藤 純一 都市整備部建築課長（次長） 

榎戸  晃 都市整備部道路公園課長 

青鹿  正 都市整備部区画整理課長（次長） 

外裏 雅一 都市整備部下水道課長 

小山 晃弘 教育部学校教育課長（次長） 

加納 克彦 教育部生涯学習スポーツ課長（次長） 

尾上  聡 水道部業務課長 
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資料６ 市民環境意識調査結果 

１．回答者自身について 

（１）性別 

 

項目 
回答 

数 

構成比 

（％） 

男性 345 42.3 

女性 454 55.7 

無回答 16 2.0 

合計 ８１５ １００ 
 

（２）年齢 

 

項目 
回答

数 

構成比 

（％） 

18・19歳 8 1.0 

20歳代 61 7.5 

30歳代 98 12.0 

40歳代 129 15.8 

50歳代 149 18.3 

60歳代 122 15.0 

70歳代 162 19.9 

80歳代以上 78 9.6 

無回答 8 1.0 

合計 ８１５ １００ 
 

（３）居住地区 

 

項目 
回答 

数 

構成比 

（％） 

錦町 112 13.7 

北町 120 14.7 

中央 251 30.8 

南町 133 16.3 

塚越 187 22.9 

無回答 12 1.5 

合計 ８１５ １００ 
 

345
42.3%

454
55.7%

16
2.0%

男性

女性

無回答

n=815

8

61

98

129

149

122

162

78

8

0 50 100 150 200

18・19歳

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代以上

無回答

112
13.7%

120
14.7%

251
30.8%

133
16.3%

187
22.9%

12
1.5%

錦町

北町

中央

南町

塚越

n=815
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（４）居住年数 

 

項目 
回答 

数 

構成比 

（％） 

3年未満 81 9.9 

3～5年 63 7.7 

6～10年 88 10.8 

11～20年 162 19.9 

21年以上 411 50.4 

無回答 10 1.2 

合計 ８１５ １００ 
 

（５）居住形態 

 

項目 
回答 

数 

構成比 

（％） 

戸建（持ち家） 400 49.1 

戸建（借家） 19 2.3 

集合住宅（分譲） 188 23.1 

集合住宅（賃貸） 193 23.7 

その他 8 1.0 

無回答 7 0.9 

合計 ８１５ １００ 
 

（６）職業 

 

項目 
回答 

数 

構成

比 

（％） 

自営業 44 5.4 

正社員 242 29.7 

経営者・会社役員 22 2.7 

契約・派遣社員 61 7.5 

パート・アルバイト 121 14.8 

専業主婦（主夫） 94 11.5 

学生 18 2.2 

無職 192 23.6 

その他 12 1.5 

無回答 9 1.1 

合計 ８１５ １００ 
 

81
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88
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0 100 200 300 400 500

3年未満
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6～10年
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21年以上
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その他

無回答
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9
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自営業

正社員

経営者・会社役員

契約・派遣社員
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専業主婦（主夫）

学生

無職

その他

無回答
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（７）世帯構成 

 

項目 
回答 

数 

構成比 

（％） 

ひとり暮らし 143 17.5 

夫婦のみ 220 27.0 

二世代世帯 

（親と子） 
393 48.2 

三世代世帯 28 3.4 

その他 19 2.3 

無回答 12 1.5 

合計 ８１５ １００ 
 

（８）日中活動する主な場所 

 

項目 
回答 

数 

構成比 

（％） 

蕨市内 431 52.9 

埼玉県内 

（蕨市以外） 
164 20.1 

埼玉県外 207 25.4 

無回答 １３ １.６ 

合計 ８１５  １００ 
 

（９）－１ 車の所有 

 
 

項目 
回答 

数 

構成比 

（％） 

所有していない 311  38.2 

所有している 495 60.7 

無回答 9 1.1 

合計 ８１５ １００ 
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17.5%

220
27.0%

393
48.2%

28
3.4%

19
2.3%
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1.5%
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無回答

n=815
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（９）－２ （９）－１で「車を所有している」と回答した人の所有台数 

 

項目 
回答 

数 

構成比 

（％） 

1台 371 74.9 

2台 53 10.7 

3台 8 1.6 

4台 2 0.4 

5台 1 0.2 

無回答 60 12.1 

合計 ４９５ １００ 
 

（９）－３  （９）－１で「車を所有している」と回答した人の車の利用頻度 

 

項目 
回答 

数 

構成比 

（％） 

ほぼ毎日 143 28.9 

おおむね平日 77 15.6 

おおむね週末 177 35.8 

ほぼ使用しない 27 5.5 

無回答 71 14.3 

合計 ４９５ １００ 
 

（１０）再生可能エネルギー設備等の活用 

 

項目 
回答 

数 

構成比 

（％） 

次世代自動車（EV、

PHV、FCV） 
55 ２９.４ 

太陽光発電システム 37 １９.８ 

家庭用燃料電池 34 １８.2 

蓄電池 24 １2.８ 

電気自動車充給電

設備 
16 ８.６ 

雨水貯留施設 9 ４.８ 

HEMS（ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰ 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ） 
8 ４.３ 

その他 4 ２.１ 

合計 １８７ １００ 
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（                    ）
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２．身近な環境について 

（１）市内の身近な環境に関する満足度 

 

 

 

220

221

226

157

198

142

125

86

83

69

88

98

62

78

81

67

60

44

47

375

369

343
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290

288

294

301

302

309
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203

214

208

220

188
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133

220

255
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249

250

309

415

234

281

317

285

304

262

490

57

62
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51

37

35

52

128

136

129

101

57

187

172

144

187

183

219

61

19

13

26

20

5

4

17

30

33

40

32

12

68

59

55

47

43

55

14

14

13

12

13

30

16

12

20

12

18

19

17

17

15

15

15

17

15

15

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生活の利便性（買物や公共施設の利用）

交通の利便性

日当たりの良さ

下水道の整備状況（水質悪化、悪臭など）

まちの大きさ（コンパクトシティ）

災害に遭う頻度

近隣との関係性

公園や緑地・街路樹の整備状況

まちの静かさ（道路騒音・工場騒音など）

生活公害（近隣騒音・振動、悪臭など）

放置自転車・違法駐車、        などの問題

大気汚染の発生頻度

道路の整備状況（老朽化・幅員・歩道の整備など）

ペット飼育のマナー（ふんの放置など）

鳥の群れによる騒音やふん害など

自然の豊かさ

まちの景観

まちの美しさ（放置ごみ、ポイ捨てなど）

コミュニティ活動の充実

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答
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項目 満足 
やや 

満足 

どちらとも 

いえない 

やや 

不満 
不満 

無 

回答 

生活の利便性 

（買物や公共施設の利用） 
220 375 130 57 19 14 

交通の利便性 221 369 137 62 13 13 

日当たりの良さ 226 343 133 75 26 12 

下水道の整備状況 

（水質悪化、悪臭など） 
157 354 220 51 20 13 

まちの大きさ（コンパクトシティ） 198 290 255 37 5 30 

災害に遭う頻度 142 288 330 35 4 16 

近隣との関係性 125 294 315 52 17 12 

公園や緑地・街路樹の整備状況 86 301 250 128 30 20 

まちの静かさ（道路騒音・工場騒音

など） 
83 302 249 136 33 12 

生活公害 

（近隣騒音・振動、悪臭など） 
69 309 250 129 40 18 

放置自転車・違法駐車、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ

などの問題 
88 266 309 101 32 19 

大気汚染の発生頻度 98 216 415 57 12 17 

道路の整備状況 

（老朽化・幅員・歩道の整備など） 
62 247 234 187 68 17 

ペット飼育のマナー 

（ふんの放置など） 
78 210 281 172 59 15 

鳥の群れによる騒音やふん害など 81 203 317 144 55 15 

自然の豊かさ 67 214 285 187 47 15 

まちの景観 60 208 304 183 43 17 

まちの美しさ 

（放置ごみ、ポイ捨てなど） 
44 220 262 219 55 15 

コミュニティ活動の充実 47 188 490 61 14 15 
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（２）市内の身近な環境に関する重要度 

 

379

391

381

382

335

273

323

310

419

260

267

213

198

246

227

305

229

103

83

312

285

292

278

318

377

326

333

211

369

332

377

377

325

337

258

324

287

230
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73

75

91

83

91
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120
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141

133

144

163

170

181

184

306
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8

5

8

7

14
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5
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14

26

32

20

18
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113

1

4

2

3

1

3

2

6

1

2

4

4

2

2

4

13

34

57

57

57

57

62

57

64

58

60

63

60

64

60

57

61

57

56

60

69

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

まちの美しさ（放置ごみ、ポイ捨てなど）

生活の利便性（買物や公共施設の利用）

交通の利便性

下水道の整備状況（水質悪化、悪臭など）

日当たりの良さ

まちの静かさ（道路騒音・工場騒音など）

生活公害（近隣騒音・振動、悪臭など）

道路の整備状況（老朽化・幅員・歩道の整備など）

災害に遭う頻度

公園や緑地・街路樹の整備状況

ペット飼育のマナー（ふんの放置など）

まちの景観

自然の豊かさ

鳥の群れによる騒音やふん害など

放置自転車・違法駐車、        などの問題

大気汚染の発生頻度

近隣との関係性

コミュニティ活動の充実

まちの大きさ（コンパクトシティ）

重要 やや重要 どちらともいえない あまり重要ではない 重要ではない 無回答
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項目 重要 
やや 

重要 

どちらとも 

いえない 

あまり重要 

ではない 

重要で 

はない 

無 

回答 

まちの美しさ 

（放置ごみ、ポイ捨てなど） 
379 312 58 8 1 57 

生活の利便性 

（買物や公共施設の利用） 
391 285 73 5 4 57 

交通の利便性 381 292 75 8 2 57 

下水道の整備状況 

（水質悪化、悪臭など） 
382 278 91 7 0 57 

日当たりの良さ 335 318 83 14 3 62 

まちの静かさ 

（道路騒音・工場騒音など） 
273 377 91 16 1 57 

生活公害 

（近隣騒音・振動、悪臭など） 
323 326 88 11 3 64 

道路の整備状況 

（老朽化・幅員・歩道の整備

など） 

310 333 94 18 2 58 

災害に遭う頻度 419 211 120 5 0 60 

公園や緑地・街路樹の整備

状況 
260 369 107 10 6 63 

ペット飼育のマナー 

（ふんの放置など） 
267 332 141 14 1 60 

まちの景観 213 377 133 26 2 64 

自然の豊かさ 198 377 144 32 4 60 

鳥の群れによる騒音や 

ふん害など 
246 325 163 20 4 57 

放置自転車・違法駐車、 

ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞなどの問題 
227 337 170 18 2 61 

大気汚染の発生頻度 305 258 181 12 2 57 

近隣との関係性 229 324 184 18 4 56 

コミュニティ活動の充実 103 287 306 46 13 60 

まちの大きさ 

（コンパクトシティ） 
83 230 286 113 34 69 
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３．蕨市の環境について 

（１）１０年前との変化 

 

項目 
よく 

なった 

やや 

よく 

なった 

変わって 

いない 

やや 

悪く 

なった 

悪く 

なった 

無 

回答 

空気のきれいさ 33 115 597 40 6 24 

自宅周辺の静かさ 39 108 493 130 29 16 

自宅周辺の清潔さ 48 156 479 92 23 17 

近所の人とのつながり 29 96 568 89 18 15 

緑の豊かさ 34 82 588 75 20 16 

街並みの美しさ 36 130 536 80 18 15 

 

  

33

39

48

29

34

36

115

108

156

96

82

130

597

493

479

568

588

536

40

130

92

89

75

80

6

29

23

18

20

18

24

16

17

15

16

15

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

空気のきれいさ

自宅周辺の静かさ

自宅周辺の清潔さ

近所の人とのつながり

緑の豊かさ

街並みの美しさ

よくなった ややよくなった 変わっていない やや悪くなった 悪くなった 無回答
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（２）将来の蕨市の環境にとって大切だと思うこと 

 
項目 回答数 構成比（％） 

ごみなどが落ちていないきれいなまち 346 14.7 

交通の安全性が確保されたまち 299 12.7 

閑静で心おだやかになれるまち 293 12.5 

交通の利便性が高いまち 282 12.0 

公園や広場などの憩いの場があるまち 261 11.1 

街並みや景観が美しいまち 213 9.1 

緑が豊かなまち 194 8.3 

空気のきれいなまち 138 5.9 

地球環境にやさしい取組を進めるまち 137 5.8 

地域コミュニティが活発なまち 116 4.9 

環境に関する情報提供が充実したまち 45 1.9 

その他 23 1.0 

合計 2,347 100 
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地域コミュニティが活発なまち

環境に関する情報提供が充実したまち

その他
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４．回答者自身が抱いている関心・実践している環境行動について 

（１）関心を持っている地球環境問題 

 
項目 回答数 構成比（％） 

地球温暖化・脱炭素社会・気候変動 505 ３２.３ 

食品ロス等の廃棄物問題 339 ２1.７ 

循環型社会に向けた省資源・省エネ化 177 １１.３ 

大気・水・土壌などの環境汚染 175 １１.２ 

世界的な森林の減少や砂漠化の進行 133 ８.５ 

マイクロプラスチック等の海洋汚染 132 ８.４ 

野生の動植物の減少 53 ３.４ 

発展途上国の公害・環境破壊 44 ２.８ 

その他 5 0.３ 

合計 １,５６３ 100 
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44
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0 100 200 300 400 500 600
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大気・水・土壌などの環境汚染
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発展途上国の公害・環境破壊

その他
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（２）普段の生活の中での環境にやさしい行動の取組状況 

 【地球温暖化対策・脱炭素化に向け実践していること】 

 
 【資源循環・ごみの廃棄について実践していること】 

 

 【その他環境全般について実践していること】 

 

 

 

339

228

364

217

101

81

62

50

29

284

387

201

281

170

138

119

40

45

83

109

119

214

208

133

299

121

130

60

56

71

66

79

152

130

165

112

29

10

34
17

192

267

170

404

432

20

25

26

20

65

44

35

35

67

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ＬＥＤ照明の利用

冷暖房・電気などの節電

自転車や公共交通機関の利用

冷蔵庫に食品を詰め込みすぎない

エコドライブの実践

自宅に植栽を置く「緑のカーテン」の実践

環境の視点から電気事業者を選択

太陽光発電、家庭用燃料電池、蓄電池などの使用、設置検討

次世代自動車の利用

している ややしている どちらともいえない あまりしていない していない 無回答
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ごみの分別・資源の再利用

食品ロス（食べ残し、食材廃棄）の抑制

エコバッグ、マイボトル、マイ箸などの使用

ごみの減量

ごみ集積所の管理への参加

中古品や古着の有効活用

生ごみ・落ち葉・枝をたい肥に変えている

673

556

257

113

156

120

58

27

65

142

325

244

132

115

103

97

1…

47

154

263

80

163

187

207

7
16

26

97

93

140

133

181

38

37

32

69

332
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305

276

16

17

21

29

22

27

29

27

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ごみのポイ捨てをしない

油などを排水溝に直接流さない

生活騒音・振動に配慮している

環境にやさしい商品の購入

庭や菜園で花、野菜づくりをしている

地域のごみ拾い等、環境美化活動に参加

排水路や汚水マスの点検・清掃

環境学習などに参加、環境に関する取組の情報収集
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【地球温暖化対策・脱炭素化に向け実践していること】 

項目 
して 

いる 

やや 

して 

いる 

どちら

ともい

えない 

あまり

して 

いない 

して 

いない 

無 

回答 

ＬＥＤ照明の利用 339 284 83 60 29 20 

冷暖房・電気などの節電 228 387 109 56 10 25 

自転車や公共交通機関の利用 364 201 119 71 34 26 

冷蔵庫に食品を詰め込みすぎない 217 281 214 66 17 20 

エコドライブの実践 101 170 208 79 192 65 

自宅に植栽を置く「緑のカーテン」の実践 81 138 133 152 267 44 

環境の視点から電気事業者を選択 62 119 299 130 170 35 

太陽光発電、家庭用燃料電池、蓄電池 

などの使用、設置検討 
50 40 121 165 404 35 

次世代自動車の利用 29 45 130 112 432 67 

【資源循環・ごみの廃棄について実践していること】 

項目 
して 

いる 

やや 

して 

いる 

どちら

ともい

えない 

あまり

して 

いない 

して 

いない 

無 

回答 

ごみの分別・資源の再利用 447 276 54 12 8 18 

食品ロス（食べ残し、食材廃棄）の抑制 321 339 92 31 8 24 

エコバッグ、マイボトル、マイ箸などの使用 381 279 68 44 21 22 

ごみの減量 162 301 222 80 23 27 

ごみ集積所の管理への参加 210 113 175 109 189 19 

中古品や古着の有効活用 108 165 195 155 166 26 

生ごみ・落ち葉・枝をたい肥に変えている 26 34 119 162 445 29 

【その他環境全般について実践していること】 

項目 
して 

いる 

やや 

して 

いる 

どちら

ともい

えない 

あまり

して 

いない 

して 

いない 

無 

回答 

ごみのポイ捨てをしない 673 65 16 7 38 16 

油などを排水溝に直接流さない 556 142 47 16 37 17 

生活騒音・振動に配慮している 257 325 154 26 32 21 

環境にやさしい商品の購入 113 244 263 97 69 29 

庭や菜園で花、野菜づくりをしている 156 132 80 93 332 22 

地域のごみ拾い等、環境美化活動に参加 120 115 163 140 250 27 

排水路や汚水マスの点検・清掃 58 103 187 133 305 29 

環境学習などに参加、環境に関する取組

の情報収集 
27 97 207 181 276 27 

 

 

 

 

 

 



 

122 

 

５．今後の環境行政について 

（１）今後行政に進めてほしい取組 

 

項目 回答数 構成比（％） 

気候変動の影響による自然災害などへの対策 337 15.0 

道路、公園、街路樹の整備 314 14.0 

ごみの不法投棄に対する監視の充実 251 11.2 

循環型社会（ごみの減量、リサイクル）の推進 234 10.4 

地球温暖化対策及び脱炭素化の推進 222 9.9 

緑・生きもの・空気・水の保全 219 9.8 

ペット飼育のマナー向上（ふんの放置など）の推進 161 7.2 

環境調査・公害対策（騒音・振動・悪臭など） 154 6.9 

国・県・近隣自治体との広域連携の充実 105 4.7 

放置自転車・違法駐車対策 93 4.1 

環境教育・環境学習の推進 50 2.2 

環境に関する情報収集・公開 42 1.9 

市民活動団体との連携・支援 38 1.7 

その他 23 1.0 

合計 ２,２４３ １００ 
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気候変動の影響による自然災害などへの対策

道路、公園、街路樹の整備

ごみの不法投棄に対する監視の充実

循環型社会（ごみの減量、リサイクル）の推進

地球温暖化対策及び脱炭素化の推進

緑・生きもの・空気・水の保全

ペット飼育のマナー向上（ふんの放置など）の推進

環境調査・公害対策（騒音・振動・悪臭など）

国・県・近隣自治体との広域連携の充実

放置自転車・違法駐車対策

環境教育・環境学習の推進

環境に関する情報収集・公開

市民活動団体との連携・支援

その他
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（２）地球温暖化対策や脱炭素社会、循環型社会を推進するうえで市が尽力すること 

 

項目 回答数 構成比（％） 

再生可能エネルギー等の導入・補助 266 12.0 

ごみの分別収集強化、資源の再利用 210 9.5 

食品ロス削減に向けた支援 206 9.3 

ＬＥＤ照明の導入・補助 204 9.2 

緑や森林の保全・整備 193 8.7 

市民の省エネ対策の促進・各種補助の充実 173 7.8 

次世代自動車の導入・補助 137 6.2 

ごみの減量化の周知 130 5.9 

住宅や建物の断熱性能の向上促進 123 5.6 

自転車や公共交通機関の利用促進 103 4.7 

リサイクルや省エネ方法の広報 102 4.6 

廃プラスチック削減のための広報・支援 98 4.4 

環境教育・環境学習の推進 84 3.8 

事業者の省エネ対策の促進・各種補助の充実 65 2.9 

先進技術の活用、ＤＸ化への支援 62 2.8 

事業者による環境にやさしい商品開発の支援 46 2.1 

その他 11 0.5 

合計 2,213 100 
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46
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再生可能エネルギー等の導入・補助

ごみの分別収集強化、資源の再利用

食品ロス削減に向けた支援

ＬＥＤ照明の導入・補助

緑や森林の保全・整備

市民の省エネ対策の促進・各種補助の充実

次世代自動車の導入・補助

ごみの減量化の周知

住宅や建物の断熱性能の向上促進

自転車や公共交通機関の利用促進

リサイクルや省エネ方法の広報

廃プラスチック削減のための広報・支援

環境教育・環境学習の推進

事業者の省エネ対策の促進・各種補助の充実

先進技術の活用、ＤＸ化への支援

事業者による環境にやさしい商品開発の支援

その他
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（３）気候変動による影響を減らすための重点的分野 

 

項目 回答数 構成比（％） 

水災害対策（洪水、ゲリラ豪雨、土砂災害への対策など） 541 35.7 

暮らし・生活の安全（安定的なインフラ・ライフラインの供給など） 541 35.7 

水資源・水環境（渇水対策・水質保全など） 157 10.3 

健康(熱中症やマラリア等の熱帯性感染症への対策など) 85 5.6 

食料供給(高温に耐えられる農作物の品種開発など) 63 4.2 

自然生態系（生物多様性の確保など） 53 3.5 

産業・経済活動（工場や観光産業に対する影響への対策など） 38 2.5 

わからない 31 2.0 

その他 8 0.5 

合計 1,517 100 
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健康(熱中症やマラリア等の

熱帯性感染症への対策など)

食料供給(高温に耐えられる

農作物の品種開発など)

自然生態系

（生物多様性の確保など）

産業・経済活動（工場や観光産業に

対する影響への対策など）

わからない

その他
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（４）今後新たな補助制度創設に関心のあるもの 

 

項目 回答数 構成比（％） 

蓄電池 320 39.3 

次世代自動車の導入・補助 188 23.1 

HEMS（ﾎｰﾑｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ） 122 15.0 

電気自動車充給電設備 92 11.3 

その他 10 1.2 

無回答 83 10.2 

合計 ８１５ １００ 
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６．環境基本計画について 

（１）環境基本計画の認知度 

 

項目 回答数 構成比（％） 

知っている 25 3.1 

聞いたことはあるが、内容は知らない 269 33.0 

知らない 469 57.5 

無回答 52 6.4 

合計 ８１５ １００ 
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（２）環境基本計画の満足度 

 【基本目標１ みんなで保つ 美しいまち】 

 

 【基本目標２ みんなで取り組む エコライフのまち】 

 

 【基本目標３ みんなで育む 自然共生のまち】 

 

 【基本目標４ みんなで守る 安心な暮らしのまち】 

 

 【基本目標５ みんなで参加する エコ・コミュニティのまち】 
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 【基本目標１ みんなで保つ 美しいまち】 

項目 満足 
やや 

満足 

どちらとも 

いえない 

やや 

不満 
不満 

無 

回答 

清潔で美しいまちを保とう 80 306 295 72 16 46 

放置自転車や違法駐車をなくそう 82 283 292 83 25 50 

 【基本目標２ みんなで取り組む エコライフのまち】 

項目 満足 
やや 

満足 

どちらとも 

いえない 

やや 

不満 
不満 

無 

回答 

低炭素型のライフスタイルを実践しよう 31 112 553 43 6 70 

自動車の利用を減らそう 32 97 560 52 14 60 

循環型のライフスタイルを実践しよう 37 126 547 34 7 64 

 【基本目標３ みんなで育む 自然共生のまち】 

項目 満足 
やや 

満足 

どちらとも 

いえない 

やや 

不満 
不満 

無 

回答 

緑豊かな街並みをつくろう 85 282 300 88 16 44 

郷土の自然を守り、呼び戻そう 64 207 402 76 15 51 

 【基本目標４ みんなで守る 安心な暮らしのまち】 

項目 満足 
やや 

満足 

どちらとも 

いえない 

やや 

不満 
不満 

無 

回答 

きれいな空気・水を保とう 105 298 314 43 11 44 

静かで穏やかな環境を保とう 92 297 295 70 22 39 

 【基本目標５ みんなで参加する エコ・コミュニティのまち】 

項目 満足 
やや 

満足 

どちらとも 

いえない 

やや 

不満 
不満 

無 

回答 

環境について知り、学ぼう 42 156 520 40 11 46 

協働の取組を広げよう 37 135 547 33 15 48 
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（３）環境基本計画の重要度 

 【基本目標１ みんなで保つ 美しいまち】 

 

 【基本目標２ みんなで取り組む エコライフのまち】 

 

 【基本目標３ みんなで育む 自然共生のまち】 

 

 【基本目標４ みんなで守る 安心な暮らしのまち】 

 

 【基本目標５ みんなで参加する エコ・コミュニティのまち】 
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 【基本目標１ みんなで保つ 美しいまち】 

項目 重要 
やや 

重要 

どちらとも 

いえない 

あまり重要 

ではない 

重要で 

はない 

無 

回答 

清潔で美しいまちを保とう 349 328 70 1 0 67 

放置自転車や違法駐車をなくそう 258 360 114 14 0 69 

 【基本目標２ みんなで取り組む エコライフのまち】 

項目 重要 
やや 

重要 

どちらとも 

いえない 

あまり重要 

ではない 

重要で 

はない 

無 

回答 

低炭素型のライフスタイルを 

実践しよう 
155 284 271 14 7 84 

自動車の利用を減らそう 105 253 330 38 8 81 

循環型のライフスタイルを 

実践しよう 
154 273 293 14 4 77 

 【基本目標３ みんなで育む 自然共生のまち】 

項目 重要 
やや 

重要 

どちらとも 

いえない 

あまり重要 

ではない 

重要で 

はない 

無 

回答 

緑豊かな街並みをつくろう 275 353 117 4 2 64 

郷土の自然を守り、呼び戻そう 196 337 194 13 5 70 

 【基本目標４ みんなで守る 安心な暮らしのまち】 

項目 重要 
やや 

重要 

どちらとも 

いえない 

あまり重要 

ではない 

重要で 

はない 

無 

回答 

きれいな空気・水を保とう 403 271 75 1 0 65 

静かで穏やかな環境を保とう 357 314 80 0 0 64 

 【基本目標５ みんなで参加する エコ・コミュニティのまち】 

項目 重要 
やや 

重要 

どちらとも 

いえない 

あまり重要 

ではない 

重要で 

はない 

無 

回答 

環境について知り、学ぼう 166 310 250 16 3 70 

協働の取組を広げよう 135 282 306 13 8 71 
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７．ＳＤＧｓについて 

（１）ＳＤＧｓへの取組 

 

項目 回答数 構成比（％） 

既に取り組んでいる 185 22.7 

今後取り組んでいく 168 20.6 

今のところ取り組む予定はない 56 6.9 

聞いたことはあるが、何をすればいいかわからない 243 29.8 

聞いたことはない 64 7.9 

無回答 99 12.1 

合計 ８１５ １００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185
22.7%

168
20.6%

56
6.9%

243
29.8%

64
7.9%

99
12.1% 既に取り組んでいる

今後取り組んでいく

今のところ取り組む予定はない

聞いたことはあるが、

何をすればいいかわからない
聞いたことはない

無回答

n=815
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（２）関心があり、今後注力したい環境関連の目標 

 

項目 回答数 構成比（％） 

快適で住みやすいまちづくり（目標 11） 378 26.3 

気候変動対策の推進（目標 13） 242 16.9 

水循環の保全と下水・浄化槽の整備（目標 6） 204 14.2 

クリーンエネルギーの普及（目標 7） 195 13.6 

環境教育・環境学習の充実（目標 4） 134 9.3 

資源循環社会の形成（目標 12） 109 7.6 

海洋資源の保全（目標 14） 74 5.2 

環境に配慮した産業基盤の整備と技術革新の向上（目標 9） 57 4.0 

陸域資源の保全（目標 15） 23 1.6 

協働による目標達成の実現（目標 17） 20 1.4 

合計 1,436 100 

 

 

 

 

 

 

  

378

242

204

195

134

109

74

57

23

20
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快適で住みやすいまちづくり（目標11）

気候変動対策の推進（目標13）

水循環の保全と下水・浄化槽の整備（目標6）

クリーンエネルギーの普及（目標7）

環境教育・環境学習の充実（目標4）

資源循環社会の形成（目標12）

海洋資源の保全（目標14）

環境に配慮した産業基盤の整備と技術革新の向上（目標9）

陸域資源の保全（目標15）

協働による目標達成の実現（目標17）
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資料７ 事業者環境意識調査結果 

１．事業所について 

（１）業種 

 

項目 回答数 
構成比 

（％） 

金融・保険・不動産業 5 20.8 

建設業 4 16.7 

製造業 4 16.7 

サービス業 4 16.7 

医療・福祉 2 8.3 

小売業 1 4.2 

運輸業 1 4.2 

電気・ガス・水道・熱供給業 1 4.2 

その他 1 4.2 

無回答 1 4.2 

合計 24 100 
 

 

（２）事業形態 

 

 

項目 回答数 
構成比 

（％） 

事業所（オフィス） 14 58.3 

店舗 5 20.8 

その他 3 12.5 

工場 2 8.3 

無回答 0 0 

合計 ２４ １００ 
 

 

 

 

 

 

  

5

4

4

4

2

1

1

1

1

1

0 1 2 3 4 5 6

金融・保険・不動産業

建設業

製造業

サービス業

医療・福祉

小売業

運輸業

電気・ガス・水道・熱供給業

その他

無回答

14

5

3

2

0

0 5 10 15

事業所（オフィス）

店舗

その他

工場

無回答
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（３）従業員数 

 

 

項目 回答数 
構成比 

（％） 

1～4人 15 62.5 

5～9人 7 29.2 

10～19人 0 0 

20～29人 0 0 

30～49人 2 8.3 

無回答 ０ ０ 

合計 ２４ １００ 
 

 

（４）従業員のもっとも多い通勤手段 

 

 

項目 回答数 
構成比 

（％） 

自動車 8 25.0 

自転車 8 25.0 

電車 6 18.8 

その他 4 12.5 

バス 2 6.3 

徒歩 2 6.3 

バイク 1 3.1 

不明 1 3.1 

合計 ３２ 100 
 

 

（５）ISO１４００１認証取得 

取得事業所なし 

（６）エコアクション２１認証・登録 

登録事業所なし 

（７）温室効果ガス排出量算定・報告 

実施事業所 １社 

（８）環境報告書の作成・公表 

実施事業所 １社 

（９）埼玉県ＳＤＧｓパートナー 

登録事業所なし 

（１０）埼玉県環境ＳＤＧｓ取組宣言企業 

宣言事業所なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

7

0

0

2

0

0 5 10 15 20

1～4人

5～9人

10～19人

20～29人

30～49人

無回答

8

8

6

4

2

2

1

1

0 2 4 6 8 10

自動車

自転車

電車

その他

バス

徒歩

バイク

不明
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（１１）再生可能エネルギー設備等の設置 

 

 

項目 回答数 
構成比 

（％） 

蓄電池 2 8.3 

次世代自動車 

（EV・PHV・FCV） 
1 4.2 

電気自動車 

充給電設備 
１ 4.2 

無回答（設置なし） 20 83.3 

合計 ２４ １００ 
 

 

（１２）省エネルギー設備等の設置 

 
 

 

項目 回答数 
構成比 

（％） 

ヒートポンプ １ 4.2 

高性能ボイラ 1 4.2 

無回答（設置なし） ２２ ９１.７ 

合計 ２４ １００ 

 

 

 

 

 

  

2

1

1

20

0 5 10 15 20 25

蓄電池

次世代自動車

（EV・PHV・FCV）

電気自動車充給電設備

無回答（設置なし）

1

1

22

0 5 10 15 20 25

ヒートポンプ

高性能ボイラ

無回答（設置なし）
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２．身近な環境について 

（１）市内の身近な環境に関する満足度 

 

項目 満足 
やや 

満足 

どちらとも 

いえない 

やや 

不満 
不満 

無 

回答 

下水道の整備状況（水質悪化、悪臭など） 6 14 2 2 0 0 

交通の利便性 7 10 5 1 1 0 

災害に遭う頻度 5 12 5 2 0 0 

公害（近隣騒音・振動、悪臭など） 4 12 6 2 0 0 

まちの大きさ（コンパクトシティ） 5 10 5 2 0 2 

大気汚染の発生頻度 3 12 9 0 0 0 

近隣との関係性 3 11 10 0 0 0 

まちの静かさ（道路騒音・工場騒音など） 3 10 7 4 0 0 

道路の整備状況 

（老朽化・幅員・歩道の整備など） 
2 10 10 1 1 0 

まちの美しさ（放置ごみ、ポイ捨てなど） 2 8 9 5 0 0 

公園や緑地・街路樹の整備状況 1 9 11 3 0 0 

まちの景観 0 8 11 5 0 0 

自然の豊かさ 2 4 7 11 0 0 

 

6

7

5

4

5

3

3

3

2

2

1

2

14

10

12

12

10

12

11

10

10

8

9

8

4

2

5

5

6

5

9

10

7

10

9

11

11

7

2

1

2

2

2

4

1

5

3

5

11

1

1

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

下水道の整備状況（水質悪化、悪臭など）

交通の利便性

災害に遭う頻度

公害（近隣騒音・振動、悪臭など）

まちの大きさ（コンパクトシティ）

大気汚染の発生頻度

近隣との関係性

まちの静かさ（道路騒音・工場騒音など）

道路の整備状況

（老朽化・幅員・歩道の整備など）

まちの美しさ（放置ごみ、ポイ捨てなど）

公園や緑地・街路樹の整備状況

まちの景観

自然の豊かさ

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答



資料編 

137 

 

（２）市内の身近な環境に関する重要度 

 

項目 重要 
やや 

重要 

どちらとも 

いえない 

あまり重要 

ではない 

重要で 

はない 

無 

回答 

下水道の整備状況（水質悪化、悪臭など） 10 11 1 0 0 2 

交通の利便性 8 13 1 0 0 2 

公害（近隣騒音・振動、悪臭など） 11 9 2 0 0 2 

災害に遭う頻度 11 9 2 0 0 2 

まちの美しさ（放置ごみ、ポイ捨てなど） 8 11 2 0 1 2 

まちの静かさ（道路騒音・工場騒音など） 8 10 2 1 1 2 

道路の整備状況 

（老朽化・幅員・歩道の整備など） 
8 10 4 0 0 2 

公園や緑地・街路樹の整備状況 5 12 4 0 1 2 

大気汚染の発生頻度 10 7 4 0 1 2 

自然の豊かさ 1 14 4 2 1 2 

まちの景観 4 11 6 0 1 2 

近隣との関係性 6 9 5 1 1 2 

まちの大きさ（コンパクトシティ） 2 6 8 3 1 4 
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8

1
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下水道の整備状況（水質悪化、悪臭など）

交通の利便性

公害（近隣騒音・振動、悪臭など）

災害に遭う頻度

まちの美しさ（放置ごみ、ポイ捨てなど）

まちの静かさ（道路騒音・工場騒音など）

道路の整備状況

（老朽化・幅員・歩道の整備など）

公園や緑地・街路樹の整備状況

大気汚染の発生頻度

自然の豊かさ

まちの景観

近隣との関係性

まちの大きさ（コンパクトシティ）

重要 やや重要 どちらともいえない あまり重要ではない 重要ではない 無回答
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３．事業所における環境問題への取組について 

（１）経営方針における環境への配慮 

 

項目 
回答 

数 

構成比 

（％） 

重視している 4 16.7 

どちらかといえば 

重視している 
10 41.7 

あまり重視していない 8 33.3 

重視していない 1 4.2 

無回答 1 4.2 

合計 ２４ １００ 
 

 

（２）環境保全に対する役割 

 

 

 

 

 

 

 

4
16.7%

10
41.7%

8
33.3%

1
4.2%

1
4.2%

重視している

どちらかといえ

ば重視している

あまり重視して

いない

重視していない

無回答

n=24

14

6

6

6

3

3

2

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

事業活動に伴う環境への影響

（排ガスや排水、廃棄物）を可能な限り低減

企業も地域の一員として、

地域の環境保全活動へ参加・協力

国や自治体の環境保全の施策に協力

収益の範囲で環境保全対策の積極的な推進

環境にやさしい商品等の製造・販売により、

消費者の行動を環境保全型へ誘導

自らが製造・販売した商品等については、

最終的に廃棄されるまで責任を持つ

環境に関わる情報などの積極的な公開・提供

開発途上国における公害問題など、

国際的な環境保全に協力
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項目 回答数 
構成比 

（％） 

事業活動に伴う環境への影響（排ガスや排水、廃棄物）を可能な限り低減 14 35.0 

企業も地域の一員として、地域の環境保全活動へ参加・協力 6 15.0 

国や自治体の環境保全の施策に協力 6 15.0 

収益の範囲で環境保全対策の積極的な推進 6 15.0 

環境にやさしい商品等の製造・販売により、消費者の行動を環境保全型へ誘導 3 7.5 

自らが製造・販売した商品等については、最終的に廃棄されるまで責任を持つ 3 7.5 

環境に関わる情報などの積極的な公開・提供 2 5.0 

開発途上国における公害問題など、国際的な環境保全に協力 0 0 

合計 ４０ １００ 

 

（３）環境保全対策の実施 
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17
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2

2

1

1

2

1

2

2

3

2

1

2

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

ＬＥＤ照明の利用、ＺＥＢの導入、

事業所の緑化

簡易包装や梱包材の再利用

グリーン購入（環境物品等の調達）の実施

リサイクルを考慮した製品設計や材料の使用

地域の環境保全活動に参加、協力

環境方針や環境保全ガイドラインの

制定・従業員への研修

次世代自動車の利用

消費者などに対し、環境に関わる情報の提供

再生可能エネルギーの利用

（自家発電、エコ電力導入）

排ガスや排水処理施設の整備、管理体制の確立

消費者からの取扱商品・容器等の回収

研修生受入や技術の提供等、開発途上国の

公害防止に協力

環境問題を専門的に担当する部門の設置

環境会計の導入

環境基金へ寄付など資金的援助

実施している 実施予定 実施（該当）していない 無回答
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項目 
実施し 

ている 

実施 

予定 

実施（該当） 

していない 
無回答 

ＬＥＤ照明の利用、ＺＥＢの導入、事業所の緑化 14 5 3 2 

簡易包装や梱包材の再利用 9 5 8 2 

グリーン購入（環境物品等の調達）の実施 4 3 15 2 

リサイクルを考慮した製品設計や材料の使用 2 4 16 2 

地域の環境保全活動に参加、協力 2 4 17 1 

環境方針や環境保全ガイドラインの制定・従業員への研修 2 4 17 1 

次世代自動車の利用 1 4 17 2 

消費者などに対し、環境に関わる情報の提供 3 2 18 1 

再生可能エネルギーの利用（自家発電、エコ電力導入） 2 2 18 2 

排ガスや排水処理施設の整備、管理体制の確立 0 2 20 2 

消費者からの取扱商品・容器等の回収 1 1 19 3 

研修生受入や技術の提供等、開発途上国の公害防止に協力 0 2 20 2 

環境問題を専門的に担当する部門の設置 1 1 21 1 

環境会計の導入 0 1 21 2 

環境基金へ寄付など資金的援助 1 0 22 1 

 

（４）環境配慮の取組における問題点 

 
項目 回答数 構成比（％） 

費用がかかる 9 23.1 

手間や時間がかかる 7 17.9 

当事業所には関係ない 7 17.9 

特に問題はない 4 10.3 

不用品の引取りなど協力業者が確保できない 3 7.7 

環境問題の現状や具体的対応策の情報不足 3 7.7 

他企業などと協力して対策を推進する組織がない 2 5.1 

実施方法が分からない 2 5.1 

役に立たない、成果が期待できない 1 2.6 

対策の方法について相談する機関や窓口がない 1 2.6 

合計 ３９ １００ 

9

7

7

4

3

3

2

2

1

1

0 2 4 6 8 10

費用がかかる

手間や時間がかかる

当事業所には関係ない

特に問題はない

不用品の引取りなど協力業者が確保できない

環境問題の現状や具体的対応策の情報不足

他企業などと協力して対策を推進する組織がない

実施方法が分からない

役に立たない、成果が期待できない

対策の方法について相談する機関や窓口がない
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（５）地球温暖化に伴う影響（気候変動等）のうち、もっとも不安に感じる影響 

 
項目 回答数 構成比（％） 

水災害の増加（豪雨による洪水等） 12 30.0 

農業への影響（収穫量や品質低下等） 5 12.5 

生態系への影響（野生生物の減少・消失等） 5 12.5 

土砂災害の増加（豪雨による土砂崩れ等） 5 12.5 

感染症の増加 4 10.0 

熱中症の増加 3 7.5 

水産業への影響（漁獲量等の減少） 2 5.0 

水資源への影響（渇水、水不足等） 2 5.0 

不安に感じることはない 2 5.0 

その他 0 0 

合計 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

5

5

5

4

3

2

2

2

0 2 4 6 8 10 12 14

水災害の増加（豪雨による洪水等）

農業への影響（収穫量や品質低下等）

生態系への影響

（野生生物の減少・消失等）

土砂災害の増加

（豪雨による土砂崩れ等）

感染症の増加

熱中症の増加

水産業への影響（漁獲量等の減少）

水資源への影響（渇水、水不足等）

不安に感じることはない
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（６）市のパートナー制度（情報交換、市ホームページに取組掲載）創設時の参加登録への興味 

 
項目 回答数 構成比（％） 

興味があるのでぜひ参加登録したい 0 0 

興味があるので参加登録を検討する 6 25.0 

興味がないので参加登録しない 7 29.2 

参加登録状況の経過を見守りたい 10 41.7 

無回答 1 4.2 

合計 24 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
25.0%

7
29.2%

10
41.7%

1
4.2%

興味があるので参加登録を

検討する

興味がないので参加登録し

ない

参加登録状況の経過を見守

りたい

無回答

n=24
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４．今後の環境行政について 

（１）行政に進めてほしい取組 

 

項目 回答数 構成比（％） 

循環型社会（ごみの減量、リサイクル）の推進 11 16.9 

緑・生きもの・空気・水の保全 9 13.8 

気候変動の影響による自然災害などへの対策 8 12.3 

道路、公園、街路樹の整備 8 12.3 

環境調査・公害対策（騒音・振動・悪臭など） 6 9.2 

地球温暖化対策及び脱炭素化の推進 5 7.7 

ごみの不法投棄に対する監視の充実 4 6.2 

ペット飼育のマナー向上（ふんの放置など）の推進 4 6.2 

国・県・近隣自治体との広域連携の充実 4 6.2 

放置自転車・違法駐車対策 2 3.1 

環境に関する情報収集・公開 2 3.1 

環境教育・環境学習の推進 1 1.5 

市民活動団体との連携・支援 1 1.5 

その他 0 0.0 

合計 65 100 

11

9

8

8

6

5

4

4

4

2

2

1

1

0

0 2 4 6 8 10 12

循環型社会（ごみの減量、リサイクル）の推進

緑・生きもの・空気・水の保全

気候変動の影響による自然災害などへの対策

道路、公園、街路樹の整備

環境調査・公害対策（騒音・振動・悪臭など）

地球温暖化対策及び脱炭素化の推進

ごみの不法投棄に対する監視の充実

ペット飼育のマナー向上（ふんの放置など）の推進

国・県・近隣自治体との広域連携の充実

放置自転車・違法駐車対策

環境に関する情報収集・公開

環境教育・環境学習の推進

市民活動団体との連携・支援

その他
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（２）地球温暖化対策や脱炭素社会、循環型社会を推進するうえで市が尽力すること 

 

項目 回答数 構成比（％） 

再生可能エネルギー等の導入・補助 11 17.7 

市民の省エネ対策の促進・各種補助の充実 9 14.5 

ごみの分別収集強化、資源の再利用 6 9.7 

緑や森林の保全・整備 6 9.7 

住宅や建物の断熱性能の向上促進 4 6.5 

次世代自動車の導入・補助 3 4.8 

事業者の省エネ対策の促進・各種補助の充実 3 4.8 

ごみの減量化の周知 3 4.8 

廃プラスチック削減のための広報・支援 3 4.8 

先進技術の活用、ＤＸ化への支援 3 4.8 

ＬＥＤ照明の導入・補助 2 3.2 

食品ロス削減に向けた支援 2 3.2 

自転車や公共交通機関の利用促進 2 3.2 

リサイクルや省エネ方法の広報 2 3.2 

環境教育・環境学習の推進 2 3.2 

事業者による環境にやさしい商品開発の支援 1 1.6 

合計 ６２ １００ 

 

 

 

11

9

6

6

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

0 2 4 6 8 10 12

再生可能エネルギー等の導入・補助

市民の省エネ対策の促進・各種補助の充実

ごみの分別収集強化、資源の再利用

緑や森林の保全・整備

住宅や建物の断熱性能の向上促進

次世代自動車の導入・補助

事業者の省エネ対策の促進・各種補助の充実

ごみの減量化の周知

廃プラスチック削減のための広報・支援

先進技術の活用、ＤＸ化への支援

ＬＥＤ照明の導入・補助

食品ロス削減に向けた支援

自転車や公共交通機関の利用促進

リサイクルや省エネ方法の広報

環境教育・環境学習の推進

事業者による環境にやさしい商品開発の支援
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（３）気候変動による影響を減らすために勧めていくべき重点分野 

 

項目 回答数 構成比（％） 

水災害対策（洪水、ゲリラ豪雨、土砂災害への対策など） 16 38.1 

暮らし・生活の安全（安定的なインフラ・ライフラインの供給など） 12 28.6 

水資源・水環境（渇水対策・水質保全など） 5 11.9 

産業・経済活動（工場や観光産業に対する影響への対策など） 3 7.1 

自然生態系（生物多様性の確保など） 2 4.8 

健康（熱中症やマラリアなどの熱帯性感染症への対策など） 2 4.8 

食料供給（高温に耐えられる農作物の品種開発など） 2 4.8 

わからない 0 0 

合計 ４２ １００ 

 

 

  

16

12

5

3

2

2

2

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

水災害対策（洪水、ゲリラ豪雨、

土砂災害への対策など）

暮らし・生活の安全（安定的なインフラ・

ライフラインの供給など）

水資源・水環境（渇水対策・水質保全など）

産業・経済活動（工場や観光産業に対する

影響への対策など）

自然生態系（生物多様性の確保など）

健康（熱中症やマラリアなどの

熱帯性感染症への対策など）

食料供給（高温に耐えられる農作物の

品種開発など）

わからない
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（４）今後新たに事業者向け補助制度創設に関心のあるもの 

 

項目 回答数 構成比（％） 

蓄電池 9 37.5 

太陽光発電システム 4 16.7 

次世代自動車の導入・補助 4 16.7 

電気自動車充給電設備 3 12.5 

燃料電池システム 2 8.3 

無回答 2 8.3 

合計 24 100 

 

（５）将来の蕨市に大切だと思うこと 

 

 

 

9

4

4

3

2

2

0 2 4 6 8 10

蓄電池

太陽光発電システム

次世代自動車の導入・補助

電気自動車充給電設備

燃料電池システム

無回答

9

8

8

8

7

7

6

5

4

3

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

閑静で心おだやかになれるまち

緑が豊かなまち

公園や広場などの憩いの場があるまち

街並みや景観が美しいまち

空気のきれいなまち

交通の安全性が確保されたまち

ごみなどが落ちていないきれいなまち

地球環境にやさしい取組を進めるまち

地域コミュニティが活発なまち

交通の利便性が高いまち

環境に関する情報提供が充実したまち
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項目 回答数 構成比（％） 

閑静で心おだやかになれるまち 9 13.8 

緑が豊かなまち 8 12.3 

公園や広場などの憩いの場があるまち 8 12.3 

街並みや景観が美しいまち 8 12.3 

空気のきれいなまち 7 10.8 

交通の安全性が確保されたまち 7 10.8 

ごみなどが落ちていないきれいなまち 6 9.2 

地球環境にやさしい取組を進めるまち 5 7.7 

地域コミュニティが活発なまち 4 6.2 

交通の利便性が高いまち 3 4.6 

環境に関する情報提供が充実したまち 0 0 

合計 ６５ １００ 

 

５．環境基本計画について 

（１）環境基本計画の認知度 

 
項目 回答数 構成比（％） 

知っている 1 4.2 

聞いたことはあるが、内容は知らない 9 37.5 

知らない 13 54.2 

無回答 1 4.2 

合計 ２４ １００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
4.2%

9
37.5%

13
54.2%

1
4.2%

知っている

聞いたことはある

が、内容は知らない

知らない

無回答

n＝24
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（２）環境基本計画の満足度 

 【基本目標１ みんなで保つ 美しいまち】 

 

 【基本目標２ みんなで取り組む エコライフのまち】 

 

 【基本目標３ みんなで育む 自然共生のまち】 

 

 【基本目標４ みんなで守る 安心な暮らしのまち】 

 

 【基本目標５ みんなで参加する エコ・コミュニティのまち】 

  

 

 

2

7

9

13

8

3

4

1

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

清潔で美しいまちを保とう

放置自転車や違法駐車をなくそう

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

1

1

3

2

3

16

16

15

1

2

2

1

1

1

3

2

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

低炭素型のライフスタイルを実践しよう

自動車の利用を減らそう

循環型のライフスタイルを実践しよう

9

7

9

13

5

3

1

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

緑豊かな街並みをつくろう

郷土の自然を守り、呼び戻そう

1

9

9

9

10

4

3

2

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

きれいな空気・水を保とう

静かで穏やかな環境を保とう

4

4

16

15

2

3

2

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

環境について知り、学ぼう

協働の取組を広げよう
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 【基本目標１ みんなで保つ 美しいまち】 

項目 満足 
やや 

満足 

どちらとも 

いえない 

やや 

不満 
不満 

無 

回答 

清潔で美しいまちを保とう 0 7 13 3 0 1 

放置自転車や違法駐車をなくそう 2 9 8 4 0 1 

 【基本目標２ みんなで取り組む エコライフのまち】 

項目 満足 
やや 

満足 

どちらとも 

いえない 

やや 

不満 
不満 

無 

回答 

低炭素型のライフスタイルを実践しよう 0 3 16 1 1 3 

自動車の利用を減らそう 1 2 16 2 1 2 

循環型のライフスタイルを実践しよう 1 3 15 2 1 2 

 【基本目標３ みんなで育む 自然共生のまち】 

項目 満足 
やや 

満足 

どちらとも 

いえない 

やや 

不満 
不満 

無 

回答 

緑豊かな街並みをつくろう 0 9 9 5 0 1 

郷土の自然を守り、呼び戻そう 0 7 13 3 0 1 

 【基本目標４ みんなで守る 安心な暮らしのまち】 

項目 満足 
やや 

満足 

どちらとも 

いえない 

やや 

不満 
不満 

無 

回答 

きれいな空気・水を保とう 0 9 9 4 0 2 

静かで穏やかな環境を保とう 1 9 10 3 0 1 

 【基本目標５ みんなで参加する エコ・コミュニティのまち】 

項目 満足 
やや 

満足 

どちらとも 

いえない 

やや 

不満 
不満 

無 

回答 

環境について知り、学ぼう 0 4 16 2 0 2 

協働の取組を広げよう 0 4 15 3 0 2 
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（３）環境基本計画の重要度 

 【基本目標１ みんなで保つ 美しいまち】 

 

 【基本目標２ みんなで取り組む エコライフのまち】 

 

 【基本目標３ みんなで育む 自然共生のまち】 

 

 【基本目標４ みんなで守る 安心な暮らしのまち】 

 

 【基本目標５ みんなで参加する エコ・コミュニティのまち】 

  

 

 

10

6

9

13

3

3

2

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

清潔で美しいまちを保とう

放置自転車や違法駐車をなくそう

重要 やや重要 どちらともいえない あまり重要ではない 重要ではない 無回答

3

3

3

7

6

8

7

9

9

2

3

1

5

3

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

低炭素型のライフスタイルを実践しよう

自動車の利用を減らそう

循環型のライフスタイルを実践しよう

5

5

11

10

6

7

2

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

緑豊かな街並みをつくろう

郷土の自然を守り、呼び戻そう

8

10

9

10

4

2

3

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

きれいな空気・水を保とう

静かで穏やかな環境を保とう

3

2

7

7

11

11 1

3

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

環境について知り、学ぼう

協働の取組を広げよう
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 【基本目標１ みんなで保つ 美しいまち】 

項目 重要 
やや 

重要 

どちらとも 

いえない 

あまり重要 

ではない 

重要で 

はない 

無 

回答 

清潔で美しいまちを保とう 10 9 3 0 0 2 

放置自転車や違法駐車をなくそう 6 13 3 0 0 2 

 【基本目標２ みんなで取り組む エコライフのまち】 

項目 重要 
やや 

重要 

どちらとも 

いえない 

あまり重要 

ではない 

重要で 

はない 

無 

回答 

低炭素型のライフスタイルを実践

しよう 
3 7 7 2 0 5 

自動車の利用を減らそう 3 6 9 3 0 3 

循環型のライフスタイルを実践し

よう 
3 8 9 1 0 3 

 【基本目標３ みんなで育む 自然共生のまち】 

項目 重要 
やや 

重要 

どちらとも 

いえない 

あまり重要 

ではない 

重要で 

はない 

無 

回答 

緑豊かな街並みをつくろう 5 11 6 0 0 2 

郷土の自然を守り、呼び戻そう 5 10 7 0 0 2 

 【基本目標４ みんなで守る 安心な暮らしのまち】 

項目 重要 
やや 

重要 

どちらとも 

いえない 

あまり重要 

ではない 

重要で 

はない 

無 

回答 

きれいな空気・水を保とう 8 9 4 0 0 3 

静かで穏やかな環境を保とう 10 10 2 0 0 2 

 【基本目標５ みんなで参加する エコ・コミュニティのまち】 

項目 重要 
やや 

重要 

どちらとも 

いえない 

あまり重要 

ではない 

重要で 

はない 

無 

回答 

環境について知り、学ぼう 3 7 11 0 0 3 

協働の取組を広げよう 2 7 11 1 0 3 
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６．ＳＤＧｓについて 

（１）ＳＤＧｓへの取組 

 

項目 回答数 構成比（％） 

既に取り組んでいる 6 25.0 

今後取り組んでいく 7 29.2 

今のところ取り組む予定はない 2 8.3 

聞いたことはあるが、何をすればいいかわからない 5 20.8 

聞いたことはない 1 4.2 

無回答 3 12.5 

合計 24 100 

 

  

6
25.0%

7
29.2%

2
8.3%

5
20.8%

1
4.2% 3

12.5%

既に取り組んでいる

今後取り組んでいく

今のところ取り組む

予定はない

聞いたことはある

が、何をすればいい

かわからない
聞いたことはない

無回答

n＝24
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（２）関心があり、今後注力した井環境関連の目標 

 

項目 回答数 構成比（％） 

快適で住みやすいまちづくり（目標 11） 13 27.7 

クリーンエネルギーの普及（目標７） 7 14.9 

気候変動対策の推進（目標 13） 7 14.9 

環境教育・環境学習の充実（目標４） 4 8.5 

水循環の保全と下水・浄化槽の整備（目標６） 3 6.4 

資源循環社会の形成（目標 12） 3 6.4 

海洋資源の保全（目標 14） 3 6.4 

協働による目標達成の実現（目標 17） 3 6.4 

環境に配慮した産業基盤の整備と技術革新の向上（目標９） 2 4.3 

陸域資源の保全（目標 15） 2 4.3 

合計 47 100 

 

  

13

7

7

4

3

3

3

3

2

2

0 2 4 6 8 10 12 14

快適で住みやすいまちづくり（目標11）

クリーンエネルギーの普及（目標７）

気候変動対策の推進（目標13）

環境教育・環境学習の充実（目標４）

水循環の保全と下水・浄化槽の整備（目標６）

資源循環社会の形成（目標12）

海洋資源の保全（目標14）

協働による目標達成の実現（目標17）

環境に配慮した産業基盤の整備と技術革新の向上（目標９）

陸域資源の保全（目標15）
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資料８ 用語解説 

【数字・アルファベット】 

 ２０５０年カーボン 

ニュートラルに伴う 

グリーン成長戦略 

経済産業省が中心となって関係省庁と連携して策定した実行計画です。産

業政策とエネルギー政策の両面から成長が期待される１４分野について、

国として高い目標を掲げ、可能な限り具体的な見通しを示した内容となっ

ています。 

 ３Ｒ＋ 

Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ 

３Ｒ（スリーアール）（コラム⑤（６１ページ）参照）にＲｅｎｅｗａｂｌｅ（リニューア

ブル）を加えた総称です。Ｒｅｎｅｗａｂｌｅとは、プラスチックをバイオマスプラ

スチックに替えるなど、環境負荷の大きな素材を再生可能な資源に切り替

える取組を指します。 

 ＢＥＭＳ ビルエネルギーマネジメントシステム（Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Energy Management 

System）の略称で、ビルの室内環境とエネルギー性能の最適化を図るた

めの管理システムです。 

 ＢＯＤ 生物化学的酸素要求量（Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｏｘｙｇｅｎ Ｄｅｍａｎｄ）の略称で、

水中の好気性微生物が有機物を分解するのに必要とする酸素の量を指す

水質を測るための指標の一つです。 

 ＣＯＯＬ 

ＣＨＯＩＣＥ 

クールチョイスと読みます。脱炭素社会づくりに貢献する「製品への買換

え」、「サービスの利用」、「ライフスタイルの選択」など、日常生活の中であ

らゆる「賢い選択」をしていこうとする国民運動です。 

 ＥＶ 電気自動車（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Vehicle）の略称で、外部から充電した電気をモー

ターに送り駆動する自動車です。 

 ＦＣＶ 燃料電池自動車（Ｆｕｅｌ Ｃｅｌｌ Ｖｅｈｉｃｌｅ）の略称で、水素と酸素の化学反応

から取り出した電力をモーターへ送り駆動する自動車です。 

 ＨＥＭＳ ホームエネルギーマネジメントシステム（Ｈｏｍｅ Energy Management 

System）の略称で、家の室内環境とエネルギー性能の最適化を図るため

の管理システムです。 

 Ｊ-クレジット Ｊ-クレジット制度とは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの

利用による二酸化炭素等の排出削減量や、適切な森林管理による二酸化

炭素等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。 

 ＰＣＢ ポリ塩化ビフェニル（Poly Chlorinated Ｂｉｐｈｅｎｙｌ）の略称で、優れた絶

縁性能を有しており、主に電気機器の絶縁油として使用されてきましたが、

慢性的な摂取により体内に蓄積され、倦怠感や色素沈着などの健康被害

が起こることから、１９７２（昭和４７）年に製造が中止され、現在では法令に

より適正処理が推進されています。 

 ｐＨ 水素イオン濃度（Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ Ｈｙｄｒｏｇｅｎ）の略称で、酸性、アルカリ性を示

す指標です。０～１４の数値で表され、ｐＨ７を中性とし、数値が小さくなると

酸性、大きくなるとアルカリ性を示します。 

 ＰＨＶ プラグインハイブリッド車（Ｐｌｕｇ-ｉｎ Ｈｙｂｒｉｄ Ｖｅｈｉｃｌｅ）の略称で、エンジ

ンとモーターの２つの動力を搭載した自動車です。走行シーンに合わせて

エネルギー効率の最大化を図ります。 

 ＰＲＴＲ 化学物質排出量・移動量届出（Ｐｏｌｌｕｔａｎｔ Ｒｅｌｅａｓｅ and Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｒｅ

ｇｉｓｔｅｒ）の略称で、その制度は、有害性のある化学物質が、どのような発

生源からどのくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて運

び出されたかをデータ化し、それを把握・集計・公表する制度です。 
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 ＳＤＧｓ 持続可能な開発目標（Sustainable Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ）の略称で

す。２０１５（平成２７）年の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された

「地球上の誰一人取り残さない」を誓った１７のゴールと１６９のターゲットで

構成された２０３０（令和１２）年までの国際目標です。 

 ＳＤＳ 安全データシート（Ｓａｆｅｔｙ Ｄａｔａ Ｓｈｅｅｔ）の略称で、化学物質及び化学

物質を含む混合物を譲渡又は提供する際に、その物質の物理化学的性質

や危険性・有害性及び取扱いに関する情報について知らせるための文書

です。 

 ＳＳ 浮遊物質量（Ｓｕｓｐｅｎｄｅｄ Ｓｏｌｉｄ）の略称で、水中に懸濁している不溶解

性物質を指し、水質を測るための指標の一つです。 

 ＴＪ 「テラジュール」と読みます。テラは１０の１２乗のことで、ジュールはエネルギ

ーを使うときに必要な熱量を表す単位です。１,０００Ｊは約２４０cal（約０.２

８Wh）です。 

 Ｖ２Ｇ ヴィークルトゥグリッド（Ｖｅｈｉｃｌｅ to Ｇｒｉｄ）の略称で、電気自動車を蓄電

池として使用し、電力会社の電力系統に接続して相互に利用する技術を指

します。 

 Ｖ２Ｈ ヴィークルトゥホーム（Ｖｅｈｉｃｌｅ to Ｈｏｍｅ）の略称で、電気自動車を蓄電

池として使用し、家庭の電力に利用する技術を指します。 

 ＶＰＰ ヴァーチャルパワープラント（Ｖｉｒｔｕａｌ Ｐｏｗｅｒ Ｐｌａｎｔ：仮想発電所）の略称

で、企業や自治体などが所有する生産設備や自家発電設備、蓄電池や電

気自動車など、地域に分散しているエネルギーリソースどうしを接続し、Ｉｏ

Ｔ技術を活用してコントロールすることで、発電所と同等の機能を提供する

仕組みです。 

 ＺＥＢ ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（Ｎｅｔ Ｚｅｒｏ Ｅｎｅｒｇｙ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ）の略称で、

「ゼブ」と読みます。快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する一次

エネルギー（石油、天然ガス、太陽熱などの加工されない状態で供給され

るエネルギー）の収支をゼロにすることを目指した建物を指します。 

 ＺＥＶ ゼロエミッション車（Ｚｅｒｏ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｖｅｈｉｃｌｅ）の略称で、走行時に二酸

化炭素等の排気ガスを出さないＥＶ、ＦＣＶ及びＥＶモード走行時のＰＨＶを

指します。 

【あ】 

 アイドリング 

ストップ 

信号待ちや渋滞などで一時的に車が停止している間、手動あるいは自動

的にエンジンを停止させることを指します。燃費向上、排出ガス削減効果

が期待されます。 

 アスベスト 石綿（せきめん、いしわた）とも呼び、天然に産出される繊維状鉱物で、耐

熱性、耐摩擦性、耐薬品性、紡織性などに優れており、建築材料等に多く

使用されてきましたが、肺がんや中皮腫の原因となることが明らかとなり、

現在日本では製造、輸入、使用等の全面禁止となっています。 

 新しい資本主義 「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとし

た岸田首相が掲げる経済政策です。これまでの資本主義で経済成長の弊

害として生み出された「経済的格差や貧困の拡大」、「中長期的投資の不

足」、「都市と地方の格差」、「気候変動問題」を乗り越えていくため、分配の

目詰まりを解消、技術革新に併せた官民連携で成長力を確保し、民間企

業も公的役割を担う社会の実現を目指すとした考え方です。 
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 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物のことを指します。一般廃棄物は「ごみ」と「し尿」

に分類されます。また、ごみは商店、オフィス、レストラン等の事業活動に伴

って生じた「事業系ごみ」と一般家庭の日常生活に伴って生じた「家庭系ご

み」に分類されます。 

 イニシアチブ 率先した行動により、他者を導くことを指します。 

 インバーター 一般的には、直流電流を交流電流に変換する回路を指しますが、本計画で

は、交流電流の周波数や電圧を制御し、電動機を効率的に回転させる省

エネルギー設備を構成する一つの装置を指します。 

 雨水浸透施設 雨水を地下に浸透させる機能を持つ施設で、下水道や河川への雨水流出

量を抑制します。代表的なものとして、「雨水浸透ます」や「雨水浸透管（浸

透トレンチ）」があります。 

 雨水貯留施設 雨水が下水道や河川に流出する量を調整するため、一時的に貯める施設

です。また、貯めた雨水を再利用できる施設もあり、庭木や芝生への散水、

トイレの水、洗車、災害時の緊急用水源等に利用されます。 

 エコアクション 

２１ 

環境省が中小事業者等の幅広い事業者に対して自主的に「環境への関わ

りに気づき、目標を持ち、行動することができる」方法を提供する目的で作

成したガイドラインに基づく認証・登録制度です。二酸化炭素や廃棄物の削

減、節水など環境負荷の軽減に積極的に取り組む企業や団体などを支援

します。 

 エコカー エコロジーカー（Ｅｃｏｌｏｇｙ Ｃａｒ）の略称で、国の定めた基準を満たす環境

負荷の小さい自動車を指します。 

 エコドライブ 燃料消費量や二酸化炭素排出量を減らし、地球温暖化防止につなげる運

転をする取組です。急加速・急発進の防止やアイドリングストップなど、運

転操作に関わるものだけでなく、タイヤの空気圧チェックや燃費の把握な

ど、自動車そのものの整備・点検に関する項目も含みます。 

①自分の燃費を把握しよう 

②ふんわりアクセル「eスタート」 

③車間距離にゆとりをもって、加速･減速の少ない運転 

④減速時は早めにアクセルを離そう 

⑤エアコンの使用は適切に 

⑥ムダなアイドリングはやめよう 

⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう 

⑧タイヤの空気圧から始める点検･整備 

⑨不要な荷物はおろそう 

⑩走行の妨げとなる駐車はやめよう 

 エコボイド 建物の形状による風圧と内外の温度差を利用した空調システムで、自然エ

ネルギーを利用した換気や天窓を利用した自然採光により省エネルギー効

果が期待できます。 

 エコライフ 私たちの便利で快適な生活が自然や環境に影響を及ぼしていることを認

識し、省エネルギー、ごみの減量、リサイクル、節水など、環境にやさしい生

活を実践することを指します。 

 エネルギー 

基本計画 

エネルギー政策の基本的な方向性を示すためにエネルギー政策基本法に

基づき政府が策定する計画です。２０１８（平成３０）年に策定された第５次

計画から、エネルギーをめぐる情勢変化や日本のエネルギー需給構造が

抱える様々な課題を踏まえ、2021（令和３）年に第６次計画として閣議決

定されました。 

 温室効果ガス 大気中に含まれる二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素など、温室効果をも

たらす気体の総称です。 
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【か】 

 カーボン 

オフセット 

温室効果ガスの排出量をできるだけ抑え、どうしても排出される温室効果

ガスについては、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資するこ

と等により、埋め合わせるという考え方です。 

 カーボン 

ニュートラル 

温室効果ガスの排出と吸収を均衡させることを指します。本計画ではゼロ

カーボンと同義です。 

 街区公園 半径２５０ｍ以内に住んでいる人が主に利用することを目的として配置され

た公園を指し、１か所あたり０.２５ｈａの面積が目安とされています。 

 合併処理 

浄化槽 

「し尿」と「生活雑俳水」を戸別にまとめて処理する浄化槽を指します。 

 環境 

カウンセラー 

環境保全に関する豊富な知識と経験を活用して、きめ細かな助言（環境カ

ウンセリング）ができる人を指します。 

 環境経営 環境問題に積極的に取り組み、環境負荷を低減させることで企業の社会

的責任を果たす経営手法を指します。 

 環境相談 

エコ１００番 

環境に関する相談や要望等、市民からの問い合わせ窓口として２００１（平

成１３）年１０月より実施している生活環境係の相談窓口です。 

 環境報告書 事業者が環境保全に関する方針、目標、計画、環境負荷の低減に向けた取

組状況等について取りまとめた報告書です。 

 環境 

マネジメント 

システム 

組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組

を進めるにあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成

に向けて取り組んでいく体制・手続き等の仕組みを「環境マネジメントシス

テム」（ＥＭＳ：Environmental Management System）といいます。  

 緩和策 地球温暖化とそれに伴う気候変動の影響を回避あるいは軽減するために

温室効果ガス排出を抑制する方策を指します。 

 気候サミット 地球温暖化と気候変動に対する行動を本格化させるため、国連事務総長

の呼びかけにより米国ニューヨークの国連本部で開催された首脳級会合

です。１７８カ国と地域の首脳・閣僚が参加し、各国の取組や行動計画が

公表されました。 

 気候非常事態

宣言 

国、自治体、学校、団体といった組織が、気候変動が異常な状態であること

を認める宣言です。宣言と同時に気候変動を緩和するための政策立案、計

画、キャンペーンなどの対応を積極的に打ち出すことによって、市民や事業

者などの関心を高め、気候変動への行動を加速させます。 

 気候変動 気温及び気象パターンの長期的変化を指します。１８００年以降は化石燃料

の燃焼など、人間活動による変化が原因とされています。 

 気候変動適応 

センター 

気候変動に対する適応策の推進と気候変動の研究を行う機関です。埼玉

県の気候変動適応センターは、埼玉県環境科学国際センターに置かれて

います。 

 気候変動に 

関する政府間 

パネル（ＩＰＣＣ） 

人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的・技術

的・社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として１９８８

（昭和６３）年に国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）により設

立された組織です。 

 緊急事態宣言 2020（令和２）年３月１３日に成立した新型コロナウイルス対策の特別措置

法に基づく感染拡大防止対策です。全国的かつ急速なまん延により国民

生活や経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合などに、総理大臣が

宣言を行い、緊急的な措置を取る期間や区域を指定します。 
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 近隣公園 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣住

区あたり１か所を誘致距離５００ｍの範囲内で、１か所あたり面積２ｈａを標

準として配置されています。 

 クリーン 

エネルギー 

水力、電気、太陽、水素、天然ガス、人造ガスなど、使用にあたり公害を出

さないエネルギーを指します。 

 グリーン購入 製品やサービスを購入する際に、その必要性をよく考え、環境への負荷が

できるだけ少ない物を選ぶ購入方法です。2001（平成 13）年度から「グリ

ーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）」が施

行され、国等の公的機関が率先して環境物品等の調達を推進するととも

に、地方公共団体や事業者、国民に対してもグリーン購入に努めることを

奨励しています。 

 クロス集計 アンケート結果などのデータを集計する時に、２つ以上の観点でまとめる統

計手法です。 

 現状趨勢 

（ＢＡＵ） 

今後追加的な対策を見込まないまま推移した場合の将来における温室効

果ガス排出量を指します。 

 光化学 

オキシダント 

工場の煙や自動車の排気ガスなどに含まれている窒素酸化物（NOx）や

炭化水素（HC）が、太陽の紫外線を受けて光化学反応を起こし発生するオ

ゾンやアルデヒドの総称です。 

 合計特殊 

出生率 

１５～４９歳の既婚・未婚を問わない女性の年齢別出生率を合計したもの

で、人口統計で年次比較や地域比較を行う際の指標の一つです。 

 耕作放棄地 ５年ごとに調査が行われる農林業センサスにおいて、「以前耕作していた土

地で、過去１年以上作物を作付け（栽培）せず、この数年の間に再び作付け

（栽培）する意思のない土地」と定義されています。農林業センサスでは、耕

作放棄地には５ａ（アール：５００ｍ２）未満の耕作放棄された農地は含まれま

せん。 

 コージェネレーション 

ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ 

熱電供給とも呼ばれ、エンジンやタービンなどの原動機で発電を行い、そ

の排熱を取り出して給湯や冷暖房に利用するシステムです。 

 国連気候変動

枠組条約 

正式名称は「気候変動に関する国際連合枠組条約」といい、大気中の温室

効果ガスの濃度を安定化させることを究極の目標として１９９４（平成６）年

に発効された国際条約。翌年から締約国会議（COP）が毎年開催されてお

り、「京都議定書」や「パリ協定」は、その中で採択・締結されたものです。 

 国連 

持続可能な 

開発サミット 

２０１５（平成２７）年９月に米国ニューヨークの国連本部で開催された環境

問題と持続可能な開発をテーマとした国際会議です。１５０を超える国連加

盟国の首脳が参加し、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための

２０３０アジェンダ」が全会一致で採択されました。 

【さ】 

 再生可能 

エネルギー 

太陽光・太陽熱・風力・地熱・水力・バイオマスなどの永続的に利用でき、温

室効果ガスを排出しないエネルギーを指します。 

 サプライ 

チェーン 

原料調達から製造、在庫管理、物流、販売などを通じて消費者の手元に届

くまでの一連の流れを指します。 

 産業用 

ヒートポンプ 

これまで工場で捨てられていた熱を再利用し、 生産プロセスへ高効率に熱

を供給できる省エネルギー装置です 

 事業継続計画 

（ＢＣＰ） 

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎの頭文字で構成した略称です。災害や事

件、システム障害など危機的状況下に置かれた場合でも、被害を最小限に

抑え、重要な業務が継続できる方策をまとめた計画で、企業のリスク管理

の一つです。 

 次世代自動車 エコカーと同義です。 
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 自然再興 

（ネイチャー 

ポジティブ） 

自然生態系の損失を防ぎ、回復させることを指します。 

 自然堤防 河川の両岸に土砂が堆積して自然にできた堤防状の地形（微高地）を指し

ます。 

 循環型社会 一般的には、資源やエネルギーの循環を指しますが、ここでは、ごみをでき

る限り減らし、資源を繰り返し有効利用した資源の循環が実現した社会を

指します。 

 循環型社会 

形成推進 

基本計画 

循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会の形成に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るために定めた計画です。 

 循環経済 

（サーキュラー 

エコノミー） 

従来の３Ｒの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効

活用しながら、サービス等を通じて付加価値を生み出す経済活動で、資

源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目

指します。 

 笑気ガス 気体状の一酸化二窒素です。酸素と混合し、吸入麻酔薬として使われま

す。本計画では市立病院で使用された吸入麻酔薬中の一酸化二窒素を温

室効果ガスとして算定しています。 

 食品ロス 食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針により「本来食べられるにも

かかわらず捨てられる食品」と定義されています。 

 スマート 

コミュニティ 

省エネルギーに取り組みつつ、再生可能エネルギーを最大限活用し、家庭

やオフィス、交通システムなどをＩＴネットワークでつなげ、地域でエネルギ

ーを有効活用する次世代の社会システムを指します。 

 スマート 

デバイス 

一般的には、インターネットに接続でき、様々なアプリケーションソフトを利

用できる携帯型の多機能端末を指します。スマートフォン（スマホ）やタブレ

ット型端末が該当します。 

 成長戦略 

実行計画 

２０２１（令和３）年６月に閣議決定された計画です。成長と分配の好循環、

付加価値の高い新製品・新サービスの創出、コロナ禍により影響が出てい

る分野の事業継続・事業再構築の支援、ポテンシャル分野の積極的な成長

戦略強化など、５つの考え方のもと、成長戦略の具体策を示しています。 

 生物多様性 生き物の個性とつながりを示す概念です。地球上に生命が誕生してから、

生き物は長い歴史の中で様々な環境に適応し進化し、その生命一つひとつ

に個性があり、すべて直接的あるいは間接的に支え合って生きていること

を指します。 

 生物多様性 

国家戦略 

「生物多様性条約」と「生物多様性基本法」に基づき、生物多様性の保全と

持続可能な利用に関し、自然共生社会の実現に向けた戦略的施策を推進

するために国が策定した計画です。 

 ゼロカーボン 

シティ 

→コラム②（３２ページ）参照 

 創エネルギー 太陽光発電設備などにより、自らが意識的にエネルギーを創り出そうとい

う考え方です。 

 ソーラー蓄電池 

ステーション 

公共施設に太陽光発電設備と蓄電池を設置し、昼間は発電した電力を使

用し、夜間や停電時には蓄電池で貯めた電力を使用します。 

 

 

 

 



 

160 

 

【た】 

 ダイオキシン類 ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（PCDDs）、ポリ塩化ジベンゾフラン

（PCDFs）、コプラナーポリ塩化ビフェニル（Co-PCBs）の総称です。難分

解性物質であることから、水環境や土壌に長期間残留します。人に対して

甲状腺機能の低下、生殖器官への影響、免疫機能低下を引き起こすと報

告されています。 

 太陽熱利用 

設備 

再生可能エネルギーである太陽熱を、給湯や冷暖房に利用するシステムの

ことです。 

 第６次 

評価報告書 

第１作業部会 

報告書 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）における評価報告書は、評価対

象により３つの作業部会から構成されます。第１作業部会は自然科学的根

拠を対象として、気候変動に関する科学的知見を評価し、とりまとめて報告

書を作成します。その報告書では向こう数十年の間に温室効果ガスの排

出が大幅に減少しない限り、２１世紀中に地球の平均気温は１.５℃及び２℃

を超えること、より一層の地球温暖化に伴い、すべての地域において気候

的な影響の同時多発的な変化が益々経験されるようになると予測するなど

と報告しています。 

 単独処理 

浄化槽 

「し尿」のみを処理する浄化槽です。生活雑排水は処理されないため、河川

等の水質汚濁の原因となります。 

 地域レジリエンス レジリエンスとは弾力性、柔軟性、回復性などの能力を指しますが、本計画

では、気候変動に伴う災害や感染症に対して地域がリスクを予見し、危機

的状況を柔軟かつ強靱性を持って乗り越えることを指します。 

 地球温暖化 

対策計画 

２０２１（令和３）年１０月に閣議決定した「地球温暖化対策の推進に関する

法律」に基づく政府の総合計画です。２０５０年カーボンニュートラル、温室

効果ガスを２０１３（平成２５）年度から２０３０（令和１２）年度までに４６％削

減という目標の実現に向けて、再生可能エネルギーの拡大、住宅や建築物

の省エネルギー基準適合の拡大、産業のイノベーション支援、二国間クレ

ジット制度（途上国と協力して温室効果ガスの削減に取り組み、削減の成

果を両国で分け合う制度）による地球規模での温室効果ガス排出量削減

の貢献などを施策として掲げています。 

 地球温暖化 

防止活動推進 

センター 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく組織です。地球温暖化対

策に関する普及啓発を行うなど、地球温暖化防止に寄与する活動の促進

を図っています。埼玉県における地球温暖化防止活動推進センターは、認

定特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉に置かれています。 

 地区公園 半径１ｋｍ以内に住んでいる人が主に利用することを目的として配置された

公園を指し、１か所あたり４ｈａ以上の面積が目安とされています。 

 地産地消 地元で生産されたものを地元で消費する取組で、エネルギーや農産物に

対して使われる用語です。本計画ではエネルギーの地産地消として、再生

可能エネルギーによる発電や蓄熱を自家消費するシステムを指します。 

 低温バイナリー 

地熱発電 

低沸点の媒体を利用した地熱発電システムで、地下から取り出した蒸気・

熱水が低温でもタービンを回して発電することができます。 

 低炭素社会 二酸化炭素の排出をできる限り減らし、地球温暖化による気候変動とその

影響が緩和された社会を指します。（コラム④（４８ページ）参照） 

 適応策 地球温暖化とそれに伴う気候変動の影響に対処するための方策を指します。 

 典型７公害 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭の７種類

の公害を指します。 
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 透水性舗装 路面の水を路盤以下に浸透させる舗装を指します。集中豪雨の洪水緩和、

地下水涵養、ヒートアイランド現象の緩和、水溜まり防止、自動車騒音低減

を目的に都市部で適用されています。 

 特定事業場 水質汚濁防止法で規定する汚水又は廃液を排出する工場・事業場を指し

ます。 

 トップランナー 

制度 

商品化している自動車、家電製品や建材等の機械器具等のうち、エネルギ

ー消費効率がもっとも優れている（トップランナー）機械器具等を国が認め

る制度です。 

 ドライ型ミスト 水を霧状に噴射し、蒸発する際の気化熱の吸収を利用した装置で、主に屋

外で局所的に冷却する目的で使用されます。 

【な】 

 中仙道まちづくり 

協議会 

歴史文化軸にふさわしい環境の形成及び維持向上を目的とした組織で

す。 

 中仙道蕨宿 

まちなみ協定 

中仙道沿道蕨宿地域において、建築物等の整備に関する事項等を定め、

歴史文化軸にふさわしいまちなみとして維持向上することを目的に中仙道

まちづくり協議会が自主的に定めたルールです。 

 二酸化窒素 化学式ではＮ２Ｏと表します。ボイラ等の煙突や自動車の排ガス等を発生源

とする代表的な大気汚染物質です。呼吸器系に健康被害のおそれがあり、

１時間値の１日平均値が０.０４ｐｐｍから０.０６ｐｐｍまでのゾーン又はそれ

以下であることとした環境基準が定められています。 

【は】 

 ばい煙 大気汚染防止法に基づき、工場などで燃料や物の燃焼等に伴い発生する

硫黄酸化物・スス・有害物質（カドミウム、塩素等）を指します。代表的なば

い煙発生施設として、ボイラ、廃棄物焼却炉などがあります。 

 バイオマス 生物資源（ｂｉｏ）の量（ｍａｓｓ)を表す概念で、動植物から生まれた生物資源

の総称（石油や石炭などの化石資源は除く）のことで、具体的には、農林水

産物、稲わら、もみがら、食品廃棄物、家畜排せつ物、木くずなどを指しま

す。 

 バイオマス 

プラスチック 

植物などの再生可能な有機資源を原料として化学的又は生物学的に合成

することでできるプラスチック製品です。 

 ハザードマップ 自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域

や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図で

す。 

 花いっぱい 

運動 

まちに花を植えることで日常生活に「ゆとりと潤い」が感じられるまちを実

現する目的として展開されている国民運動です。 

 プランター・ 

ファーム！ 

ｉｎ わらび 

緑・土に触れあう機会の創出、環境保全への貢献などを目的に、プランター

を活用して自宅で野菜や植物を育成する、住宅都市・蕨ならではの取組で

す。 

 ベンゼン 揮発性有機化合物の１つで、無色透明の液体です。染料・医薬品・農薬等

の様々な化学製品の合成原料、溶剤、抽出剤等に広く用いられています。

人体への影響としては、白血病、再生不良性貧血等があります。 

 防風林 風害を防ぐために家屋や耕地、海岸に設ける樹林です。 

 ポスト２０２０ 

生物多様性 

枠組 

２０２０（令和２）年までの国際目標であった生物多様性を保全するための

愛知目標に代わる２０２１（令和３）年以降の国際目標です。生物多様性条

約第１５回締約国会議での採択を目指し、各国間で交渉が行われていま

す。 
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 保存樹木 都市における自然環境や景観の保護・維持を図るため、「都市の美観風致

を維持するための樹木の保存に関する法律」や市区町村の条例等に基づ

き指定された樹木を指します。 

【ま】 

 マイクロ 

プラスチック 

５ｍｍ以下の微細なプラスチックごみの総称です。近年、陸上や海上で捨

てられたプラスチックごみが断片化され、微細なプラスチックごみとなり、海

洋汚染の原因とされ、世界規模の問題となっています。 

 マイ・タイム 

ライン 

住民一人ひとりのタイムライン（防災行動計画）です。台風等の接近による

大雨に伴い河川の水位が上昇するときに、自身がとる標準的な防災行動

を時系列的に整理し、自ら考え命を守る避難行動のための一助とするもの

です。 

 マイ箸 自分で使う箸を携行し、割り箸の利用を控える環境に配慮した取組です。 

 マイボトル 水筒を携行し、ペットボトルや紙コップなどの利用を控える環境に配慮した

取組です。 

【ら】 

 リサイクル →コラム⑤（６１ページ）参照 

 リターナブル 

容器 

一度消費したびんや容器などを返却・回収し、洗浄して繰り返し使う容器を

指します。 

 リデュース →コラム⑤（６１ページ）参照 

 リユース →コラム⑤（６１ページ）参照 

 レジリエント →地域レジリエンス 

【わ】 

 蕨市公衆衛生 

推進協議会 

公衆衛生の向上や生活環境問題への取組、ごみの分別啓発など、住みや

すいまちづくりを推進するための中心的組織です。 

 蕨市さわやか 

環境条例 

ごみの散乱の防止や空き地及び空き家の適正な管理などを定めた条例

で、市民、事業者及び市が一体となって地域の環境美化を推進し、清潔で

さわやかな生活環境を確保することを目的としています。 

 蕨戸田衛生 

センター組合 

一般廃棄物やし尿、資源物などを処理・リサイクルする施設を有した戸田

市と共同事務を行う一部事務組合です。 

 ワンウェイ 

プラスチック 

一度だけの使用で廃棄することが想定されるプラスチック製品を指します。 

 ワンヘルス 

アプローチ 

人、動物、環境の衛生に関する分野横断的な課題に対し、関係者が連携し

てその解決に向けて取り組むという概念を表す言葉であり、国際的にも認

識が高まっています。 
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